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一
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史
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は
じ
め
に

フ
ラ
ン
ス
科
学
学
派

(
m
g
Z
R
-
2
2
5ロ
巾
)
が
台
頭
し
た
一
九
世
紀

末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
、
サ
レ
イ
ユ
(
月
白
百
5
E
ω
包巾

E
g噌
呂
田
l

EHN)
と
プ
ラ
ニ
オ
ル
(
呂
田
吋
円
巳
一
勺

S
E
c
-
W
E
E
-
E臼
)
に
は
民
事

責
任
論
(
こ
こ
で
は
特
に
不
法
行
為
責
任
論
)
に
関
し
て
共
通
の
問
題
意

識
が
あ
っ
た
。
「
ブ
オ
オ
ト

(
E
C
R
)
」
は
不
法
行
為
責
任
の
要
件
の
一
つ

と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
概
念
が
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
九
世
紀
の
註
釈
学
派
ま
で
の
私
法
学
に
お
い
て
は
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
に
は

明
確
な
定
義
が
ほ
と
ん
ど
与
え
ら
れ
ず
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
専
ら
主

観
的
な
意
味
、
ま
た
は
、
日
常
用
語
に
近
い
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
サ
レ
イ
ユ
は
、
労
働
災

害
に
関
す
る
判
例
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
ブ
オ
オ
ト
L

が
、
法
学
上

一
般
に
説
明
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
別
物
で
あ
る
と
認
識
し
、
従
来
の
よ

う
な
「
フ
ォ
オ
ト
に
基
づ
く
責
任
」
論
に
対
し
て
疑
問
を
提
起
し
た
。
彼

は
、
「
ブ
ォ
オ
ト
に
基
づ
く
責
任
し
と
い
う
考
え
方
を
捨
て
て
、
彼
が
労
働

災
害
に
関
す
る
判
例
の
中
で
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
考
え
た
「
危
険
の
(
分

配
の
)
原
理
L

に
基
づ
く
民
事
責
任
(
ブ
オ
オ
ト
な
き
責
任
・
危
険
責
任
)

の
理
論
を
不
法
行
為
一
般
に
関
し
て
構
築
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
れ
に
対

し
て
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
、
「
フ
ォ
オ
ト
し
と
い
う
用
語
が
法
学
上
共
通
の
了
解

の
下
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
を
抱
き
、
従
来
の

民
事
責
任
論
(
と
く
に
民
事
責
任
の
根
拠
論
、
「
ブ
ォ
オ
ト
」
論
)
の
不
十

分
さ
を
感
じ
た
が
、
「
ブ
ォ
オ
ト
」
が
実
務
上
依
然
と
し
て
有
効
で
あ
り
、

ま
た
、
民
事
責
任
の
根
拠
と
し
て
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
、
寸
フ
ォ
オ
ト
」

の
概
念
を
明
確
に
す
る
途
を
選
ん
だ
。
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
、
第
一
に
、
サ
レ

イ
ユ
の
出
発
点
と
し
て
い
る
労
働
災
害
に
関
す
る
責
任
が
、
特
別
法
(
一

八
九
八
年
四
月
九
日
法
)
に
よ
り
立
法
的
に
解
決
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、

実
際
に
は
「
フ
ォ
オ
ト
に
基
づ
く
責
任
」
と
は
原
理
を
異
に
す
る
例
外
に

す
ぎ
な
い
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
不
法
行
為
に
関
し
て
一
般
化
し
え
な
い
こ

と
を
、
ま
た
第
二
に
、
彼
か
ら
み
れ
ば
、
サ
レ
イ
ユ
が
主
張
す
る
危
険
責

任
論
が
な
お
完
全
に
「
フ
ォ
オ
ト
に
基
づ
く
責
任
〕
の
考
え
方
か
ら
脱
却

し
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
、
危
険
責
任
論
に
よ
れ
ば
偶
発
事
故

(
円
日
甘
え
E
C
や
不
可
抗
力

2
2
2
5と
2
2
)
の
場
合
に
さ
え
責
任

が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
、
個
人
の
責
任
を
不
当
に
拡
張
す
る
危
険
性
が

あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
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こ
の
両
者
の
関
係
は
、
今
世
紀
初
頭
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
1

危
険
責
任

論
争
」
で
あ
る
が
、
「
フ
ォ
オ
ト
L

概
念
に
関
し
て
み
れ
ば
、
一
九
世
紀
の

民
事
責
任
論
に
対
す
る
サ
レ
イ
ユ
の
問
題
提
起
と
そ
れ
に
対
す
る
プ
ラ
ニ

オ
ル
の
批
判
的
検
討
・
解
答
と
し
て
図
式
化
で
き
よ
う
。
か
く
し
て
、
プ

ラ
ニ
オ
ル
の
民
事
責
任
論
で
は
、
責
任
の
要
件
と
し
て
「
フ
ォ
オ
ト
L

概



念
を
維
持
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
き
、
そ
れ
ま
で
ほ
と

ん
ど
正
面
か
ら
な
さ
れ
な
か
っ
た
「
フ
ォ
オ
ト
」
の
定
義
を
「
学
問
的
」

に
試
み
た
う
え
で
、
「
自
己
の
フ
ォ
オ
ト
に
基
づ
く
責
任
」
が
不
法
行
為
責

任
の
基
本
原
則
と
し
て
検
討
の
視
点
に
据
え
ら
れ
、
「
自
己
の
行
為
に
基
づ

く
責
任
」
(
第
一
論
文
)
、
寸
物
の
所
為
に
基
づ
く
責
任
L

(

第
二
論
文
)
、
「
他

人
の
行
為
に
基
づ
く
責
任
」
(
第
三
論
文
)
に
関
す
る
基
本
原
則
の
射
程
距

離
を
画
定
す
る
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
「
自
己
の
フ
ォ
オ

ト
に
基
づ
く
責
任
」
の
例
外
と
さ
れ
た
の
が
、
一
八
九
八
年
四
月
九
日
法

の
規
律
す
る
労
働
災
害
の
「
職
業
上
の
危
険
(
ユ

2
5
買
え
2
位
。
ロ
ロ
巳
)
」
、

使
用
者

(
g
S
5
2
5
E
)
責
任
(
報
償
責
任
)
な
ど
で
あ
る
。
し
か
も
、

プ
ラ
一
一
オ
ル
の
民
事
責
任
論
に
お
い
て
は
、
原
則
(
自
己
の
ブ
ォ
オ
ト
に

基
づ
く
責
任
)
と
例
外
(
と
く
に
報
償
責
任
)
と
の
二
元
論
を
と
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
両
領
域
を
支
配
す
る
原
理
・
法
則
が
鮮
明
に
対
比
さ
れ
、
自

覚
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
現
代
と
の
関
連
で
は
、
プ
ラ
ニ

オ
ル
が
与
え
た
「
フ
ォ
オ
ト
」
の
定
義
が
現
代
フ
ラ
ン
ス
民
法
学
に
お
け

る
「
フ
ォ
オ
ト
L
a

の
定
義
の
基
礎
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
以
上
の

こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
私
法
学
史
上
寸
ブ
オ
オ
ト
」
概
念
が
鮮
明
な
形
を

以
て
姿
を
現
し
た
過
程
(
「
フ
ォ
オ
卜
L

概
念
の
成
立
)
を
検
討
す
る
こ
と

が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

ま
ず
本
題
に
入
る
前
に
、

フランス私法学史における「フォオト」概念の成立(1)

一
九
世
紀
末
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
規

定
の
特
色
を
整
理
し
、
本
稿
の
検
討
の
視
点
を
設
定
し
て
お
く
。

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
不
法
行
為
に
関
す
る
規
定
の
構
造
は
、
原
則
と
し

て
自
己
の
行
為
に
基
づ
く
責
任
が
お
か
れ
(
一
三
八
二
・
一
三
八
三
条
、
要

件
一
①
加
害
者
の
ブ
オ
オ
ト
[
違
法
性
(
己
{
広
宮
山
)
]
・
帰
責
性

[(5・

吉
g
σ
H
Z
H
m
)
]
、
②
被
害
者
の
損
害
、
③
プ
ォ
オ
ト
と
損
害
と
の
聞
の
因
果
関

係
)
、
そ
れ
に
対
し
て
そ
の
例
外
的
事
例
と
し
て
他
人
の
行
為
に
基
づ
く

責
任
(
一
三
八
四
条
)
、
物
の
所
為
に
基
づ
く
責
任
(
一
三
八
五
・
一
三
八
六

条
、
そ
し
て
、
一
九
世
紀
末
か
ら
は
一
三
八
四
条
一
項
)
が
付
加
さ
れ
た
形
を

と
っ
て
い
る
が
、
後
の
二
者
は
、
一
九
世
紀
に
お
い
て
は
、
責
任
を
負
う

者
の
フ
ォ
オ
ト
が
推
定
(
挙
証
責
任
の
転
換
)
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
し
て
、

自
己
の
行
為
(
フ
オ
オ
ト
)
に
基
づ
く
責
任
の
原
則
と
矛
盾
す
る
と
は
考

え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
本
稿
で
の
考
察
の
中
心
と
な
る
の
は
、
一
三
八

二
条
に
置
か
れ
た
「
フ
ォ
オ
ト
L

(

ま
た
、
そ
の
一
形
態
と
し
て
一
三
八
三

条
に
置
か
れ
た
寸
無
思
慮
(
百
七

E
母
ロ
ロ
巾
)
」
・
寸
傑
怠
(
ロ
mmロ
胃
Rm)
」)

の
概
念
は
い
か
な
る
も
の
か
、
な
ら
び
に
、
一
三
八
四
条
に
お
い
て
主
人
・

使
用
者
に
対
し
て
課
さ
れ
た
1

反
証
を
許
さ
ぬ
ブ
オ
オ
ト
の
推
定
」
と
、

一
九
世
紀
末
に
一
三
八
四
条
一
項
に
関
し
て
物
の
保
管
者
の
責
任
(
無
生

物
責
任
)
を
新
た
に
構
成
し
よ
う
と
す
る
新
説
(
危
険
責
任
論
)
の
登
場

後
に
は
、
物
の
保
管
者
に
対
し
て
課
さ
れ
る
「
反
証
を
許
さ
ぬ
ブ
オ
オ
ト

の
推
定
」
と
が
、
寸
ブ
オ
オ
ト
L

概
念
と
の
関
連
で
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、

北法41(5-6・533)2579
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ま
た
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
概
念
の
形
成
に
関
し
て
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
1
)
例
え
ば
、
福
井
勇
二
郎
「
一
九
世
紀
に
於
け
る
仏
国
民
法
学
の
発

達
ー
ュ

1
ジ
ェ
!
ヌ
・
ゴ
ド
ゥ
メ
の
講
演
に
拠
り
て

l
」
同
編
『
仏

蘭
西
法
学
の
諸
相
』
(
日
本
評
論
社
一
九
四
三
年
)
七
一
頁
以
下
。

碧
海
・
伊
藤
・
村
上
編
『
法
学
史
』
(
東
大
出
版
会
一
九
七
六
年
)

山
口
俊
夫
「
フ
ラ
ン
ス
法
学
」
ニ
O
一
頁
以
下
。
松
阪
佐
一
「
ジ
エ

ニ
イ
の
『
解
釈
方
法
論
』
を
顧
み
て
L

『
民
法
解
釈
の
基
本
問
題
』

(
名
古
屋
大
学
出
版
会
一
九
八
五
年
)
一
二
四
九
頁
以
下
。

(2)
例
え
ば
、
福
井
前
掲
八
O
頁
以
下
。
サ
レ
イ
ユ
の
生
涯
と
業
績
に

つ
い
て
は
、
杉
山
直
治
郎
「
サ
レ
イ
ュ
、
カ
ピ
タ
ン
、
ジ
ェ
ニ
1

」

『
法
源
と
解
釈
』
(
有
斐
閣
一
九
五
七
年
)
一
二
一
三
頁
以
下
。
さ
ら

に
サ
レ
イ
ユ
の
学
問
に
つ
い
て
、
と
く
に
野
田
良
之
「
サ
レ
イ
ユ
に

お
け
る
自
然
法
の
客
観
的
実
現
」
『
法
に
お
け
る
歴
史
と
理
念
』
(
東

京
大
学
出
版
部
一
九
五
一
年
)
四
三
頁
以
下
。
冨
・
同
吋

E--OF

F
・白

S
B
Y
E
S
5
号

河

者

B
O
E
r
-巳
正
印
・
〉
丘
町
民

問。巴印印巾白ロ・同)向江印
H
U
H

品・

(
3
)
マ
ル
セ
ル
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
プ
ラ
ニ
オ
ル
(
富
田
足
巾
-
F凶ヨ白口己

勺

E
E
C
-
)
は
今
世
紀
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
学
を
代
表
す
る
学
者

の
一
人
で
あ
る
。
同
時
期
の
フ
ラ
ン
ス
の
民
法
学
者
、
例
え
ば
、
サ

レ
イ
ュ
、
ジ
ェ
ニ
ィ
、
ア
ン
リ
・
カ
ピ
タ
ン
な
ど
が
す
で
に
日
本
に

詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
に
比
べ
て
プ
ラ
ニ
オ
ル
に
つ
い
て
の

紹
介
は
皆
無
と
い
え
る
状
態
な
の
で
こ
こ
で
リ
ペ
ェ
ル
に
拠
っ
て

紹
介
し
て
お
く
。

彼
は
、
一
八
五
三
年
九
月
二
三
日
に
フ
ラ
ン
ス
西
北
部
の
ナ
ン
ト

で
生
ま
れ
た
。
ナ
ン
ト
の
リ
セ
で
勉
強
し
、
そ
こ
で
の
古
典
学
研
究

(mE己
g
n
z
g
E
5印
)
を
終
え
る
に
際
し
て
、
一
八
七
二
年
、
全

国
リ
セ
・
コ
レ
ェ
ジ
ュ
・
コ
ン
ク
ウ
ル
(
打
。
ロ

g
ロ
ヨ
札
口

mg])

で
哲
学
部
門
の
賞

(p-M
門
言
。
ロ
ロ

2
吋
回
口
わ
C
ロ
g己
g
m雷
管
山
一

号
∞
ど
お
m
g
a
n
o
-
-巾
m
g
己

g
忌
百
三
m
g
g
F
E
g
q
g
z
g

H)EEmouE宮
町
)
を
授
与
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
高
等
師
範
学
校

(帥

g]巾ロ
O
『
ヨ
丘
町
印
毛
m門
広
日
巾
)
入
学
を
志
し
一
八
七
三
年
に
合

格
し
た
が
、
法
学
の
勉
強
に
励
み
、
パ
リ
大
学
法
学
部
学
生
、
パ
リ

控
訴
院
弁
護
士
(
〉
〈

0
2円
卸
]
白

h
o
c円
円
右
目
)
巾
]
骨

E
江
田
)
を

経
て
博
士
号
取
得
試
験
に
合
格
、
一
八
七
九
年
法
学
博
士
と
な
る
。

一
八
八
O
年
教
授
資
格
を
授
与
さ
れ
る
。
グ
ル
ノ
オ
ブ
ル
大
学
法
学

部
の
教
授
資
格
者
(
一
八
八
O
|
一
八
八
一
年
、
民
法
担
当
、
他
に
登
記

法
・
ロ
オ
マ
法
の
講
義
も
持
っ
て
プ
ル
タ
ア
ニ
ユ
の
レ
ン
ヌ
(
河
巾
ロ
ロ
巾
)

大
学
法
学
部
の
教
授
資
格
者
(
一
八
八
一
年
|
一
八
八
七
年
、
民
法
担

当
、
他
に
法
制
史
の
講
義
も
担
当
)
を
経
て
、
一
八
八
七
年
パ
リ
大
学

に
教
授
資
格
者
と
し
て
招
か
れ
、
ロ
オ
マ
法
、
産
業
関
係
の
諸
立
法
、

刑
法
な
ど
の
教
育
に
た
ず
さ
わ
っ
た
。
一
八
九
三
年
間
助
教
授
と
な

り
、
同
年
以
降
民
法
を
担
当
し
た
。
一
八
九
五
年
民
法
教
授

(司円
C
同町印凹巾
Z
円
安
山
仏
門
o
x
c
i
]
)
と
な
る
(
リ
ヨ
ン
・
カ
ア
ン
わ
『
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i
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，
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d
u
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d
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la 
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r
o
m
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e
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i
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.
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同
量
Ripert
et 
Boulanger

，
 Trait
邑
邑
l
e
m
巴ntaire
d
e
 droit 

civil 
d
e
 
Planiol
，
 4
 vols. 

1956-59.
る
再
三
!
と

4て)
~
ν
二
時
。
]

Trait
邑
pratique

de 
droit 
civil 
francais. 

14 
vols. 
(en 

cours d
e
 publication) 

;
 11 
vols. 
publies d
e
 1925 a
 1931
，
 

avec le 
concours d

e
 G. 
Ripert 
et 
d
e
 
Professeurs 

des 

Facult
邑s
d
e
 
droi
t
.
リ
兵
士
主
撚
Il
長
後
1
・民
111

gr社
!
d
N~
堤

j
~
J
l
単
為

1
・
民
同

J1社
会
心
)
-F; iく

11)社
!
d
.
f
ミ
む
い
再
三

lヒ
布
t
J
~

ν
二
時
ト

J
心
。
~
思
8

..IJ~ヰ心早J
崎!(l
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[
翼
幅
緩
1
>
<J

〈
鴬
事
長
<
!dJ::'iE-¥眠時書記棉纏わ<)

ー
L
'assisse 
au 
C
o
m
t
e
 
Geffroi，
立
tude
sur 
les 
succes-

sions f邑
odales
e
n
 Bretagne. Nouvelle R

e
v
u
e
 histori-

que 
de 
droit 
(1887) 
t. 
X
I
，
 p. 
117 
et 
652
，
 tirage 
a
 

part 
R
e
n
n
e
s
，
 1888
，
 102 
p. 
in-8. 

N
 Les 
appro.ρ
riances
ρ
ar 
bannies
立
tude
historique 

sur 
l'ancien 
droit 
d
u
 d
u
c
h
e
 d
e
 
Bretagne
，
 Paris 
et 

R
巴nnes
，
(1890) 
Nouvelle R

e
v
u
e
 histon'que 

de droit，
 

1890
，
 t. 
X
I
V
，
 p. 
493. 

。"
L'esprit 
de 
la 
coutume 
de 
Bretagne

，
 Va
n
n
e
s
，
 189
1. 

Revue de 
Bretagne 

et 
de 
Vendee，

 1891
，
 t. 
V
，
 p. 
1. 

守
Julien
Furic: 
N
 otice 
sur 
sa 
vie 
et 
ses 
ouvrages 

avec u
n
 supplement inedit 

a
 son C
o
m
m
e
n
t
a
i
r
e
 sur 

I'U
s
e
m
e
n
t
 de Cornouaille

，
 Paris et 
R
e
n
n
e
s
，
 (1893) 

t
o
m
e
 
II: 
L
a
 Bretagne a

u
 Ixe siecle

，
 La
 f邑
odalite

bretonne. 

t
o
m
e
 IIl: 
L
a
 Bretagne ducale

，
 Le
 g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 -

L'eglise 
-
Finances 

-
]ustice 

t
o
m
e
 IV: 
L
a
 Bretagne ducale

，
 Institution militaire 

ー
L
e
s
villes 
-
Industrie 

et 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
-

L
e
s
 
c
a
m
p
a
g
n
e
s
 
-
L
a
 
famille 
-
L
e
s
 

contrats 
Assistance

，
 e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
，
 

gout et 
m
a
u
r
s
 

t
o
m
e
 
V
:
 X
V
l
e
 siecle
，
 Souverainet

邑
et
administra-

tion 
genεrale 

-Finances 
-Institutions 

d
e
 

la 
c
o
u
t
u
m
e
 -
L
a
 justice 
-
L
a
 noblesse et 

les 
fiefs 
-
L
e
s
 c
a
m
p
a
g
n
e
s
 -
Droit 
priv
邑

Association pour la 
publication d

u
 manuscrit d

e
 M
.
 

Planiol
，
 Ma
y
e
n
n
e
 1981-1984. J

 
〈眠土!:1!dJ::'iE-¥眠時榊制ID}

Trait
吾
elementaire

d
e
 
droit 
civil 
francais. 

3
 vols. 

}"e 
ed. 
(1899) 
;
 2
邑d.
(1902) 
;
 3
 ed. 
(1904-1905) 

;
 4
 ed. 

(1907) 
;
 5
 ed. 
(1908-1910) 

;
 6
 ed. 
(1911-1912) 

;
 7
邑d.

(1914-1919) 
;
 8
 ed. 
(1920-192

1) 
;
 9
 ed. 
(l
922-1924) 

;
 10 

吾d.
avec le 
concours de G. 

Ripert (1925-1929) 
;
 11
邑d.

avec 
le 
concours de G. 

Ripert 
(1928-1930) 

;
 12 
ed.
巴n

cours 
d
e
 
publication

，
 (1931) 
[ト
J
長
当
時
J
8
選
出
制
国
主
主
持
活

十|¥出ht出



critique
，
 1885
，
 p. 
437. 

∞
R
e
g
i
m
e
 
dota
l. 
R
e
g
l
e
m
e
n
t
 
d'une 
succession 

en 

partie 
dotale
，
 en 
partie 
paraphernale

邑
c
h
u
e
a
 la 

f
e
m
m
e
.
 R
e
v
u
e
 
critique，

 1886
，
 p. 
307. 

O'I 
D
o
l
 
civ
i! 
et 
dol 
crimine
l. 
R
e
v
u
e
 
critique，

 1893
，
 p. 

545 
et 
645. 

:=; 
D
e
 l'inutilit

邑
d'une
revision generale d

u
 C
o
d
e
 civil
，
 

1904. 

Livre 
d
u
 C
巴ntenaire

d
u
 C
o
d
e
 civ
i!， 
t. 
II
，
 p. 
555. 

コ
Classification

des 
sources 

d'obligations. 
R
e
v
u
e
 

critique ，
 1904
，
 p. 
223. 

ロ
Classification

synthetique 

critique 
1904
，
 p. 
470. 

口
E
t
u
d
e
sur 
la 
responsabilite 

civile. 
R
e
v
u
e
 
critique，
 

1905
，
 p. 
277 
;
 1906
，
 p. 
60 
;
 1909
，
 p. 
470. 

~
 
U
n
e
 association 

m
邑
c
o
n
n
u
e
，
auteurs 
et 
direcreurs 

de 
theatre. 

R
e
v
u
e
 
critique，
 1907
，
 p. 
10. 

~
 
Assimilation 

progressive 
d
e
 
l'obligation 

naturelle 

巴t
d
u
 devoir 
m
o
r
a
l. 
R
e
v
u
e
 
critique
，
 1913
，
 p. 
152. 

;=: 
L
e
s
 b
a
u
x
 a
 fe
r
m
a
g
e
 variable. 

R
e
v
u
e
 critique
，
 1926
，
 

p. 
223. 

E
x
a
m
e
n
s
 doctrinaux de jurisprudence d

a
n
s
 la 
“
R
e
v
u
e
 

N
o
u
むelle
R
e
v
u
e
 
historique，

 1893
，
 t. 
XVll
，
 p. 
470. 

tD 
L
a
 donation d'Anowareth，

 Te
x
t
e
s
 et 
commentaires

，
 

V
a
n
n
e
s
，
 1895. 
A
n
n
a
l
e
s
 
de 
Bretagne 

(1894) 

。
Les
villes 
de 
Bretagne 

au X
V
I
I
I
 siecle
，
 d'apres les 

recherches de M
.
 Antoine D

e
p
u
y
，
 ancien d
o
y
e
n
 d
e
 

la 
Faculte 
des 
lettres 
de 
Rennes. 

Nouvelle 
R
e
仰
e
historique 

(1894) 
p. 
128-137. 

C
~
土
日
以
gjg~

時
寝
起
棺
緩
料
〉

~
 
U
n
e
 donation 

immobili
邑
re
n
o
n
 
transcrite 

est-elle 

opposable 
a
u
x
 
hεritiers 

d
u
 
donateur? 

R
e
v
u
e
 
cri. 

tique
，
 1880
，
 p. 
164. 

C'; 
Les' caisses 

d'epargne 
et 
le 
regime 

munaute. 
R
e
v
u
e
 
critique，

 1882
，
 p. 
42. 

的
D
e
la 
vente 
des 
valeurs 
mobili
色res
par 
l'heritier 

beneficiaire. 
R
e
v
u
e
 
critique，

 1882
，
 p. 
117 .
 

..，;. 
N
o
t
e
 sur la 
nature
，
 les 
effets 
et 
la 
prescription 

de 

l'action 
Paulienne. 

R
e
v
u
e
 
critique
，
 1882
，
 p. 
494. 

lI'I 
L
a
 cession d

巴s
droits 
successifs 

peut-elle produire 

l'effet 
declaratif 

d
u
 partage? 

R
e
v
u
e
 critique
，
 1883
，
 

p. 
588 

<o 
Observation 

sur 
u
n
 
arret 
de 
la 
C
h
a
m
b
r
e
 

requetes. 
R
e
v
u
e
 
critique
，
 1883
，
 p. 
570. 

，
<
 Origine 

r
o
m
a
i
n
e
 
de 
la 
saisine 
hereditaire. 

R
e
v
u
e
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Z
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}
ロ
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昌
吉
号
ロ
ロ
巾

札
口
m
E
}巾
骨
り
と
]
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N
)

に
掲
載
さ
れ
た
彼
の
判
例
評
釈
は
、
前

掲
書
に
よ
れ
ば
二
八
九

O
年
か
ら
一
九
一
六
年
の
聞
に
一
三
五
件

に
も
の
ぼ
る
。

彼
の
学
風
は
、
ジ
ヨ
ル
ジ
ュ
・
リ
ペ
エ
ル
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
論

理
的
な
明
噺
さ
が
あ
る
。
ま
た
、
い
た
ず
ら
に
難
解
な
、
抽
象
論
を

好
ま
ず
、
現
実
と
密
接
に
関
連
を
も
た
せ
つ
つ
、
簡
明
な
叙
述
で
要

点
を
お
さ
え
る
こ
と
に
も
秀
で
て
い
た

(
O
匂
・
円
芦
・
匂
・
巴

ωN-
勾

lω
∞
)
。
リ
ペ
ェ
ル
の
言
葉
は
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
民
法
の
概
説
書

(吋吋同芦
m
m
-
m
E
g
g
-
5
骨

骨

c
x
n
E
]
)
の
ロ
版
の
序
文
(
実

質
的
に
追
悼
文
で
あ
る
が
、
概
説
書
の
特
色
を
彼
な
り
に
ま
と
め
て

い
る
)
で
あ
る
が
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
人
格
を
含
め
て
学
印
刷
を
偲
ぶ
に

は
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
後
継
者
で
あ
り
、
親
交
の
あ
っ
た
彼
に
頼
ら
ざ

る
を
え
な
い
の
で
、
そ
れ
に
依
拠
す
る
と
(
以
下
は
一
九
コ
二
年
の

プ
ラ
ニ
オ
ル
追
悼
文
集
の
頁
で
引
用
)
、

「
マ
ル
セ
ル
・
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
少
し
も
法
を
覆
そ
う
と
い
う
願
望

を
持
つ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
う
え
彼
は
、
哲
学
的
な
思
索
(
空

論
?
)
を
趣
味
と
し
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
法
の
基
礎
を
探
求
す
る

こ
と
を
長
い
こ
と
中
断
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
彼
が
許
容
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
法
学
者
に
よ
っ
て
「
現
実
(
吋

2
5
m
)」

に
専
心
す
る
こ
と
も
な
く
鍛
え
あ
げ
ら
れ
た
抽
象
的
な
構
成

(
E

2
5可
己
主

S
与
印
昨
日

-R)
で
あ
る
。
例
え
ば
、
彼
が
物
権
や
法

人
(
格
)
の
古
典
的
な
考
え
方
を
打
破
し
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
彼
に

と
っ
て
は
無
益
に
複
雑
化
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
彼
は
同
様
の
厳
し
い
吟
味
を
新
し
い
考
え
方
に
も
受
け
さ
せ

た
。
危
険
説
(
門
広
。
ユ
巾
含
江
田
心
己
巾
)
や
附
合
契
約
の
理
論
は
、

彼
に
と
っ
て
は
危
険
な
幻
想
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
し
、
ま
た
、
彼
は
、

例
え
ば
権
利
の
濫
用
の
よ
う
な
古
典
的
表
現
が
問
題
で
あ
る
場
合

で
さ
え
も
、
無
意
味
な
言
葉
の
羅
列
(
一
c
m
C
E
R
E巾
)
を
す
べ
て
非

難
し
て
い
る
。
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フランス私法学史における「ブォオト」概念の成立(1)

彼
が
非
常
に
早
く
に
幾
人
か
の
者
に
よ
っ
て
時
代
遅
れ
の
法
学

者
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
は
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
。
彼
に
と
っ
て
は

斯
く
斯
く
然
々
の
学
派
に
分
類
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
で
も

よ
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
何
世
紀
に
も
わ
た
る
法
を
知
っ
て
い

た
し
、
ま
た
、
古
め
か
し
い
諸
準
則
の
力
も
即
席
の
諸
準
則
の
効
力

も
信
じ
て
い
な
か
っ
た
。
驚
異
的
な
法
的
な
セ
ン
ス
を
持
ち
、
完
全

に
節
度
を
保
ち
な
が
ら
、
彼
は
研
究
し
そ
し
て
判
断
す
る
。
彼
が
解

決
を
選
ん
だ
と
き
、
そ
れ
は
見
事
な
刻
印
を
も
っ
た
文
章
の
形
で
、

す
な
わ
ち
、
完
全
な
明
噺
性
を
伴
っ
た
持
ち
札
の
形
で
な
さ
れ
る

が
、
そ
の
場
合
に
も
同
じ
理
性
が
存
在
す
る
0

・
・
-
」
(
。
匂
-
n芹

℃・
ω
]
{
ω
N
)

こ
れ
を
本
稿
に
関
し
て
み
れ
ば
、
フ
ォ
オ
ト
概
念
(
第
一
論
文
)
、

「
自
己
の
ブ
オ
オ
ト
に
基
づ
く
責
任
」
の
原
理
と
寸
報
償
責
任

(-tr

門

-u巾口同円七円一印
0
・
]
同
-
。
一
己
巾
円
。
ロ
ロ
巾
V

両日円巾巾ロ門
H

・
巾
}
巾
℃
円
0

2
同巾門
]
m
u

叶目的。ロ巾
)

L

の
原
理
と
の
区
別
、
「
選
任
・
監
督
上
の
過
失
」
を
根
拠

と
す
る
「
法
律
上
の
フ
ォ
オ
ト
の
推
定
」
に
対
す
る
批
判
的
な
検
討
、

等
に
そ
れ
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

第
二
に
、
判
例
の
明
断
な
分
析
で
あ
る
。
彼
は
現
実
と
密
接
な
関

連
性
を
保
つ
た
め
に
特
に
判
例
を
綿
密
に
研
究
し
て
い
た
。
リ
ペ
ェ

ル
の
言
葉
を
借
り
る
と
、

「
と
り
わ
け
、
彼
の
関
心
を
ひ
き
つ
け
た
の
は
、
綿
密
に
判
例
を

研
究
し
て
現
実
。
白
吋

g-一
広
)
と
接
触
す
る
こ
と
が
民
法
学
者
に
は

必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
他
の
者
た
ち
も
彼
以

前
に
そ
れ
を
し
た
し
、
彼
も
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
オ
ウ
プ
リ
と
ロ
ォ
の

概
説
書
を
非
常
に
活
用
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
新
し
い
こ
と

を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
、
彼
の
、
判
例
の
権
威
に
つ
い
て
の
考
え

方
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
判
例
が
通
説
と
少
し
も
一
致
し
な
い
ば
あ
い

に
、
そ
の
判
例
を
非
難
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
は
や
か
か
わ
ら
な

い
。
学
説
と
判
例
と
い
う
古
典
的
な
対
比
は
何
事
も
示
さ
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
二
つ
の
権
威
は
同
じ
見
取
り
図

(
U
Eロ
)
の
上
に

は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
法
廷
(
豆
σロ
ロ
き
と
の
判
決
か
ら

生
じ
た
法
は
一
一
種
の
、
真
の
慣
習
法
(
己

g
x
g
c
g
s
-
m円
)
で
あ

り
、
成
文
法
の
そ
れ
と
同
等
の
価
値
を
持
つ
。
判
例
は
法
律
を
適
用

す
る
こ
と
を
唯
一
の
役
割
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
判
例
は
、
法

律
の
支
配

(
Z
2
5日
山
口
己
巾
自
巾
三
広
m
出
己
を
尊
重
し
さ
え
す
れ

ば
、
立
法
者
の
考
え
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
彼
は
そ
の
こ
と
を
彼
の
概
説
書
の
各
頁
で
そ
れ
を
断
言
し
、
証

明
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
す
べ
て
今
日
で
は
平
凡
な
こ
と
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
著
作
が
[
公
刊
さ
れ
た
〕
時
期
を
忘
れ
て
い

る
。
当
時
、
判
例
の
諸
解
決
に
法
律
と
同
等
の
価
値
を
与
え
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
、
法
の
教
育
は
、
学
生
た
ち
が
、
実
務
に
よ
っ
て
認
め
ら

れ
た
諸
解
決
が
彼
ら
に
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
気
付

い
た
と
き
そ
の
権
威
が
失
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
判
例
を
考
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
宣
言
す
る
こ
と
に
は
相
当
の
勇
気

が
必
要
で
あ
っ
た
。

そ
の
う
え
お
そ
ら
く
、
民
法
学
者
に
と
っ
て
判
例
の
研
究
ほ
ど
難

北法41(5-6・539)2585



研究ノート

し
い
も
の
は
な
い
。
先
例
を
絶
対
的
な
権
威
と
し
て
引
用
す
る
こ
と

は
奇
妙
な
濫
用
で
あ
る
。
引
用
を
蓄
積
す
る
の
も
ま
た
同
じ
で
あ

る
。
判
決
の
リ
ス
ト
の
中
で
選
択
で
き
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
マ

ル
セ
ル
・
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
、
こ
の
判
例
研
究
に
お
い
て
比
類
な
い
。

重
要
な
判
例
は
一
つ
と
し
て
忘
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
引
用
す
る
必
要

の
あ
る
も
の
の
各
々
が
す
べ
て
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
正
確
に
配
置

さ
れ
て
い
る
。
判
例
の
進
化
が
あ
れ
ば
的
確
に
そ
の
時
期
が
指
示
さ

れ
、
解
決
が
恒
常
的
で
あ
れ
ば
明
瞭
な
文
章
で
片
付
け
ら
れ
た
。
何

年
も
の
問
、
ダ
ロ
オ
ズ
の
判
例
集
は
彼
が
公
に
し
た
諸
評
釈
か
ら
恩

恵
を
受
け
た
。
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
、
こ
れ
に
よ
り
得
ら
れ
た
経
験
を
彼

の
概
説
書
に
お
い
て
利
用
し
て
い
る
。
」

(
O
匂
門
戸
℃
・
白
l

勾
)

こ
れ
を
本
稿
に
関
し
て
み
れ
ば
、
民
事
責
任
第
二
論
文
に
お
い

て
、
労
働
災
害
を
除
い
た
「
物
の
所
為
に
基
づ
く
責
任
」
を
判
例
の

中
か
ら
分
析
し
て
簡
潔
に
問
題
点
を
叙
述
し
て
い
る
点
に
窺
う
こ

と
が
で
き
る
。

第
三
に
、
歴
史
的
な
関
心
が
強
く
、
か
つ
優
れ
た
ロ
マ
ニ
ス
ト
で

あ
っ
て
、
法
制
度
の
歴
史
お
よ
び
そ
の
要
点
を
簡
潔
に
叙
述
す
る
能

力
、
セ
ン
ス
に
お
い
て
卓
越
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
リ

ペ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、

「
こ
の
[
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
]
理
性
が
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
く
諸
々
の

源
の
中
で
も
第
一
の
地
位
に
お
く
べ
き
な
の
が
歴
史
の
知
識
で
あ

る
。
註
釈
家
た
ち
は
、
我
が
民
法
の
諸
解
決
を
、
あ
た
か
も
継
承
が

直
接
で
あ
る
か
の
よ
う
に
ロ
オ
マ
法
の
諸
解
決
と
対
比
し
て
い
た
。

彼
ら
は
法
の
進
化
に
つ
い
て
の
歴
史
学
派
の
教
訓
を
無
視
し
て
い

た
。
マ
ル
セ
ル
・
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
優
れ
た
ロ
マ
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
。

し
か
も
そ
の
う
え
、
彼
は
歴
史
家
の
資
質
を
持
っ
て
い
た
。
彼
は
、

古
の
慣
習
[
法
]
と
著
作
家
[
の
著
作
]
を
読
ん
だ
。
彼
の
概
論

(吋
E
X
m
)
は
適
切
か
つ
趣
の
あ
る
引
用
に
富
む
、
し
か
も
、
事
柄

が
有
用
で
あ
る
場
合
に
は
、
制
度
や
準
則
の
歴
史
を
お
お
き
な
プ
レ

ス
コ
函
で
展
示
し
た
。
例
え
ば
彼
が
動
産
の
取
り
戻
し
の
進
化
に
充

て
た
ぺ
ェ
ジ
を
読
む
な
ら
ば
、
ど
ん
な
光
が
我
が
民
法
二
二
七
九
条

に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
準
則
に
投
影
さ
れ
て
い
る
か
が
分
か
る
で

あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
、
現
代
の
実
定
法
を
そ
の
過
去
か
ら
切
り

離
し
て
教
育
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
た
よ
う
な
人
で

は
な
い
。
彼
は
フ
ラ
ン
ス
精
神
の
一
つ
の
欠
陥
、
す
な
わ
ち
合
理
主

義
の
影
響
下
で
の
歴
史
的
セ
ン
ス
の
喪
失
を
暴
い
て
い
る
。
歴
史
は

単
に
現
在
を
理
解
す
る
の
に
有
用
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
現
在
を
健

全
に
判
定
す
る
の
に
も
ま
た
有
用
で
あ
る
。
過
去
を
研
究
す
る
こ

と
、
こ
れ
は
最
新
の
制
度
が
最
上
の
も
の
で
あ
る
と
称
賛
す
る
幻
想

あ
る
い
は
思
い
上
り
に
屈
し
な
い
唯
一
の
方
法
で
あ
る
。
L

(

。℃-

n
-
F
U
・
ωωlω
品
)

こ
れ
を
本
稿
に
関
し
て
み
れ
ば
、
第
三
論
文
に
お
け
る
物
の
保
管

者
の
責
任
に
関
す
る
ク
ス
ト
デ
ィ
ア
、
レ
ケ
プ
ト
ゥ
ム
責
任
に
つ
い

て
の
考
察
と
叙
述
、
な
ら
び
に
主
人
・
使
用
者
の
責
任
に
関
す
る
民

法
二
ニ
八
四
条
三
項
の
起
源
に
関
す
る
ロ
オ
マ
法
か
ら
ド
マ
、
プ
ル

ジ
ョ
ン
、
ポ
チ
エ
を
通
じ
て
の
学
説
史
の
簡
潔
・
明
快
に
し
て
的
を

北法41(5-6・540)2586



プランス私法学史における「フォオ卜」概念の成立(1)

え
た
叙
述
な
ど
に
そ
の
片
鱗
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

第
四
に
、
彼
ほ
ど
経
済
学
を
勉
強
し
て
い
た
民
法
学
者
は
い
な
い

と
リ
ペ
ェ
ル
は
い
っ
て
い
る
が
、
「
経
済
的
な
諸
利
益
は
時
代
や

人
々
に
従
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
法
の
諸
準
則
を
理
解
す
る
た

め
に
は
そ
れ
ら
経
済
的
な
諸
利
益
を
知
る
必
要
が
あ
る
」
(
C
匂・巳門・

匂・

ω印
)
が
ゆ
え
に
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
「
経
済
的
な
側
面
を
見
失
っ
て

法
律
家
が
取
り
扱
い
う
る
よ
う
な
法
的
な
問
題
は
存
在
し
な
い
L

と

い
う
考
え
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
よ
う
な
観
点
で
、
特
に

不
動
産
所
有
権
、
抵
当
、
弁
済
な
ど
の
問
題
を
取
り
扱
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。

こ
れ
を
本
稿
に
関
し
て
み
れ
ば
、
第
三
論
文
に
お
け
る
「
他
人
の

行
為
に
基
づ
く
責
任
L

の
新
し
い
構
成
、
す
な
わ
ち
、
「
利
益
と
危

険
の
聞
の
関
連
性
の
法
則
L

や
寸
企
業
と
い
う
考
え
方
L

の
理
論
や
、

第
一
論
文
に
お
け
る
「
職
業
上
の
危
険
」
の
経
済
的
な
観
点
か
ら
の

分
析
に
こ
の
特
色
が
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
特
色
と
相
倹
っ
て
、
彼
の
真
理
に
対
す
る

謙
虚
さ
が
あ
る
。
リ
ペ
エ
ル
に
よ
る
と
、

「
そ
の
う
え
、
マ
ル
セ
ル
・
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
、
彼
が
真
理
に
十
分

に
近
づ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
と
き
に
は
彼
の
著

作
を
修
正
す
る
こ
と
を
決
し
て
た
め
ら
わ
な
か
っ
た
。
彼
は
公
刊
さ

れ
た
も
の
を
す
べ
て
読
ん
だ
。
本
、
雑
誌
論
文
、
判
例
評
釈
、
博
士

論
文
、
外
国
出
版
物
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
細
心
さ
を
も
っ
て
言
及
さ

れ
て
い
る
。
彼
は
新
版
を
出
す
た
び
に
彼
の
著
作
を
修
正
し
た
。
彼

に
与
え
ら
れ
た
指
示
を
す
べ
て
喜
ん
で
う
け
い
れ
た
。
私
が
思
い
起

す
こ
と
は
、
同
，

E
一円巾℃吋即日
Z
A
5
の
最
初
の
巻
を
刊
行
す
る
際
、
私

が
彼
に
、
一
箇
所
叶

E
X
m
m
]
m
g
m
E包
括
で
与
え
ら
れ
た
解
決
を

採
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
旨
説
明
し
た
と

こ
ろ
、
よ
く
考
え
た
後
で
彼
は
、
彼
が
確
信
し
た
こ
と
と
彼
の
叶

E
ナ

門m
m
-
m
E
g
g
-
S
を
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
だ
け
簡
単
に
述
べ

た
こ
と
で
あ
る
。
自
身
が
彼
固
有
の
権
威
に
よ
り
彼
の
諸
解
決
を
強

要
す
る
権
利
を
持
た
な
い
こ
と
を
認
め
、
最
上
に
仕
上
げ
る
た
め
に

の
み
彼
の
著
作
に
楽
し
み
を
見
出
す
人
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
謙
虚

さ
の
見
事
な
教
訓
[
と
い
う
べ
き
か
]
。
」

こ
の
よ
う
な
、
彼
の
人
格
・
学
風
は
、
細
心
さ
を
も
っ
て
問
題
を

追
求
し
、
危
険
説
を
徹
底
的
に
検
討
し
、
「
他
人
の
行
為
に
基
づ
く

責
任
」
に
つ
い
て
は
、
一
見
譲
歩
と
も
と
れ
る
結
論
(
本
文
第
三
章

参
照
)
に
至
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
彼
の
民
事
責
任
論
全
体
を
通
じ

て
も
み
て
と
れ
よ
う
。

(4)
厳
密
に
は
、
民
事
責
任
(
『
巾
唱
。

5
与
宗
門
m
n
-
i
z
)
は
、
契
約

責
任
(
円
巾
告

g
g
σ
一言
m
n
oロ
可

R
E色
巾
)
と
不
法
行
為
責
任

(吋
2
吉
田
与
宗
広
忠
一
一
円
E
巾
}
}
巾
)
の
両
者
を
含
む
が
、
本
稿
で
は
、

特
に
断
り
の
な
い
か
ぎ
り
、
後
者
を
指
す
も
の
と
す
る
。

(5)
「
フ
ォ
オ
ト
」
と
は
、
大
雑
把
に
い
え
ば
寸
過
失
L

と
訳
さ
れ
る

が
、
厳
密
に
は
、
日
本
に
お
け
る
故
意
・
過
失
の
他
、
違
法
性
、
論

者
に
よ
っ
て
は
帰
責
性
(
む
し
ろ
責
任
能
力
と
一
言
う
ほ
う
が
適
切
か
も

し
れ
な
い
)
を
も
含
む
複
雑
な
概
念
で
あ
る
。
参
照
、
山
口
俊
夫
『
ブ

北法41(5-6・541)2587 
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ラ
ン
ス
債
権
法
』
(
東
大
出
版
会
一
九
八
六
年
)
一

O
O頁
以
下
。

星
野
英
一
「
故
意
・
過
失
、
権
利
侵
害
、
違
法
性
L

『
民
法
論
集
第

六
巻
』
(
有
斐
閣
一
九
八
六
年
)
三

O
七
頁
以
下
。
と
く
に
一
二
一
一

三
頁
。な
お
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
「
フ
ォ
オ
ト
L

に
つ
い
て
は
す
で

に
我
が
国
に
紹
介
し
た
い
く
つ
か
の
論
稿
が
あ
る
。
例
え
ば
、
岡
松

参
太
郎
『
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
原
因
論
』
(
有
斐
閣
学
術
選
書

ω一
九
五
三
年
)
五

O
九
頁
以
下
。
野
田
良
之
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
に

お
け
る
片
山
口
広
概
念
」
我
妻
教
授
還
暦
記
念
『
損
害
賠
償
責
任
の
研

究
(
上
)
』
(
有
斐
閣
一
九
五
七
年
)
一

O
九
頁
以
下
(
以
下
「
ブ
オ

オ
ト
」
論
文
で
引
用
す
る
)
。

さ
ら
に
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
の
訳
語
に
つ
い
て
も
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
(
野

田
「
ド
マ
」
・
「
フ
ォ
オ
ト
」
論
文
)
、
「
過
失
L

(

岡
松
前
掲
書
)
、
「
非
行
」

(
山
口
前
掲
書
)
、
「
有
責
行
為
」
(
山
口
「
社
会
法
と
民
事
責
任
L

日
仏
法

学
4
(
一
九
六
七
年
)
八
頁
)
等
そ
れ
ぞ
れ
考
慮
さ
れ
て
い
る
が
、
本

稿
で
は
、
そ
の
概
念
が
時
代
と
と
も
に
多
少
の
変
化
を
し
て
い
る
と

も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
野
田
「
フ
ォ
オ
ト
」
論
文
に
従
い
、
「
フ
ォ

オ
ト
」
と
し
て
お
く
。

(
6
)
例
え
ば
、
福
井
前
掲
一
頁
以
下
。
山
口
「
フ
ラ
ン
ス
法
学
」
一
九

八
頁
以
下
。
野
田
良
之
「
註
釈
学
派
と
自
由
法
」
『
法
哲
学
講
座
』

第
三
巻
(
有
斐
閣
一
九
五
六
年
こ
九
九
頁
以
下
。
さ
ら
に
、
「
註

釈
学
派
」
と
い
う
呼
称
に
対
す
る
批
判
も
含
め
、
一
九
世
紀
の
フ
ラ

ン
ス
民
法
学
の
状
況
に
つ
い
て
、
金
山
直
樹
「
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス

に
お
げ
る
民
法
学
と
自
然
法
」
日
仏
法
学
口
(
一
九
九

O
年
)
(
一

九
九
一
年
有
斐
閣
)
一
八
貰
以
下
。

(7)
野
田
「
フ
ォ
オ
ト
L

論
文
一
一
五
頁
以
下
。

(8)
河丘、
5
0ロ己

ω田
-a--2・
戸
内
協
同
nn広
巾
ロ
門
印
仏
巾
門
門
出
〈
回
一

-
2
一回

「巾印
U
C
ロ印白
σ口一円
mn71ロ
巾
(
問
的
印
白
山
門
弓
ロ
ロ
ぬ
門
ymoえ
巾
。

σ』巾の江〈而門同町

目白黒川回目){)ロ印
mwσ
日
広
己
m
Z
2己
角
川
口
巾
)
・
〉
・
問
。
ロ
印
印
巾
白
F
同》由江田]{∞坦叶・

(
以
下

ω丘町一口町田
w円
g
R
n
E
g
g
-
ま
た
は
サ
レ
イ
ユ
「
労
災
」

論
文
で
引
用
す
る
)
こ
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
で
は
、
す
で

に
、
新
聞
輝
夫
「
フ
ラ
ン
ス
不
法
行
為
法
に
お
け
る
無
生
物
責
任
法

理
の
理
論
的
基
礎
に
関
す
る
研
究
(
三
)
」
法
学
論
叢
(
福
岡
大
学
)

二
四
巻
四
号
こ
九
八
八
年
)
三
六
一
頁
以
下
(
以
下
、
新
関
論
文
(H)

③
で
引
用
す
る
)
が
紹
介
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
同
時
期
の
同
じ
問
題
に
関
す
る
論
稿
が
二
つ
あ
る
。

∞
丘
巾
ニ

-
g
w
z
o
g
田
口
円
わ
同
協
-
円
同
〈
司
巾
]
・

5
〕口一口

5
2
2

h
出回印・

5
心吋巾]・

ωO
自由
3
5
U叶・ロ・

5
2・
H-bω
お
∞
・
(
以

下、

ω白一色
]rupzog
ま
た
は
サ
レ
イ
ユ
寸
評
釈
」
で
引
用
す
る
)
こ
の

評
釈
に
つ
い
て
も
、
新
関
寸
無
生
物
責
任
法
理
の
成
立
|
|
判
例
の

展
開
を
中
心
に
し
て
|
|
」
福
岡
大
学
研
究
所
報
第
三
一
号
こ
九

七
四
年
三
二
三
頁
以
下
、
特
に
四
九
頁
以
下
(
以
下
、
新
関
論
文
(
I
)

で
引
用
す
る
)
が
紹
介
し
て
い
る
。

戸
市
江
的
心
口
町
ち
「
ora-oDD巾}色白
H
M
m
z
n
o色
町
三
三
}
(
円
O
B
E
E
-

口一
g
z
oロ
卸
]
同
叩
on-m広
【
可
m
gロ
cg-巾
印
。
三
回
-
S
H
N
2
m
o
n
-

z
s
w
H
O
同

-
X
M
M内
〈
唱
℃
・
由
主

l
E
P
(以
下
、

ω巳
z-guFAW
ユZ
E
O

北法41(5-6・542)2588



フランス私法学史における「プオオト」概念の成立(1)

買
え
g
a
cロ
ロ
巳
ま
た
は
サ
レ
イ
ユ
「
職
業
上
の
危
険
L

論
文
で
引
用
す
る
)

サ
レ
イ
ユ
の
説
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
論
稿
に
よ
り
紹
介
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
専
ら
無
生
物
責
任
法
理
、
無
過
失
責
任
論
に
関
す

る
学
説
史
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
法
学
史
上
の
観
点
、
と

り
わ
け
、
科
学
学
派
、
ま
た
、
そ
の
台
頭
と
時
期
を
同
じ
く
す
る
「
民

事
責
任
に
関
す
る
論
争

i
l危
険
責
任
論
争
」
と
の
関
連
に
お
い
て

の
紹
介
が
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
あ
え
て
重
複

す
る
点
が
多
い
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の

分
析
を
行
な
っ
た
。

(9)
匂

Z
E。
「
帥
門
戸
同
門
ぽ
由
回
口
吋
}
印
可
巾
回
目
)
。
ロ
凹
出
σ口一件
m
n
-
i
z
-

問。

H
M

宮内
F
4
0ロ門同町
B
m口
同
門
凶
巾
]
国
吋
巾
印
円
)
C
ロ印国立]芹
m
n一iz--

H
N
2
・
Q
X
-
H
・
2
(
H
U
C
印
w
口。己〈・印巾円
-
u
e
u
-
N

コlN也
N
・
(
以
下
、

円。

P
ロ
己
巾
ま
た
は
第
一
論
文
で
引
用
す
る
)
こ
の
論
文
に
つ
い
て
は

牧
野
英
一

1

民
事
責
任
の
基
礎
と
し
て
の
過
失
の
概
念
」
法
協
二
三

巻
八
号
一
一
四
三
頁
以
下
(
一
九

O
五
年
)
に
よ
る
紹
介
が
あ
り
、

ま
た
、
野
田
「
フ
ォ
オ
ト
」
論
文
一
二
七
頁
以
下
に
簡
単
な
学
説
史

上
の
位
置
付
け
が
為
さ
れ
て
い
る
。

N

o

m

門口門
-
P
E
吋巾凹℃。ロ回出
σ口一昨巾門日口問何回一円門同巾印
n
y
O
印巾閉山
3

月巾
4
・

円
ユ
円
円
印
印

(
5
2・ロ
O
己戸、・弘司・

ω印)目

)
-
g
s・
(
以
下
、

N
o

開門豆町

ま
た
は
第
二
論
文
で
引
用
す
る
)

ω

o

H

山門己門凶巾
w

h

駄目]巾凹句。口出血豆]山門巾門凶己同白!日円円円印己可口一
3
H
N
m〈
-nH-X

門印∞

(
E
S
w
口。ロ
J
N

・弘司・

ω
∞)円
}-N
∞
N
S
H
・
(
以
下
、

ω
。
肺
門
己
色
町
ま

た
は
第
三
論
文
で
引
用
す
る
)
こ
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
国
井
和
郎

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
使
用
者
責
任
論
L

阪
大
法
学
七
九
号
こ
九

七
一
年
)
コ
二
頁
以
下
に
学
説
史
の
一
部
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い

る。
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
学
説
は
、
こ
の
よ
う
に
各
所
で
部
分
的
に
紹
介
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
民
事
責
任
論
が
全
体
と
し
て
、
さ
ら
に
、
法
学

史
上
重
要
な
論
争
の
中
で
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
ち
、
ま

た
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
に
は

未
だ
十
分
に
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、

各
所
で
紹
介
し
て
い
る
論
稿
と
重
複
す
る
点
が
多
々
あ
る
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
の
全
体
像
と
、
法
学
史
上
の
位
置
付
け
を
目
的
と
す
る

も
の
で
あ
る
の
で
、
重
複
す
る
点
も
あ
え
て
紹
介
し
、
本
稿
が
新
し

く
紹
介
、
指
摘
し
た
点
に
つ
い
て
は
で
き
る
だ
け
註
に
お
い
て
明
示

す
る
よ
う
心
掛
け
る
。

(
叩
)
野
田
「
ブ
オ
オ
ト
」
論
文
一
一
一
一
一
頁
以
下
参
照
。

(
日
)
野
田
「
フ
ォ
オ
ト
」
論
文
一
一
九
頁
註
ご
)
、
一
二
七
頁
参
照
。

(
臼
)
野
田
寸
フ
ォ
オ
ト
」
論
文
一
二
七
頁
参
照
。

(
日
)
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
『
フ
ラ
ン
ス
債
権
法
』
九
一
頁
以
下
参

照
。
一
八

O
四
年
の
原
始
規
定
に
つ
い
て
は
、
関
口
晃
「
ナ
ポ
レ
オ

ン
法
典
」
久
保
正
幡
還
暦
記
念
『
西
洋
法
制
史
史
料
選
凹
近
世
・

近
代
』
(
創
文
社
一
九
七
九
年
)
二

O
六
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、

二
O
世
紀
前
半
の
規
定
の
解
説
に
つ
い
て
は
、
現
代
外
国
法
典
叢
書

『
仏
蘭
西
民
法
典
』
田
財
産
取
得
法
(
有
斐
閣
一
九
五
六
年
)
二
一
，

O
六
頁
以
下
参
照
。
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と
こ
ろ
で
、

P
E
R
の
他
の
、
ロ
mmmロ
mmロ
円
巾
唱
日
同
国
司
自
己
巾
ロ
円
巾
の
訳

語
に
つ
い
て
は
、
前
者
は
「
憐
怠
」
、
「
怠
慢
」
等
、
後
者
は
寸
無
思

慮
」
、
「
軽
率
L

、
「
粗
忽
L

等
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿

で
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
ロ
オ
マ
法
や
古
法
で
の
様
々
な
フ
ォ
オ
ト

の
類
型
を
考
慮
す
る
必
要
か
ら
、
基
本
的
に
両
者
に
つ
い
て
は
、
現

代
外
国
法
典
叢
書
と
野
田
「
ド
マ
」
論
文
に
従
い
、
ロ

mm]
一m
g
B
に

は
「
僻
怠
」
を
、

-B同
)E門
凶
巾
ロ
円
巾
に
は
「
無
思
慮
」
を
訳
語
と
す
る

こ
と
に
し
た
。
こ
の
フ
ォ
オ
ト
の
類
型
に
関
し
て
は
、
後
註
(
紅
)
、

(
担
)
参
照
。

第
一
章

サ
レ
イ
ユ
以
前
の
フ
ラ
ン
ス

私
法
学
に
お
け
る
寸
ブ
ォ
オ
ト
L

ド
マ
、
ポ
チ
エ
、
民
法
典
編
纂
過
程
に
お
け
る
「
フ
ォ
オ
ト
」

フ
ラ
ン
ス
私
法
学
に
お
け
る
「
フ
ォ
オ
ト
」
は
ド
マ
に
由
来
す
る
こ
と
、

ま
た
、
ド
マ
以
降
、
と
く
に
民
法
典
成
立
後
に
お
い
て
は
、
民
事
責
任
は

「
フ
ォ
オ
ト
」
に
基
づ
く
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
一
般
に
認
め

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
法
学
上
の
用
語
な
い
し
概
念
と
し
て
定

着
し
た
過
程
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

日
常
用
語
と
し
て
の
寸
ブ
オ
オ
ト
」
が
「
:
:
:
が
欠
け
て
い
る
こ
と

(
5
2告巾同
H
M

巾
2
8己
2
・・
)
L

と
定
義
さ
れ
、
「
誤
り
L

・
寸
落
ち
度
」
等
を

意
味
し
(
し
た
が
っ
て
、
そ
も
そ
も
客
観
的
な
も
の
と
い
え
る
て
そ
の
上
、

単
な
る
事
実
判
断
を
表
す
場
合
か
ら
非
難
と
い
う
価
値
判
断
を
含
む
場
合

ま
で
極
め
て
広
い
意
味
を
持
つ
こ
と
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、

一
般
に
法
学
上
「
ブ
オ
オ
ト
」
の
定
義
が
プ
ラ
ニ
オ
ル
以
降
議
論
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
一
九
世
紀
ま
で
の

フ
ラ
ン
ス
私
法
学
に
お
け
る
「
フ
ォ
オ
ト
」
が
日
常
用
語
と
し
て
の
そ
れ

と
判
然
と
区
別
さ
れ
ず
、
ま
た
法
学
上
も
極
め
て
暖
昧
な
も
の
で
あ
り
、

専
ら
主
観
的
な
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
「
フ
ォ
オ
ト
L

が

法
学
上
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
サ
レ
イ
ユ
や
プ

ラ
ニ
オ
ル
の
議
論
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
す
る
。

ハ
門
ま
ず
、
ド
マ
に
お
い
て
は
、
一
般
的
な
不
法
行
為

(
U
B
己
OBE

S
白

m
B
E
E
r
百
円
己

g
P
E
g
s
E
ロ巾

g
ロ
門
富
田
卸
ロ
ロ
円
三

E
P

E
町
田
口
口
己
m
Z
門戸市川田

F
u
n
-
i
z少
同

-
Y
Z〈
N

唱
岳
・
∞
・
)
に
関
す
る
責

任
は
寸
フ
ォ
オ
ト
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
み
ら
れ
る
「
フ
ォ
オ
ト
」
は
極
め
て
広
い
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お

り
、
日
常
用
語
と
連
続
的
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お

り
で
あ
る
。

た
だ
し
、
注
意
を
要
す
る
点
が
若
干
あ
る
。
第
一
に
、
例
え
ば
、
フ
ラ

ン
ス
民
法
一
三
八
二
・
一
三
八
三
条
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
さ
れ
る
箇
所

北法41(5-6・544)2590



フランス私法学史における「ブォオト J 概念の成立(1)

で
は
、
「
無
思
慮
、
軽
率
、
知
る
べ
き
こ
と
を
知
ら
ぬ
こ
と
、
そ
の
他
類
似

の
諸
フ
ォ
オ
ト

O
B胃
E
B
B
-
]
m
m巾
百
戸
釘
ロ
。
E
D
n巾
号
円
巾
心
ロ
ぶ
ロ

号
広
田
町
白
〈
一

O
F
o
z
g
j可
g
P
5
2
)
L
と
「
フ
ォ
オ
ト
」
の
諸
類
型
が

列
挙
さ
れ
て
い
る
点
に
関
し
て
、
従
来
の
見
解
は
「
フ
ォ
オ
ト
L

の
主
観

的
要
素
が
明
ら
か
で
あ
る
と
す
る
点
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
そ
れ
ら
の

列
挙
が
「
害
す
る
意
図
。
ぇ

g色
。
ロ
む
巾
口
三
百
)
」
と
対
置
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
し
て
心
理
状
態
を
表
現
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ド
マ
の
原
文
は
、
「
誰
か
あ
る
人
の
行
為
に
よ
っ

て
、
そ
れ
が
無
思
慮
、
:
:
:
で
あ
れ

G

R

U

P
芹

母

宮

巾

E
5

宮

3
0ロ
E
W
E
R
-
B℃
吋
邑
巾
ロ
ロ
巾
w

巾
門
戸
)
」
と
続
く
の
で
あ
っ
て
、
問
題
の

「
フ
ォ
オ
ト
L

の
類
型
と
同
格
に
あ
る
の
は
寸
行
為

(
P
X
)
」
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
列
挙
か
ら
単
純

に
ド
マ
の
「
プ
オ
オ
卜
」
を
主
観
的
と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

む
し
ろ
行
為
の
態
様
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
に
関

連
し
て
、
第
二
に
、
そ
れ
ら
の
列
挙
は
、
ロ
オ
マ
法
の
「
ク
ル
パ
」
に
数

え
ら
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
寸
ク
ル
パ
」
の
具
体
的
な
、
個
別
類
型
の
伝

統
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
第
三
に
、
現
代
の
ロ
オ
マ
法
学

者
の
い
う
「
定
型
化
さ
れ
た
故
意

(
3
4
5
ぽ
ユ
ミ
号
]
5
)
L
・
「
定
型
化
さ

れ
た
過
失

(
C
1
2
2
Z
2
-
E
)
」
と
い
う
考
え
方
を
援
用
す
れ
ば
、
故

意
や
過
失
を
行
為
の
態
様
の
形
で
定
型
化
さ
れ
た
意
思
の
諸
態
様
と
し
て

理
解
す
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
ド
マ
の
列
挙
す
る
、
意
思
が
表
わ
さ
れ
た
、

類
型
化
さ
れ
た
「
フ
ォ
オ
ト
」
を
構
成
す
る
行
為
(
の
態
様
)
に
お
い
て

可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
四
に
、
ド
マ

の
「
フ
ォ
オ
ト
L

が
客
観
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
関
し
て
、
従
来
の
見

解
は
ド
マ
の
「
フ
ォ
オ
ト
」
の
客
観
的
な
要
素
と
し
て
「
義
務
違
反
」
を

挙
げ
る
が
、
ド
マ
自
身
が
「
フ
ォ
オ
卜
L

を
「
義
務
違
反
」
と
述
べ
て
い

た
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
例
え
ば
、
「
合
意

に
基
づ
く
債
務
に
対
し
て
紋
け
た
と
こ
ろ
が
あ
る
、
人
々
の
「
フ
ォ
オ
ト
」

(2-Z凹

[
P
5
2
]

骨
∞
宮
門
印

Oロロ
g
ρ
E
g出
口
心
ロ
巾
ロ
仲
田
口
凶
巾
ロ
'

m印
肉
巾
ヨ
巾
ロ
的
色
巾
凹
円
。
ロ
〈
巾
口
広
O
D
田
・
円
0
2

円一三-巾凹・]一〈
-
M
-
Z
門
・
∞
w

同】吋
m
Z
B
-
E一日
)

L

、
1

債
務
の
履
行
を
紋
く
こ
と
も
ま
た
一
つ
の
ブ
ォ
オ
卜

で
あ
る
(
下
町
庶

P
E
骨

m
.
2
E
3
2
門
苫
ロ
巾
口
問
血
肉
巾
5
2
y
m己
主
印
印
山

口
口
巾
『

Ez--
。円)目門戸仲田}回目

F
・
8
2
p
m
N
)
し
と
い
う
彼
の
叙
述
は
、

契
約
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
(
前
者
で
は
そ
れ
自
体
と

し
て
、
後
者
で
は
そ
れ
に
続
く
文
章
か
ら
そ
の
よ
う
に
い
え
る
)
。
そ
し
て
こ
れ

は
債
務
不
履
行
と
い
う
行
為
の
態
様
を
も
っ
て
フ
ォ
オ
ト
と
判
断
さ
れ
る

も
の
、
す
な
わ
ち
「
定
型
化
さ
れ
た
過
失
L

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
従
来
フ
ォ
オ
ト
の
客
観
的
側
面
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
「
義
務
違

反
」
は
、
寸
僻
官
邸
」
・
「
無
思
慮
」
等
と
同
じ
く
、
行
為
に
対
す
る
非
難
を
も

含
ん
だ
「
フ
ォ
オ
ト
」
の
諸
類
型
と
同
じ
次
元
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
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(
泊
)

い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ド
マ
に
お
い
て
は
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
は
「
フ
ォ

オ
ト
」
を
構
成
す
る
、
定
型
化
さ
れ
た
行
為
の
態
様
の
総
称
で
あ
り
、
そ

れ
は
、
日
常
用
語
の
「
誤
り
L

や
「
落
度
」
と
大
差
が
な
い
も
の
で
あ
る

の
と
同
時
に
、
ロ
オ
マ
法
の
「
ク
ル
パ
」
と
も
大
差
が
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
ド
マ
の
「
フ
ォ
オ
ト
L

は
そ
も
そ
も
客
観
的

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
他
方
、
ド
マ
の
「
フ
ォ
オ
ト
」
が
「
義
務
違
反
」
と
観
念
さ
れ

て
い
た
点
に
関
し
て
は
、
そ
の
義
務
が
法
的
な
義
務
(
例
え
ば
債
務
)
で
あ

る
か
(
理
性
や
意
思
に
関
連
す
る
)
道
徳
的
な
一
般
的
義
務
(
例
え
ば
「
他

人
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
道
徳
上
の
義
務
)
で
あ
る
か
に
よ
り
、
あ

る
い
は
、
そ
の
「
義
務
違
反
」
が
抽
象
的
に
(
例
え
ば
平
均
人
・
標
準
人
を

基
準
と
し
て
)
評
価
す
る
の
か
具
体
的
に
(
例
え
ば
、
個
人
を
基
準
と
し
て
、

ま
た
は
、
内
面
の
意
思
に
つ
い
て
)
評
価
す
る
の
か
に
よ
り
、
そ
の
意
味
す
る

(
拍
)

と
こ
ろ
は
異
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ド
マ
は
、
厳
密
に
い
え
ば
、

と
く
に
法
的
な
義
務
の
み
な
ら
ず
、
一
般
的
な
道
徳
上
の
義
務
を
も
念
頭

に
お
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
道
徳
上
の
義
務
と
の
関
連
に
お

い
て
責
任
を
問
題
に
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
主
観
的
責
任
論
と

解
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
ド
マ
に
お
い
て
は
、
客
観
的
な
行
為
の
態
様
と
し
て
の

「
フ
ォ
オ
ト
L

の
理
解
と
、
道
徳
上
の
義
務
に
対
す
る
違
反
と
し
て
非
難
性

を
も
伴
う
「
フ
ォ
オ
ト
」
の
理
解
と
が
成
り
立
つ
が
、
全
体
を
整
合
的
に

理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、
道
徳
的
な
義
務
違
反
に
対
す
る
非
難
は
必
ず
し

も
個
別
具
体
的
な
評
価
に
よ
る
こ
と
に
つ
い
て
深
ま
っ
て
い
る
と
は
断
定

で
き
な
い
の
で
、
行
為
の
態
様
に
つ
い
て
の
非
難
性
と
し
て
捉
え
る
こ
と

が
可
能
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ド
マ
の
主
観
的
責
任
論
は
、
客

観
的
な
、
行
為
の
態
様
と
し
て
の
「
フ
ォ
オ
ト
」
と
は
矛
盾
し
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
問
題
と
し
て
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

ド
マ
が
「
フ
ォ
オ
ト
し
に
基
づ
く
責
任
と
し
て
第
四
款
で
扱
っ
て
い
る
の

は
専
ら
フ
ラ
ン
ス
民
法
学
で
い
う
準
非
行
の
領
域
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
故
意
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
民
法
学
で
い
う
非
行
の
領
域
も
そ
の
叙

述
の
対
象
に
入
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
故
意
に
基
づ
く
責
任
を
格

別
に
扱
う
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

H
H

ポ
チ
エ
に
お
い
て
は
、
全
体
と
し
て
、
後
の
民
法
解
釈
論
の
準
備

(
日
)

が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
非
行

2
E
Z
故
意
的

Z
Z
R芯
ロ
ロ
巳
-
R

ポ
チ
エ
の
説
明
で
は
、
故
意
広
三
又
は
害
意
ヨ
丘
一
間
口
円
安
出

に
よ
り
他
人
に
損
害
を
与
え
る
行
為
)
と
準
非
行
(
告
白
色
l

色
色
買
非
故
意
的

ロO
ロ
Z
Z
E
Zロ
ロ
巾
口
市
・
ポ
チ
エ
の
説
明
で
は
、
害
意
は
な
い
が
許
さ
れ
な
い
無
思

慮

5
6
2仏
2
8
A
E
ロ
ゲ
巳
宮

ω
2
2由
同

Z
o
に
よ
り
他
人
に
損
害
を
与
え
る
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フランス私法学史における「ブォオト」概念の成立(1)

行
為
)
と
の
区
別
(
ロ
。
口
白
)
。
第
二
に
、
理
性
の
使
用
を
考
慮
し
た
意

思
に
基
づ
く
責
任
論
(
主
観
的
責
任
論
)
で
あ
る
(
口
。
切
口
守
口
C
)

。

ポ
チ
エ
の
責
任
論
で
は
、
寸
フ
ォ
オ
ト
」
は
前
面
に
現
わ
れ
て
お
ら
ず
、

彼
の
債
務
論
の
該
当
箇
所
(
ロ
o
m

己
φ
巴
N
)

に
お
け
る
寸
フ
ォ
オ
ト
」
の

語
の
使
用
は
三
カ
所
に
す
ぎ
ず
(
ロ
。
ロ
唱
で
二
カ
所
、
口
。

H
N
C

で
一
カ

所
)
、
ま
た
、
ロ
オ
マ
法
以
来
の
伝
統
に
関
し
て
み
れ
ば
、
非
行
に
つ
い
て

は
故
意
号
}
と
害
意

B
包
広
三
広
が
、
準
非
行
に
つ
い
て
は
無
思
慮

-E胃
己
己
巾
ロ
円
巾
が
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き

こ
と
は
、
ポ
チ
エ
の
「
私
(
達
)
が
準
非
行
と
呼
ぶ
、
軽
率
と
い
う
フ
オ

オ
ト
は

(
-
g
P
5
2
門
コ
ヨ
胃
ロ
己
巾
ロ
ロ
巾
心
己
巾
ロ
O
己印出向}匂巾
]
O
ロ
印
告
白
凹
回
目

門E
X
m
ご
(
口
。
ロ
C
)

と
い
う
言
葉
に
も
表
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
従
来

の
伝
統
的
な
フ
ォ
オ
卜
の
類
型
を
彼
の
「
準
非
行
」
の
概
念
の
中
に
統
合

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
特
筆
さ
れ
る
べ
き
こ

と
は
、
ポ
チ
エ
に
お
い
て
は
、
非
行
お
よ
び
準
非
行
は
債
務
を
発
生
さ
せ

る
原
因
(
行
為
・
事
実
)
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
が
(
ロ
。
H
H
m
唱
己
叶
)
、

そ
れ
ら
は
準
契
約
が
法
律
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
行
為
(
戸
口

P
R
℃
2
5
2

匂
R
-
B
Z
U
)
と
の
対
比
に
お
い
て
寸
責
め
ら
れ
る
べ
き
行
為
(
ロ
ロ

p
x

gロ
仏
国
自
ロ
白
豆
町
)
」
と
さ
れ
て
お
り
(
口
。
ロ
吋
)
、
「
(
法
律
に
よ
っ
て
)
許

さ
れ
ざ
る
行
為

(P昨
日

E
R
)
」
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
ド
マ
の
フ
ォ
オ
ト
が
準
非
行
の
フ
ォ
オ
ト
に
関
す

る
も
の
で
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
ポ
チ
エ
で
は
、
非

行
と
準
非
行
の
両
領
域
を
通
じ
た
統
一
的
な
概
念
に
形
成
さ
れ
て
お
り
、

責
任
を
発
生
さ
せ
る
事
実
の
総
称
と
し
て
、
客
観
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
用
法
は
、
い
わ
ば
、
後
の
ブ
ォ
オ
ト
の
観

念
|
|
注
釈
学
派
に
お
け
る
な
昨
日
~
Q
芯
や
プ
ラ
ニ
オ
ル
に
お
け
る

白

nz-zEz--に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
広
義
の
「
フ
ォ
オ
ト
」
に
該
当

す
る
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
、

〈

gロ
E
B口
同
豆
巾
〉
と
い
う
非
難
性
を
表
す
修
飾
語
を
伴
っ
て
お
り
、
主
観

的
な
責
任
の
要
件
、
す
な
わ
ち
帰
責
性
(
一
ヨ
匂
ロ

g玄
-xm)
と
一
体
を
な
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ロ
オ
マ
法
以
来
の
伝
統
的
な
寸
定
型
的
故
意
・

過
失
L

の
類
型
を
継
承
す
る
(
「
ブ
オ
オ
ト
L

に
相
当
す
る
)
統
一
的
概
念

と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ポ
チ
エ
の
責

任
論
を
主
観
的
責
任
論
た
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
「
理
性
を
使
用
す
る
人
間

(
}
巾
凹
℃
巾
門
的
。
ロ
ロ
巾
回
心
己
目
。
ロ
門
戸
ピ
凹
担
問
巾
門
同
町
]
同
門
釦
一
印
。
P
心
口
一
巾
ロ
印
。
日
巾
口
門

門
担
℃
白
豆
巾
)

L

の
想
定
は
、
後
の
民
法
学
に
お
け
る
「
フ
ォ
オ
ト
L

の
主
観

的
側
面
公
ヨ
匂
C
S
E
E
m
)
の
議
論
と
一
致
す
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
ポ

チ
エ
の
議
論
は
寸
理
性
の
使
用
」
に
よ
っ
て
責
任
論
を
意
思
に
関
連
し
て

(
す
な
わ
ち
主
観
的
に
)
精
微
に
し
た
と
は
い
え
、
そ
の
内
容
は
、
心
理
状

態
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
今
日
我
国
や
ド
イ
ツ
に
お
け

る
責
任
能
力
の
問
題
に
近
い
と
い
う
点
に
注
意
を
要
す
る
の
で
あ
り
、
ポ
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チ
エ
に
お
け
る
「
非
難
さ
れ
る
べ
き
行
為
」
あ
る
い
は
「
非
行
L

・
寸
準
非

行
」
(
す
な
わ
ち
「
プ
オ
オ
ト
」
)
は
依
然
と
じ
て
行
為
の
態
様
の
問
題
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
ポ
チ
エ
の
責
任
論
を
そ
の
よ
う
な
意
味

に
お
け
る
主
観
的
責
任
論
と
考
え
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ポ
チ
エ
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
学
の
民
事

責
任
論
の
基
本
的
な
枠
組
が
形
成
さ
れ
て
は
い
る
が
、
少
な
く
と
も
用
語

法
上
で
は
、
民
事
責
任
論
の
基
礎
的
概
念
と
し
て
は
未
だ
「
フ
ォ
オ
ト
L

が
法
学
上
確
聞
と
し
た
も
の
に
形
成
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
ロ
オ
マ
法
の
ク

ル
パ
の
訳
語
ま
た
は
古
法
あ
る
い
は
日
常
用
語
と
し
て
の
「
フ
ォ
オ
ト
」

を
継
承
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

日
民
法
典
制
定
過
程
に
お
い
て
は
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
は
最
初
か
ら
法
典

に
規
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
パ

セ
レ
ェ
ス
の
第
一
・
第
二
・
第
三
草
案
で
は
そ
も
そ
も
「
ブ
ォ
オ
ト
」
の

語
は
み
ら
れ
ず
、
続
く
ジ
ヤ
ツ
ク
ミ
ノ
(
第
四
)
草
案
で
は
規
定
の
内
容

自
体
も
不
明
で
あ
る
と
い
う
。
最
後
の
共
和
暦
八
年
の
政
府
草
案
に
お
い

て
「
フ
ォ
オ
ト
し
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
政
府
草

案
は
、
当
初
準
非
行
の
み
に
つ
い
て
規
定
し
て
お
り
(
]
守
・

ω・
吾
・

ω-

u
g
g
m印
肉
巾
ヨ
巾
ロ
印

A
E
湾
問
。
コ
ロ
巾
口
同
由
同
ロ
印

noロ〈巾ロ巴
o
p
。
己
母
印

門吉田一回目

noロ
門
司
出
件
。
ロ
心
口
出
回
目
1

仏
m-F
∞
R-N-
ロ
2
2
5回目円山
m
E印
)
、
現

行
二
二
八
二
・
一
三
八
三
条
に
相
当
す
る
草
案
一
六
・
一
九
条
に
は
そ
れ

ぞ
れ

p
z
F
ロ
mmロ
m
g
n
o
-
-
B
U
E仏
g
n巾
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
い

か
な
る
経
過
で
民
法
典
草
案
に
「
フ
ォ
オ
ト
」
が
挿
入
さ
れ
た
に
せ
よ
、
準

非
行
が
「
フ
ォ
オ
ト
」
に
基
づ
く
こ
と
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
の
例
示
と
し
て
『
憐

怠
』
・
『
無
思
慮
』
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ド
マ
以
来
の
伝
統
に
従
っ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
何
故
草
案
が
当
初
非
行
を
除
外
し
て
い
た
か
は
不

(
掴
)

明
で
あ
る
(
司
巾
ロ
2
・
H

・
M
-
u・
N
C
N
2
印
・
)
。
し
か
し
、
吋
ユ
σロ
ロ
白
]
仏
ロ

(
U
回目印同片山
C
ロ
に
提
出
さ
れ
た
段
階
で
は
、
そ
の
節
は
、

u
g
門広ロ
3

2

A
口出回目円四巾口仲間
Y

巾
仲
宗
山
田
匂
。
ロ
白
血
σ己目丹
m
色
白
ロ
由
。
ロ
巾
]β

己巾凹巾叩円)ん山口巾由円】白「自

己
2
z
m叶
2
・
と
改
め
ら
れ
て
お
り
、
非
行
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
条
文
自
体
に
は
修
正
が
な
い
)
。
そ
の
後
、
国
務
院

に
提
出
さ
れ
た
段
階
以
降
は
、
己
目
的
【
呂
田
丹
田
巾
門

ACE--忌
]
山
門
出
の
表
題
の

下
に
現
行
二
ニ
八
二
・
二
二
八
三
条
と
同
文
で
審
議
が
進
め
ら
れ
、
現
行

規
定
が
成
立
し
た
。
国
務
院
に
提
出
さ
れ
た
後
の
議
論
で
は
、
委
員
・
弁

士
の
説
明
は
、
民
事
責
任
が
社
会
的
義
務
・
道
徳
的
義
務
に
基
づ
く
こ
と

に
専
ら
集
中
し
て
い
る
。
寸
フ
ォ
オ
ト
L

に
関
し
て
は
次
の
点
が
指
摘
で
き

る
。
第
一
に
、
ト
レ
ヤ
ア
ル
は
、
非
行
・
準
非
行
を
説
明
す
る
の
に
「
ブ
オ

オ
ト
し
の
語
を
一
度
も
使
っ
て
い
な
い
(
司
自
由
?
?
×
呂
田
)
・
怠
叶
)
。
む

し
ろ
、
責
任
を
発
生
さ
せ
る
事
実
と
し
て
「
非
行
」
・
「
準
非
行
L

自
体
に

重
点
が
置
か
れ
、
今
日
「
ブ
ォ
オ
ト
」
を
用
い
る
の
が
常
で
あ
る
箇
所
に

は
、
非
行
に
関
し
て
は

B
出
-w巾
(
悪
意
)
、
準
非
行
に
関
し
て
は
ロ
mmz・
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プランス私法学史における「プオオト」概念の成立(1)

m
E
B
-
-
B℃
E
門
同
巾
ロ
円
巾
と
い
う
伝
統
的
な
定
型
化
さ
れ
た
「
フ
ォ
オ
ト
」

の
類
型
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
自
体
が
そ
れ

ら
の
定
型
化
さ
れ
た
寸
ブ
オ
オ
ト
」
の
総
称
、
一
般
的
観
念
で
あ
る
と
し

て
も
、
な
お
個
々
の
定
型
化
さ
れ
た
「
フ
ォ
オ
卜
」
に
比
べ
て
法
学
上
未

成
熟
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
し
て
、

第
二
に
、
ブ
ル
ト
ラ
ン
・
ド
・
グ
ル
イ
ユ
は
「
フ
ォ
オ
ト
」
を
用
い
て
非

行
・
準
非
行
の
両
方
を
比
較
的
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
。

「
個
人
は
全
て
自
己
の
保
証
人
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
社
会
の
第
一
の

(
最
も
重
要
な
)
行
動
の
指
針
(
道
徳
基
準
ヨ
日
】
ヨ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

か
ら
、
も
し
そ
の
行
為
が
他
人
に
何
ら
か
の
損
害
を
惹
起
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
損
害
を
生
ぜ
し
め
た
フ
ォ
オ
ト
に
よ
り
そ
の
者
は
そ
の
損
害
を
賠
償

す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
、
草
案
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
原
則
は
、
少
し
も

例
外
を
認
め
な
い
。
こ
の
原
則
は
、
あ
ら
ゆ
る
重
罪
、
あ
ら
ゆ
る
軽
罪
(
非

行
ハ
笹
山
片
)
、
一
言
で
言
え
ば
、
他
人
の
権
利
を
傷
つ
け
る
こ
と
全
て
を
含

ん
で
い
る
。
こ
の
原
則
は
、
悌
怠
あ
る
い
は
無
思
慮
の
結
果
で
し
か
な
い

損
害
(
吉
ユ
)
の
賠
償
と
い
う
帰
結
に
さ
え
通
じ
る
の
で
あ
る
。
」

こ
の
言
葉
か
ら
、
彼
が
「
フ
ォ
オ
ト
L

を
非
行
に
も
準
非
行
に
も
用
い

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
フ
オ
オ
ト
L

は
先
の
ポ
チ

エ
の
ハ
ロ
ロ
貯
芹

gロ
仏
回
目
口
出
豆
町
〉
に
相
当
す
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、

そ
こ
で
は
、
寸
フ
ォ
オ
ト
」
は
一
言
で
い
え
ば
「
他
人
の
諸
権
利
を
侵
害
す

る
も
の
す
べ
て
」
と
(
定
義
)
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
客
観
的
事
実
で
あ

る
。
し
か
し
、
他
面
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
は
重
罪

Q
H
S
F
軽
罪
忌
-
F
(
こ

れ
ら
は
ド
マ
の
「
フ
ォ
オ
ト
」
の
観
念
に
は
入
っ
て
い
な
い
)
か
ら
、
準
非
行

と
称
さ
れ
る
ロ
m
m
u
-
m
g
n
p
-
B
U「
ロ
門
】
巾
ロ
門
町
(
ド
マ
以
来
の
伝
統
的
な
、
狭

義
の
「
ブ
ォ
オ
ト
L
)

と
い
う
定
型
化
さ
れ
た
寸
ブ
オ
オ
ト
」
の
総
体
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
二
八
三
条
に
関
連
し
て
は
、
賠
償
責
任
は

寸
僻
怠
し
・
「
無
思
慮
し
の
結
果
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
「
フ
ォ
オ
ト
が
あ

る
の
は
、
自
分
自
身
の
監
督
の
不
十
分
に
お
い
て
で
あ
り
、
法
的
に
は
準

非
行
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
こ
の
フ
ォ
オ
ト
で
あ
る

(η
巾
印
円
。
白

E

g

忌
F
E門
r
i
m
-
Zロ
2

2司
-
E
B巾
g
m
A己
が
阿
佐
お

E
P
E
P
2
n
w目
的
円

円
巳
芯

E
E
P
β
尺
。
ロ
白
日
)
匂
巾
-
-
巾
巾
ロ
門
町
O
R
A
Z
印
∞
-
ー
門
広
]
芹
)
。
」
と
し
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
や
は
り
準
非
行
と
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
(
し
か
も
準

非
行
が
法
律
上
の
も
の
と
し
て
対
置
さ
れ
て
い
る
)
の
で
行
為
の
態
様
を
示
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
冒
頭
の
原
理
(
社
会
的
義
務
・
道
徳
的
義
務
)
ま
た

は
丘
町
立
]
同
月
巾
宮
司

-
E
B
m
g巾
と
の
関
連
に
お
い
て
主
観
的
要
素
が
入

り
こ
む
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
意
識
的
に
と
く
に
用
い
ら
れ
て
い

る
か
ど
う
か
は
明
瞭
で
は
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
民
法
典
制
定
過
程
に
お
い
て
は
、
プ
ル
ト
ラ
ン
・

ド
・
グ
ル
イ
ユ
の
よ
う
に
後
の
解
釈
論
に
通
じ
る
考
え
方
が
あ
る
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
が
、
な
お
、
法
学
上
、
従
来
の
非
行
・
準
非
行
概
念
、
伝
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統
的
な
定
型
化
さ
れ
た
「
フ
ォ
オ
ト
」
に
比
べ
て
、
確
固
た
る
地
位
を
占

め
て
い
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、

条
文
上
「
フ
ォ
オ
ト
」
が
非
行
を
も
そ
の
適
用
領
域
に
入
れ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
条
文
が
ド
マ
の
影
響
を
強
く
示
し
て
い
る
と
は
い

え
、
民
事
責
任
論
の
基
本
的
枠
組
は
ポ
チ
エ
の
そ
れ
に
近
い
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。

(
M
)
野
田
「
フ
ォ
オ
ト
」
論
文
一
一
六
頁
。
同
「
ジ
ャ
ン
・
ド
マ
と
ブ

ラ
ン
ス
民
法
典
|
|
民
事
責
任
の
規
定
を
中
心
と
し
て
|
|
」
比
較

法
雑
誌
三
巻
ご
九
五
六
年
)
三
号
九
三
頁
|
一

O
一
頁
(
以
下
単

に
「
ド
マ
L

論
文
と
し
て
引
用
す
る
)
。

(
日
中
野
田
「
フ
ォ
オ
卜
」
論
文
一
一
五
頁
以
下
、
山
口
「
フ
ラ
ン
ス
債

権
法
」
九
三
頁
。
特
に
、
冨
白
吋
片
山
「

R
H
N
m
q
E
E唱
り
さ
同
庁

ci--

F
巾
由
。
σ
一-m
白色。ロ叩唱

N
n
m
己
・
(
同
双
山
∞
)
口
。
品
目
]
{
・
℃
-
h
H
ω
N

巾門的・

冨
白

N
E
E
-
叶

Enw
由
。

E-

(
日
)
野
田
「
フ
ォ
オ
ト
」
論
文
一
一
七
頁
l
一
二

O
頁
。
こ
の
指
摘
か

ら
考
え
る
と
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
と
は
そ
も
そ
も
客
観
的
に
「
誤
り
」
、

「
落
ち
度
」
と
い
う
事
実
を
意
味
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
な
お
、

註
(
但
)
参
照
。

(
日
)
野
田
「
フ
ォ
オ
ト
」
論
文
一
一
九
頁
註
ご
)
、
一
二
七
頁
以
下
。

寸
ブ
ォ
オ
卜
」
の
定
義
に
関
し
て
は
一
九
世
紀
の
民
法
学
の
体
系
書
、

論
文
中
に
も
見
ら
れ
る
が
(
後
述
)
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
論
の
議
論
を
活

発
に
し
た
点
で
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
の

7
2吾
く

ぐ
吉
3
c
吋
口
止
広
己
巾
ロ
吋
。
止
の
{
〈
-
Y
F
巾
明
。
豆
紅
白
色
。
ロ
印
一
円
。
ロ
門
出
目

zcロ
(HSNWF・
O-
ロ
・
]
)
ロ

otω
・
呂
田
三
可

l
開山田吉釦

E-
ロ。

h
F
印
仏
.

(
凶
)
「
フ
ォ
オ
ト
」
概
念
の
日
常
語
と
の
連
続
性
を
明
確
に
し
、
そ
の

点
を
強
調
し
た
点
は
、
お
そ
ら
く
野
田
「
フ
ォ
オ
ト
L

論
文
の
功
績

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
点
か
ら
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
の

「
フ
ォ
オ
ト
」
定
義
の
法
学
上
の
意
義
を
評
価
し
た
点
に
つ
い
て
も

考
慮
す
る
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
な
お
こ
れ
か
ら
本

文
で
述
べ
る
よ
う
に
そ
の
真
価
を
判
断
す
る
に
つ
い
て
は
な
お
検

討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
一
九
世
紀
に
お
い
て
は
、
「
フ
ォ
オ
ト
L

概
念
が
暖

昧
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
は
多
く
見
ら
れ
る
が
、
野
田
「
プ
オ
オ
ト
」

論
文
の
日
常
用
語
と
の
連
続
性
の
指
摘
の
他
、
そ
の
暖
昧
さ
に
つ
い

て
明
確
に
、
ど
の
よ
う
に
唆
昧
で
あ
る
か
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る

も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
通
常
は
、

プ
ラ
ニ
オ
ル
以
後
「
フ
ォ
オ
卜
」
の
定
義
が
議
論
と
な
っ
た
と
説
明

さ
れ
て
い
る
(
例
え
ば
前
掲
の
マ
ル
テ
ィ
ー
レ
イ
ノ
ォ
、
ヴ
ィ
ネ
イ
な

ど
)
。
マ
ゾ
ォ
は
、
一
九
世
紀
末
(
富
山

NEE-唱
品
匙
・
ロ
。

ω
き

2

g
・
)
か
ら
今
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
サ
レ
イ
ユ
の
定
義
(
因
果
関
係

と
し
て
の
「
フ
ォ
オ
ト
L

、
後
述
)
(
呂
田

NEC門
戸
品
。
忠
一
-
D
。
ω
∞ω)
、

レ
ヴ
ィ
の
定
義
(
社
会
の
信
義
の
観
点
か
ら
み
て
、
正
当
な
信
頼
に
対
し

北法41(5-6・550)2596



フランス私法学史における「プォオト」概念の成立(1)

て
欺
く
こ
と
二
回
円
。
口
白
山
口
円
巾

-
m
m
E
B
m
q
o
g匂
巾
巾
後
述
)
、
プ
一
フ
一
一

オ
ル
の
定
義
(
後
述
)
、
ド
ゥ
モ
オ
グ
の
定
義
(
後
述
)
な
ど
を
寸
正

確
さ
を
欠
く
定
義
」
と
し
て
一
括
し
て
言
及
し
て
い
る
(
宮
山
N

巾
白
邑
jw

品。

m
仏・ロ。

ω
∞叶巾庁間印・)。

(
叩
)
野
田
寸
ブ
ォ
オ
ト
」
論
文
一
一
五
頁
以
下
、
と
く
に
一
二

O
頁
以

下。
本
稿
の
目
的
は
、
必
ず
し
も
ド
マ
か
ら
一
九
世
紀
の
註
釈
学
派
に

至
る
ま
で
の
「
フ
ォ
オ
ト
」
概
念
、
民
事
責
任
論
の
網
羅
的
研
究
で

は
な
く
、
サ
レ
イ
ユ
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
ら
の
議
論
が
生
じ
る
背
景
(
主

観
的
フ
ォ
オ
ト
観
念
の
支
配
と
い
う
サ
レ
イ
ユ
の
理
解
、
あ
る
い
は
フ
オ

オ
ト
に
つ
い
て
共
通
の
理
解
が
な
い
、
掴
み
所
の
な
い
も
の
と
い
う
プ
ラ

ニ
オ
ル
の
理
解
)
を
具
体
的
に
イ
メ
ェ
ジ
し
て
、
そ
の
意
義
を
検
討

す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ド
マ
、
ポ
チ
ェ
、
註
釈
学
派
(
の

各
学
者
)
の
民
事
責
任
論
に
つ
い
て
は
、
一
面
的
な
検
討
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
そ
れ
ら
の
民
事
責
任
論
、
ま
た
そ
の
果
た
し
た
役
割

の
本
格
的
な
検
討
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

(
却
)
野
田
「
ド
マ
」
論
文
九
三
頁
。
新
関
論
文

(
H
)
三
頁
。
出
口
g
o
p

C
H
)
・
門
戸
匂
-
H
8
2
印
。
己
主

R
I
ロ
巾
冨
同
]
担
問
。
g
p
呂
田
門
C
町巾

〈
山
口
門
同
吋
。
広
℃
ロ
〈
A
Y

円・
]
F

戸内田

Oσ--m白色。ロ凹
w

N

m

山内同・

-
E
A
山由

{
、

H
，

yg民団
)
口
。

ω
∞0
・
匂
色
ω・

(
幻
)
野
田
「
ド
マ
L

論
文
九
四
頁
。

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
古
法
で
の
寸
フ
ォ
オ
卜
し
を
筆
者
の
み
た
範
囲

で
整
理
し
て
お
く
と
、
ド
マ
、
ポ
チ
エ
を
除
げ
ば
、
一
八
世
紀
か
ら

一
九
世
紀
に
か
け
て
は
、
辞
典
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ

て
い
た
。

l
n
E
C己巾・』。凹巾日)}】仏巾司巾同・
H1-mHlpu一円三
O
ロ
ロ
田
町
巾
広
角
川
島

-ox・

2
居
間
)
吋
丘
一

0
5・
2
2巾
E
E
-
-
m
H℃]山口丘町
O
ロ
己
巾
田
門

R
5
2
号

。g
F
q
o
E
C口口出口
n
g唱
門
広

n
o
E
E
5
2
h
w
仏
巾
胃
白
Z
D
5
・

R
〈巾円〕
51一回目)門戸丘町門戸円何色町司門出口
n
m
y
z
o
c〈巾
-
z
m
a芹目。
P
回以白コ凹

口町
N

・
門
戸

U
-

∞由印・
w
w

司
〉
口
、
『
円
J

ー
フ
ォ
オ
ト
、
は
一
つ
の
無
知
(
応
口
。

E
ロ
ロ
巾
)
、
あ
る
い
は
未
熟

(-51ユ
広
巾
)
で
あ
る
。
二
一
種
類
[
の
ブ
ォ
オ
ト
が
]
あ
る
。
す
な

わ
ち
重
い
フ
ォ
オ
卜

(-oz丘
町
白
丘
町
)
、
軽
い
フ
ォ
オ
ト

(
E
E巾

]mmq巾
)
、
お
よ
び
最
も
軽
い
フ
ォ
オ
ト
(
同
白
己
z
q
m
m
a
]
m
m
q巾
)
で

あ
る
。
」
さ
ら
に
、
同
書
に
あ
る
、
「
未
熟
」
と
「
無
思
慮
」
の
項
も
紹
介

し
て
お
く
。

「
未
熟
。
未
熟
は
、
人
が
職
業
と
し
て
い
る
技
術
(
国
立
)
に
つ
い

て
の
無
知
公
開
口
0
3
3
門
町
)
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
無
知
は
、
そ
れ

が
誰
か
に
害
を
与
え
る
場
合
に
は
、
と
り
わ
け
、
損
害
が
彼
の
職
業

と
し
て
い
る
技
術
に
関
係
し
て
い
る
事
実
(
同
色
丹
)
に
お
い
て
惹
起

さ
れ
た
場
合
に
は
、
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
(
続
い
て
ロ
オ
マ
法

文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
省
略
す
る
。

0
・
g-H吋・
ZN)

同
様
に
、
法
延
で
は
、
外
科
医
を
、
未
熟
に
よ
っ
て
不
具
に
さ
れ

た
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
す
べ
き
と
有
責
判
決
す
る
。
薬
剤
師
に
つ

い
て
も
、
私
が
ユ
ス
テ
イ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
法
学
提
要
の
翻
訳
に
お
い
て

北法41(5-6・551)2597 
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述
べ
た
よ
う
に
、
外
科
医
と
同
じ
で
あ
る
。

U
・

g-
口唱

Hωω

し
か
し
、
ど
う
し
て
医
者
た
ち
が
彼
ら
の
職
業
と
す
る
医
学
に
関

し
て
犯
し
た
諸
フ
ォ
オ
卜
は
、
罰
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
、
多
く
の
人
々
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
医
術
は
推
測
に
よ
る
技
術

だ
か
ら
で
あ
る
。

未
熟
に
よ
っ
て
、
判
決
を
不
正
な
も
の
に
し
た
判
事
た
ち
に
つ
い

て
は
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
法
学
提
要
の
私
の
翻
訳
四
巻
五
章
の

始
め
を
参
照
。
」
け
戸
七
・
叶

「
無
思
慮
。
無
思
慮
は
不
注
意
(
粗
忽
吉

E
Zユ
巾
ロ
円
巾
)
を
意

味
す
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
無
思
慮
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
フ
ォ
オ

卜
は
そ
れ
が
誰
か
あ
る
人
に
損
害
を
惹
起
し
た
場
合
に
は
、
許
さ
れ

え
(
巾
討
門
口
出
向
豆
町
)
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
の
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
法
学
提
要
、
四
巻
四
章
に
つ
い
て
私

が
述
べ
た
こ
と
を
参
照
。
」
汁
・
戸
℃
・

5

2

Z
巾
ユ
戸
見
守
巾
吋
件
。
一

B
E
D
-
2
3巾
-
2
5一
問
。
忌
号
吉
ユ
印

日
)
吋
己
門
同
町
ロ
円
巾
噌
。
己
〈
吋
印
肉
巾
門
凶
巾
匂
]
己
回
一
巾
一
「
印
]
ロ
ユ
凹
円
。
ロ
凹
己
】
同
月
凶
凹
唱
円
m

山門凶口一同

国Z
M
O
σ
]
巾
仲
田
己
C
ロ
門
]
同
円
。
ロ
ロ
山
一
印
印
山
口
円
巾
円
)
巾
口
同
町
ロ
円
。
円
巾
巾
門
司
巾

己門戸巾
w
R
田口

m
g巾
口
広
・
円
P
E開
Z
司・明，
O
C
H
N
J
-
M
白
ユ
印
日
∞
N
吋匂・

印

M
M
2

∞ma-m，〉戸」叶，円
J

「
フ
ォ
オ
ト
、
こ
れ
は
、
法
的
に
は
、
無
知
(
ぼ
口
。
吋
即
日
巾
)
に

よ
っ
て
で
あ
れ
、
未
熟
(
一
日
℃
mユ
丘
町
)
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
慨
怠

(ロ
mm-一m
g
n巾
)
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
時
宜
を
得
な
い
作
為
(
国
立
芯
ロ
)

あ
る
い
は
不
作
為

(
O
B
一回包
O
ロ
)
で
あ
る
。
」

メ
ル
ラ
ン
は
、
続
い
て
、
フ
ォ
オ
ト
の
三
分
類
、
専
ら
契
約
上
の

フ
ォ
オ
ト
に
つ
い
て
の
説
明
に
終
始
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
;
心
口
同
包
白
色
町
宮
ョ
(
け
ロ
¥
司
月
間
'
p
d〉・
3

・
司
白
江
田

区
民
w

円】吋

S

2

a・
)
の
項
で
は
、
比
較
的
詳
細
に
フ
ォ
オ
ト
に

つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
い

「
準
非
行
は
、
人
が
悪
意

(
B丘
町
区
広
)
は
な
い
が
、
軽
率
に
よ
っ

て
、
他
人
に
何
ら
か
の
損
害
を
惹
起
す
る
行
為
(
事
実
貯
主
で

あ
る
。

-
準
非
行
は
、
行
為
者
本
人
に
対
し
て
、
そ
の
結
果
生
じ
た
損
害

(
害
悪

B
包
)
賠
償
の
債
務
を
も
た
ら
す
。
法
律
が
債
務
を
生
じ
さ

せ
る
の
が
フ
ォ
オ
ト
で
あ
る
。
[
な
お
、
こ
の
箇
所
に
は
、
後
に
付
加
さ

れ
た
民
法
二
ニ
八
二
条
の
引
用
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
]

H

コ
ド
マ
が
言
う
に
は
、
)
何
ら
か
の
損
害
が
生
じ
う
る
フ
ォ
オ

ト
に
は
三
つ
の
種
類
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
一

重
罪
(
円
ユ
B
巾
)
あ
る
い
は
軽
罪
(
忌
宮
)
に
な
る
フ
ォ
オ
ト
。

合
意
に
基
づ
く
債
権
・
債
務
関
係

(g阿
国
関
巾
ヨ
巾
ロ
∞
母
印
円
。
ロ
1

4
巾
ロ
立
。
ロ
印
)
に
対
し
て
欠
け
た
と
こ
ろ
の
あ
る
者
、
例
え
ば
、
売
却

し
た
物
を
引
渡
さ
な
い
売
主
や
引
渡
す
義
務
を
負
う
物
を
引
渡
さ

な
い
貸
借
入
の
ブ
ォ
オ
ト
。

そ
し
て
、
合
意
に
は
少
し
も
関
係
を
も
た
ず
、
ま
た
重
罪
や
軽
罪

に
も
な
ら
な
い
フ
ォ
オ
ト
、
例
え
ば
、
軽
率
さ

(-mmmwam)
に
よ
っ

て
人
が
何
か
物
を
窓
か
ら
投
げ
捨
て
て
[
人
の
]
衣
服
を
台
無
し
に

し
た
り
、
保
管
の
悪
い
動
物
が
何
か
損
害
を
与
え
た
り
、
人
が
無
思

北法41(5-6・552)2598



フランス私法学史における「フォオト」概念の成立(1)

慮
。
自
問
】
円

E
2
2
)
に
よ
っ
て
火
災
を
起
こ
す
こ
と
な
ど
で
あ
る
J

一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
法
文
(
]
三
)
に
は
何
か
厳
格
な
も

の
が
あ
る
。
そ
の
法
文
は
、
人
間
の
心
が
悪
意
の
な
い
、
単
な
る
軽

率
や
無
思
慮
の
場
合
に
、
行
為
(
白
丘
一
。
ロ
)
を
罰
す
る
。
生
れ
つ
き

非
常
に
能
力
的
に
劣
っ
た
(
色
町
田
宮
巾
匂

R
Z
E
E「
巾
)
入
、

諸
々
の
フ
ォ
オ
ト
や
災
い
に
非
常
に
縁
の
深
い
人
(
回
目
買
宮
母
印

P
E
2
2
己

Z
B丘町
2
吋
)
は
、
法
文
に
よ
っ
て
情
け
容
赦
な
く

取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
?
そ
れ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る

警
察
力

Q
R
B
E
Z
Z
Z巾
)
が
彼
の
な
す
故
意
的
で
な
い
フ
ォ
オ

ト
に
さ
え
備
え
る
と
す
れ
ば
、
社
会
の
秩
序
が
彼
に
約
束
す
る
保
護

は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
?

理
性
が
し
ば
し
ば
そ
の
法
文
に
反
対
す
る
気
に
さ
せ
ら
れ
る
と

い
う
諸
々
の
不
平
は
、
ほ
と
ん
ど
た
だ
一
つ
の
目
的
を
も
っ
見
方

(-白〈
C
m
w
q
ロ
ロ
お
己
。
ε
2
)
に
し
か
基
づ
い
て
い
な
い
。
そ
れ

に
対
し
て
、
そ
の
法
文
は
二
つ
の
[
目
的
]
を
考
慮
し
て
い
る
。

[
不
平
を
い
う
]
人
々
は
、
こ
こ
で
誤
り
宏
司

2
叶
)
の
た
め
に

罰
せ
ら
れ
る
人
の
不
幸
(
ヨ
丘
町
内
己
吋
)
し
か
考
え
て
い
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
誤
り
の
被
害
者
の
不
幸
も
ま
た
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
人
間
た
ち
が
、
彼
ら
の
同
胞
の
無
思
慮
に
よ
っ
て
彼
ら
に
生
ぜ

し
め
ら
れ
う
る
あ
ら
ゆ
る
害
悪
(
ヨ
白
口
同
)
に
対
す
る
方
策
を
持
っ

て
い
な
い
と
し
た
ら
、
社
会
状
態
に
お
け
る
人
間
の
う
ち
の
被
害
者

は
ど
の
よ
う
で
あ
ろ
う
か
?
正
義
に
か
な
っ
た
厳
格
さ
が
有
用

な
模
範
に
よ
っ
て
絶
え
ず
そ
れ
ら
の
無
思
慮
を
予
防
し
う
る
の
で

は
あ
る
が
、
ど
れ
ほ
ど
こ
れ
ら
無
思
慮
が
こ
の
無
処
罰
に
よ
っ
て
さ

ら
に
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
か
?
十
分
に
警
告
さ
れ
た
様
々
な
逸

脱
(
行
為
)
を
避
け
る
の
が
人
間
の
本
性
で
あ
る
。
し
か
も
人
聞
は
、

自
身
に
と
っ
て
の
危
険
の
観
念
に
よ
る
よ
り
も
よ
く
警
告
さ
れ
る

こ
と
は
決
し
て
な
い
。

そ
の
法
文
は
誤
る
者
と
被
害
を
被
る
者
と
の
間
で
揺
れ
動
く
こ

と
は
あ
り
え
な
い
(
原
文
斜
字
体
)
。
そ
の
法
文
が
あ
る
市
民
に
つ

い
て
損
失
(
℃
巾
ユ
巾
)
を
み
と
め
る
場
合
に
は
い
つ
で
も
、
そ
の
損
失

を
[
も
た
ら
し
た
]
行
為
者
本
人
を
追
求
す
る
。
こ
の
法
文
は
、
そ

の
行
為
者
本
人
に
と
っ
て
そ
の
損
失
を
引
き
起
こ
さ
な
い
こ
と
が

可
能
で
あ
っ
た
か
否
か
を
吟
味
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
法
文
は
行
為

者
本
人
に
不
注
意
(
吉
田
口
巾
口
氏
。
ロ
)
、
軽
率
、
無
思
慮
を
見
出
す
以

上
、
彼
に
彼
が
な
し
た
害
悪
(
自
色
)
に
つ
い
て
賠
償
す
べ
く
有
責

判
決
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
法
文
は
そ
れ
の
も
つ
厳
格
さ
に
諸
々
の

正
当
な
限
界
を
設
け
て
い
る
。
法
文
は
人

(
U
2
8ロ
ロ
巾
)
に
対
し
て

は
厳
し
く
罰
す
る
こ
と
は
な
い
。
法
文
は
そ
の
人
の
名
誉
を
寛
大
に

扱
う
。
法
文
は
被
害
者
の
損
害
賠
償
(
伝
号
5
5回想
5
8
H
)
以
外

の
満
足
を
要
求
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
法
文
は
、
加
害
者
に
対
し
て

自
己
の
財
産
か
ら
の
[
経
済
的
]
出
費
(
自
ロ
ユ
片
山
口
巾
)
を
要
求
す
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
災
禍

(B丘町
2
5
)
か
ら
の
が
れ
る
方
策
と
し

て
し
か
要
求
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
正
し
く
真
実
で
あ
り
、
そ
の
法

文
は
、
そ
の
災
禍
が
生
じ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
災
禍
を
招
き
か
ね

な
か
っ
た
事
実
が
現
実
に
あ
る
と
は
い
え
、
当
該
行
為
を
犯
す
こ
と
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を
予
め
禁
止
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
は
い
か
な
る
罰
を
も
加
え
な
い
。

そ
れ
で
罰
(
宮
古
巾
)
は
実
定
的
な
非
行
(
ロ
ロ
己
2
x
u
o包
巳
)
か

ら
、
法
律
に
対
す
る
違
反
(
ロ
日
常
moσ
位
協
同
ロ
円
巾
帥
]
田
宮
町
)
か

ら
生
じ
る
。

法
文
は
、
損
害
賠
償
を
命
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
確
固
た
る

も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
文
は
損
害
を
惹
起
し

た
者
に
常
に
目
を
向
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
者
は
し
ば
し

ば
財
産
を
持
っ
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
財
産
が
損
害
賠
償
に
は
十

分
で
な
い
。
こ
の
場
合
に
、
法
文
は
こ
の
者
が
従
属
す
る
者
に
訴
え

る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
法
文
は
後
者
を
訴
訟
の
保
証
人

(mR出
口
出
)
に
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
者
は
、
従
属
す
る
者

に
対
し
て
、
権
限
を
有
し
、
比
較
的
多
く
の
注
意
に
よ
っ
て
従
属
す

る
者
[
が
損
害
を
惹
起
す
る
の
]
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。
(
非
行
第
五
款
、
お
よ
び
家
父
権
第
三
節
第
二
款
参
照
)

し
か
し
、
人
が
自
己
が
そ
の
原
因
と
な
っ
た
損
害
(
自
由
]
)
に
つ

い
て
責
任
を
負
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
そ
の
行
為
に
フ
ォ
オ

ト
が
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
、
自
身
に
つ
い

て
よ
り
多
く
の
用
心
深
き
を
も
っ
て
、
自
ら
の
責
任
を
負
う
こ
と
が

で
き
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
フ
ォ
オ
ト
は
ロ
オ
マ
法
が
準
不

法
行
為

5
5包
・
己
主
同
)
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
人
が
他
人
を
重
大

な
(
抗
し
が
た
い
)
原
因
の
支
配
下
で
害
し
た
場
合
に
は
い
つ
で
も
、

彼
は
損
害
賠
償
を
免
れ
る
。
彼
は
、
受
動
的
な
道
具
で
あ
り
、
生
じ

た
災
禍
の
決
定
的
な
原
因
で
は
な
い
。
災
禍
は
、
全
て
の
人
聞
が
服

従
す
る
運
命
に
し
か
も
は
や
帰
せ
し
め
ら
れ
え
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
我
々
が
惹
起
し
た
損
害
を
見
さ
せ
る
こ
の
哀
れ

み
の
感
情
の
強
さ
(
『
O
R
S
は
、
外
来
の
力

2
2
2
m門門出口
mm円巾)

あ
る
い
は
抗
し
が
た
い
偶
然

(
F
S
R仏
印
〈
2m-o)
の
よ
う
な
も
の

が
、
そ
の
者
を
災
禍
を
惹
起
し
た
張
本
人
と
す
る
よ
う
な
そ
ん
な
災

禍
の
賠
償
を
、
義
務
と
し
て
、
自
己
に
課
す
よ
う
な
感
受
性
の
強
い

人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
の
賠
償
の
範
囲

(
5
2
R
S
は
、
特
定
さ
れ
る
に
は
あ
ま
り
に

諸
般
の
事
情
に
左
右
さ
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
損
失
(
宮
ユ
巾
印
)
に

等
し
く
賠
償
が
定
め
ら
れ
る
(
宮
ユ
m)
。
事
故
を
惹
起
し
た
本
人
に

明
白
か
つ
許
し
が
た
い
フ
ォ
オ
ト
が
あ
る
場
合
に
は
、
賠
償
の
範
囲

は
そ
の
よ
う
に
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
事
故
に
お
い
て
は
、

必
然
的
に
人
聞
の
無
思
慮
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
、
偶
然
に
よ
っ

て
生
じ
た
も
の
と
の
混
合
物
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
賠

償
責
任
が
ふ
り
か
か
る
べ
き
人
の
フ
ォ
オ
ト
を
減
じ
る
。

こ
れ
が
、
準
非
行
に
関
し
て
単
純
な
理
性
(
]
白
色
目
立
巾

E
-
gロ)

が
、
我
々
に
指
図
す
る
諸
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
我
々
は
法
文
の

諸
条
項
の
中
で
再
び
見
い
だ
す
で
あ
ろ
う
。
」

メ
ル
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
ド
マ
の
叙
述
に
基
づ
い
た
古
法
の
説
明

が
み
ら
れ
る
が
、
前
者
と
あ
わ
せ
て
考
え
て
も
、
ロ
オ
マ
法
の
ク
ル

パ
、
と
く
に
個
々
の
ク
ル
パ
の
類
型
で
あ
る
「
無
思
慮
」
・
「
慨
怠
L

・

「
未
熟
L

等
に
基
づ
い
た
フ
ォ
オ
ト
、
あ
る
い
は
フ
ォ
オ
ト
の
類
型

の
説
明
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
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フランス私法学史における「フォオト」概念の成立(1)

が
、
ド
マ
や
ポ
チ
エ
の
叙
述
の
様
式
と
の
比
較
に
お
い
て
も
、
ロ
オ

マ
法
の
ク
ル
パ
や
、
そ
れ
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
法

の
フ
ォ
オ
ト
の
説
明
の
一
般
的
な
様
式
で
あ
る
と
断
定
し
て
よ
い

と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
後
註

(
討
)
で
の
ロ
オ
マ
法
辞
典
で
説
明
参
照
。

さ
ら
に
、
メ
ル
ラ
ン
に
お
い
て
、
フ
ォ
オ
ト
は
、
ロ
オ
マ
法
で
い

え
ば
準
不
法
行
為
に
あ
た
る
と
い
う
叙
述
も
み
ら
れ
(
訳
出
箇
所
参

照
)
、
行
為
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
意
を
要
し
よ
う
。

(
泣
)
ロ
。
ョ
白
件
、
戸
町
田

Z
2
n
-
i
z印、

m
門凶-
H
吋

C

印
、
円
、
.
口
、
吋
』
?
ぐ
ロ
円
、

∞巾
nFHJ1・国立・

H一

吋
0
5
2
戸
市
田
宮
司
片
町
田
晴
品
w

g

g

g凹
仏
0
5
5白
m
g
A己一

℃
巾
己
〈
巾
ロ
門
出
】
1ML〈
巾
吋
匂
白
吋
}
巾
]
九
回
一
片
己
巾
門
HCm}門HZ四日)巾「由。ロロ巾
w印。一円

一円ロ℃円邑巾ロロ巾唱

z
m巾吋巾門
m-
一mDO門
出
ロ
円
巾
広
巾
円
巾

AE.0ロ
己
o
x

印AU
出〈
o
p
C
E
恒
三
円
2
2
5
2
R
S
σ
E
E
2・
回
目
]
巾
肉
巾
「
巾
凹

AC.

巾}]巾回目)口一回的巾口同巾円
H1巾
w
円目。
-JH巾
コ
丹
市
4u・巾司巾同)但吋
m巾
凹
円
)
即
「
円
巾
-CMH

仏
O
ロ
ニ
」
ヨ
匂

E
己
g
n巾
。

c
E昨
日
町
田
三
巾
可
白
仏
C
ロロ
m
-
-
2・ハ
V
R

nug門
ロ
ロ

Z
ユ

oz・
口
出
向
田
町
w
告
白
ロ
己

BmH出
品
己
ロ
喝
さ
叶
O
R
富山

2
E
R
E
-。
ロ
骨
ロ
包
括
-
k
C
D明
日
円
巾
-
E
D三
宮
口
出
口
門
戸
5
・

H)吉
弘
巾
5
5
2
H
出
C

B包
-
E口
町
己
ロ
ロ
2
0
0
ロ

宮

C
4
0
U
可

白
40一
円
己
己
目
)
巾
吋
己
刀
OCH--巾
印
℃
白
印
印
血
ロ
印
w
〈
昨
巾
口
同
卸

σ}冊目印巾吋

AC叩]
(

】

Z
w
z
p
m
m
E
Bロ
z
p
H
B白
-sc.-一回
C
E
n白
5m-

「
あ
る
人
の
行
為
、
例
え
ば
、
無
思
慮
、
軽
率
、
知
る
べ
き
こ
と

を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
他
類
似
の
フ
ォ
オ
ト
で
あ

れ
、
た
と
え
そ
れ
ら
が
い
か
に
軽
微
で
あ
っ
て
も
、
[
そ
の
行
為
]

に
よ
っ
て
生
じ
う
る
損
失
お
よ
び
損
害
は
全
て
、
そ
れ
ら
の
損
失
お

よ
び
損
害
を
生
ぜ
し
め
た
無
思
慮
ま
た
は
そ
の
他
の
ブ
ォ
オ
ト
が

あ
る
人
に
よ
っ
て
賠
償
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
の

者
が
害
意
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
と
い
え
ど
も
、
彼
が
為
し
た

こ
と
は
害
悪
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
通
行
人
に
危
険
を
生
ぜ

し
め
る
可
能
性
の
あ
る
と
こ
ろ
で
、
無
思
慮
に
も
ペ
ル
メ
ル
遊
戯
に

興
じ
て
い
る
者
が
誰
か
を
た
ま
た
ま
傷
つ
け
た
ら
、
彼
が
惹
起
し
た

損
害
(
悪
事
・
禍
)
に
つ
い
て
義
務
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
」

な
お
、
新
関
前
掲
論
文

(
H
)
(
二
)
法
学
論
叢
(
福
岡
大
学
)

二
九
巻
(
一
九
八
五
年
)
一
・
二
・
三
・
四
号
三
頁
参
照
(
以
下
新

関
論
文

(H)
②
で
引
用
す
る
)
。

(
幻
)
野
田
「
ド
マ
L

論
文
九
三
頁
、
と
く
に
九
五
頁
註
(
四
)
の
列
挙

参
照
。

(M)
こ
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
フ
ォ
オ
ト
し
が
ロ
オ
マ
法
大
全

(g召
5

一
ロ
ユ
印
円
一
三
口
叩
)
の
「
ク
ル
パ
(
円
三
℃
白
)
」
の
訳
語
に
あ
て
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
一
九
世
紀
初
頭
辞
典
で
は
、
以
下
の
よ

う
に
ロ
オ
マ
法
の
ク
ル
パ
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
関
連
付
け

て
説
明
が
な
さ
れ
て
い
た
。

I

E
丘
町
巾
戸
田
ng-Hw
問
、
同
門

-m同門凶
2
-
0
5
5
5回一ロ
2
・

0ロ

門出円巴
O
ロロ回一同
l

目
白
口
出
]
可
巴
O
C
巾
巾
同
吋
同
一
回
O
ロロ
m

門
同
町
一
行
。
己
宮
山
田
-
巾
由

自
主
巾
吋
巾
印
円
OD丹
巾
ロ
ロ
巾
明
含
コ
印
]
刊
の
。
召
∞
骨

U
g
x
-
冨巾円
N

]{∞
c
p
F
H
W
H
)
-
N
N叶
喝
な
司
田
口
定
、
一
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「
フ
ォ
オ
ト
。
フ
ォ
オ
ト
は
僻
怠
(
ロ
mm口
問
巾
ロ
円
巾
)
、
あ
る
い
は
誰

か
あ
る
人
を
害
す
る
未
熟
公
B
円
紘
一
ユ
昨
日
同
じ
で
あ
る
。
[
フ
ォ
オ
卜
に

は
]
三
種
類
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
組
雑
な
あ
る
い
は
重
い
フ
ォ
オ
ト

(
岡
田
口
芯
賞
。
印
包
巾
円
巾
。
己

g
c
E
巾
)
、
軽
い

(
z
u
m
m吋
巾
)
[
フ
ォ
オ

卜
]
、
非
常
に
軽
い

(
E
q
g
-
-
m
m宵
巾
)
[
フ
ォ
オ
ト
]
で
あ
る
。

粗
雑
な
あ
る
い
は
重
い
フ
ォ
オ
ト
は
、
許
し
難
い
憐
怠
あ
る
い
は
救

い
難
い
無
知

(-m口。
E
ロ円巾

n
E
a巾
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
他
の
人

が
全
て
理
解
す
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え

ば
、
受
託
者
が
誰
で
も
入
れ
る
場
所
に
、
彼
の
監
護
(
肉
白

EO)
に

任
さ
れ
た
物
を
置
い
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
の
フ
ォ
オ
ト
は
、

厳
密
に
言
え
ば
、
故
意
(
号
]
)
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
害

す
る
意
思
を
伴
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
非
常
に
故
意
に

近
づ
く
と
、
そ
の
結
果
、
契
約
に
お
い
て
は
重
い
フ
ォ
オ
ト
は
故
意

と
同
じ
と
み
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
故
意
に
つ
い
て
義
務
を
負

わ
な
い
契
約
が
存
在
し
な
い
の
と
同
様
に
、
重
い
フ
ォ
オ
ト
に
つ
い

て
責
任
を
負
わ
な
い
場
合
も
ま
た
一
つ
も
存
在
し
な
い
。
ロ
・
日
ow

g
w
N
H
ω
唱
N
咽}戸・同・

MNω

巾昨日
N
P
U
-
h
H
∞唱∞・

5
巾
門
口
w
ロ・

ω
A
Y
Y

N
U
W
0
・
ωw
印w
N
C
w
ロ
・
同
叶
w
y
N
由
一
色
巴
・
ロ
-
A
Y
Y
H

軽
い
フ
ォ
オ
ト
は
、
大
部
分
の
人
が
慣
行
と
す
る
の
と
同
じ
く
気

を
配
っ
て
さ
え
い
れ
ば
、
人
が
認
め
な
い
で
あ
ろ
う
フ
ォ
オ
ト
で
あ

る
。
例
え
ば
、
あ
る
者
が
高
価
な
物
を
実
際
に
は
誰
も
が
自
由
に
入

れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
幾
人
か
に
は
自
由
に
入
れ
る
場
所
に
置
い

た
た
め
、
そ
の
物
が
失
わ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
フ
ォ
オ
ト
は
、
善
良
な
る
家
父
の
厳
格
な
注
意

2
2
m
g
B

8
8
2巾
)
に
対
置
さ
れ
る
。
ロ
・
区
・
少
口
・

非
常
に
軽
い
フ
ォ
オ
ト
は
、
非
常
に
用
心
深
く
か
っ
非
常
に
注
意

深
い
人
な
ら
犯
さ
な
い
フ
ォ
オ
ト
で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
者
が

し
っ
か
り
と
閉
め
ら
れ
た
部
屋
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
ダ
イ
ヤ
モ
ン

ド
を
置
き
、
そ
し
て
戸
を
こ
じ
開
け
た
泥
棒
が
そ
の
部
屋
に
入
り
、

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
盗
ん
で
し
ま
っ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
非
常

に
軽
い
フ
ォ
オ
ト
で
し
か
な
い
。
こ
れ
は
、
善
良
な
る
家
父
の
非
常

に
厳
格
な
注
意

(
E
岳
民

m
g
n巾
可
宮
・
巾
阿
国
内
門
巾
)
に
対
比
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
非
常
に
注
意
深
い
人
は
、
し
っ
か
り
閉
ま
っ
た
部
屋
に

、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
置
く
の
で
は
満
足
し
な
い
か
ら
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

を
よ
り
注
意
深
く
保
管
し
、
か
っ
た
ん
す
の
中
あ
る
い
は
ど
こ
か
他

の
十
分
に
安
全
な
場
所
に
置
く
で
あ
ろ
う

o
u・
H
F
少
印
・
N
-

重
大
な
慨
怠
は
フ
ォ
オ
ト
で
あ
り
、
重
大
な
フ
ォ
オ
ト
は
故
意
で

あ
る

ou・印
O
W
E
-
N
N
町
|
|
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
は
不
正
に
(
一
口
〕

g
s・

5
8同
)
惹
起
さ
れ
た
損
害
し
か
罰
し
(
円
寄
ユ
ヨ
巾
こ
な
い
。
と
こ
ろ

で
、
損
害
が
不
正
に
惹
起
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
損
害
、
が
故
意
ま
た

は
フ
ォ
オ
ト
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
損
害
が
権
利
に

応
じ
て
、
あ
る
い
は
損
害
を
惹
起
し
た
者
の
側
に
は
フ
ォ
オ
ト
が
な

く
偶
発
事
故
(
円
g
P
3
c
R
)
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
場
合
に
は
少

し
も
不
正
に
惹
起
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
こ
と
に
、
不
正
に
惹
起

さ
れ
た
損
害
に
関
し
て
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス

法
が
罰
す
る
な
口
口
洋
)
の
は
人
間
違
の
悪
意
(
自
己
お
巾
)
の
み
な
ら
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フランス私法学史における「フォオト」概念の成立(1)

ず
、
彼
ら
の
フ
ォ
オ
ト
、
し
か
も
最
も
軽
微
な
も
の
ま
で
も
含
む
。

参
照
、
ロ
・
少
N

咽
主
唱
}
戸
門
・
印
N
W

品

参
照
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
第
三
編
第
四
章
第
二
節
非
行
お
よ
び

準
非
行
に
つ
い
て
。
L

さ
ら
に
、
フ
ォ
オ
ト
の
類
型
で
あ
る
「
未
熟
L

・
寸
無
思
慮
」
・
「
慨

怠
」
に
つ
い
て
も
み
て
お
く
。

寸
未
熟
(
~
H
H
H

志
江
巳
巾
)
。
無
知
令
官
。
円
白
ロ
nm)
。
職
業
に
お
け
る

熟
達
さ
の
紋
け
て
い
る
こ
と
(
己
m
F
E
a
d白
σロ
2m)
。
-B-足
立
江
戸

未
熟
は
、
損
害
に
つ
い
て
の
無
知
に
よ
っ
て
誰
か
に
対
し
て
犯
す
よ

う
な
仕
事
を
職
業
と
す
る
者
の
重
い
フ
ォ
オ
ト
で
あ
る
。
そ
う
い
う

わ
け
で
、
潟
血
の
誤
り
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
病
気
に
対
し
て
有
害
な

処
置
法
に
よ
っ
て
奴
隷
を
死
な
せ
た
医
者
は
ア
ク
イ
リ
ウ
ス
法
に

基
づ
い
て
[
賠
償
の
]
義
務
を
負
う
。

E
2・
P
ω
w
叶・ロ
-
P
N
W
戸

∞
-
}
戸
門
・
∞
一
口
・
日
0

・]{叶唱

H
ω
N

未
熟
に
よ
っ
て
、
逃
げ
だ
す
ラ
パ
を
少
し
も
御
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
ラ
パ
引
き
は
、
ラ
パ
が
誰
か
を
ひ
い
た
場
合
に
は
フ
ォ
オ
ト
に

つ
い
て
責
め
を
負
う

(gzE-zm)。
彼
の
ラ
パ
を
御
す
る
能
力
が

非
常
に
乏
し
い
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
能
力
の
乏
し
さ

(片山

-zg印
巾
)
が
こ
の
場
合
ブ
ォ
オ
ト
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
不
当

と
は
思
わ
れ
な
い
に
ち
が
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
誰
も
、
面
識
の
な

い
ラ
パ
引
き
に
口
出
し
す
べ
き
で
な
い
し
、
ま
た
彼
は
彼
の
能
力
の

乏
し
さ
が
誰
か
を
害
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
あ
る
い
は

知
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
未
熟
あ
る
い
は

能
力
の
之
し
さ
に
よ
っ
て
、
暴
れ
る
腐
の
強
い
馬
を
御
す
る
こ
と
が

少
し
も
で
き
な
い
御
者
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
。
-
P
N
-
∞-同

未
熟
は
ブ
ォ
オ
ト
に
数
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か

ら
、
あ
る
者
が
賃
約

(-osm一
向
)
の
名
目
で
、
飼
養
す
る
た
め
に
子

牛
を
、
あ
る
い
は
加
工
す
る
た
め
に
材
料
を
、
磨
く
た
め
に
材
料
を

受
け
取
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
自
己
の
フ
ォ
オ
ト
に
つ
い
て
責
任

を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
未
熟
に
よ
っ
て
犯
し
た

フ
ォ
オ
ト
を
同
じ
よ
う
に
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
彼
は
賃
約
の
目
的

物
を
受
け
取
る
職
人

(05-吋
芯
円
)
の
外
観
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
ロ
・

]
戸
山

Y
N
W
h
y

印・

参
照
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
二
二
八
二
条
お
よ
び
一
三
八
三
条
。
」

。七・

n-H-
け

yu-AHω
由・

「
無
思
慮
。

B
℃
E
号
ロ
ロ
巾
)
。
熟
慮
の
欠
け
て
い
る
こ
と
(
伝
E
E

号

U
E号
宮
町
)
。
い
か
な
る
権
利
も
も
た
な
い
場
合
に
物
を
占
有

す
る
こ
と
、
ま
た
、
い
か
な
る
利
益
も
持
た
な
い
事
柄
に
か
か
わ
る

こ
と
に
は
、
無
思
慮
が
存
在
す
る
。
ロ
包
噌
見
・

8
・」

O
℃
円
芹
庁

]「

U
・品仏一
ω
・

「
憐
怠

(Zmmロ
m
g
n巾
)
。
注
意
と
専
心
に
欠
け
て
い
る
こ
と

(呂田

E
5
号

g
E
2
門
苫
匂
立
片
山
巴
。
ロ
)
。

Z
巾
mzm巾
ロ
片
山
問
。
解
怠

は
あ
ら
ゆ
る
物
に
有
害
で
あ
る
。
ロ
-

H

・
5
・
区
一
口
・
品
N
-

少
匡
一
お

よ
び
(
U

・出
Y

怠
唱
山
山
・
に
つ
い
て
の
注
釈
。

誰
か
の
悌
怠
が
、
他
人
に
損
害
を
与
え
る
と
は
限
ら
な
い
。
ロ
・

ω
・

印咽
N

汗
ロ
・
少
品
w

M

品w
A

刊
に
つ
い
て
の
注
釈
。
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研究ノート

誰
か
あ
る
者
は
、
自
己
の
固
有
の
物
に
お
い
て
よ
り
多
く
の
注
意

を
注
い
で
い
な
い
こ
と
を
口
実
と
し
て
、
他
人
の
事
務
(
由
民
包
括
凹
)

に
お
い
て
犯
し
た
僻
怠
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ロ
・

E
-
ω
-

Nhpw
日・
重
大
な
悌
怠
(
問
自
民
問
ロ
m
m
z
m
g
n
巾
)
は
フ
ォ
オ
ト
で
あ
り
、

重
大
な
フ
ォ
オ
卜
は
故
意
志
♀
)
で
あ
る
。
ロ
・
口
w
y
N
P
0
・

日
0
・
H
A
Y
M
M
∞・

甚
だ
し
い
悌
怠
(
巾
三
3
5
m
ロ
m
mロ
m
g
n
m
)
は
、
重
い
フ
ォ
オ
卜

(町田
z
g
m
g
m
丘
町
巾
)
で
あ
る
。
「
フ
ォ
オ
ト
」
参
照
。

僻
怠
は
罰
せ
ら
れ
う
る
。

(
U
-
Y
印
w
∞一口・

N
戸
∞
"
品
一
巳
・

2
w
N
W

M

吋
に
つ
い
て
の
注
釈
。

機
怠
は
有
害
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
善
良
な
る
家
父
の
注
意

(
岳
民
ぬ
巾
ロ
円
巾
)
好
ま
し
い
(
白
〈
田
口
件
担
問
一

2
印巾)。

Z
0
4
・∞∞
w
N
W
H
・ロ。ロ

。
σ門凶
O
吋
白
山
田
仲
の
文
言
に
つ
い
て
の
注
釈
。

人
が
詐
欺
的
行
為
(
守
田
豆
町
)
や
僻
怠
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
契

約
と
は
、
委
任
、
使
用
貸
借
(
匂
み
こ
F
z
g
m巾
)
、
売
買
(
〈
巾
ロ
門
巾
)
、

担
保
(
哲
mm)
、
賃
貸
借
(
賃
約
、
-
O
E
m
s
、
嫁
資
の
交
付
(
忌
ロ
ミ
g
z

n
g
、
後
見

(
E
E
Z
)、
他
人
の
事
務
の
管
理
(
包

B
E印
可
山
江
O
ロ

仏
2
阻
止
同
町

2
円

F
E
E
-
)
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
後
の
二
つ
は
さ

ら
に
多
大
な
注
意
を
要
す
る
。
古
田
門
・

ω
・
5噌
N
h
r
ι
一口・

ω
・印
wωw

p
F
F
H
H
一
口
-
H
ω
-
h
y
y
N
F
・
昨
日
・

N
・
F
・門
-
H
∞一

0
・
5
・
ωw

y
N
h昨
H
9
0
・
ロ
-
Y
∞
w
由
除
呂
・
『
戸
同
・

2
・
hH
一口
-
H
∞
w
H
・
H-

N

F
・円・

ω
印
w
M
一
口
-
M
A
Y
吋・

ω
印
し
ロ
品
、
円

MWHAH
一
口
・
印
()wH
戸
Mω
一

わ
-
N
W
H少

N
p
n
-
h
p
ω
♂

H
H
h
w
H
N
W
(い
-AHW
町一
Y
N
C
一
。
・
印
w
印ゲ一
1

・

|
|
同
じ
く
、
組
合
と
物
の
共
有

(
8
5
5ロ
ロ
出
口
広
号

E
B∞)

と
は
、
我
々
に
詐
欺
的
行
為
と
僻
怠
に
つ
い
て
の
責
任
を
当
然
に
負

わ
し
め
る
。
と
り
わ
け
、
こ
れ
ら
二
つ
の
事
項
に
つ
い
て
何
も
約
定

し
て
い
な
い
場
合
に
は
。
-
ロ
由
同
・

ω
w
N
a
L
r
u
・
E
-
N
・
Z
・品
-
F
・円

N
印唱

H
A
r
H
)
・
H
F
N
W
H
・
}M-H
・日
N
W
N
-
(
U
・
ω噌

ω
戸
品
唱
団
信
門
-
由
民
ロ
・

監
獄
の
番
人
は
、
自
己
の
悌
怠
に
つ
い
て
、
そ
の
職
務
か
ら
解
か

れ
る
。

0
・品∞
wω
・∞・」

(
な
お
、
ロ
オ
マ
法
文
の
引
用
は
現
代
風
に
改
め
て
あ
る
)

2

H
り

2
冨
・
、
円
y
m〈
巾
ロ
。
ゲ
ロ
巾
回
目
白
色

2
・
F
g
H
)
民
国
?
ロ
巾
即
日
出
口
印
ゆ

り
-
n
z
oロ
ロ
回
一
司
自
己
z
u
-
m巾印門巾

o
c
ω
ロ
σ∞
門
知
一
口
円
巾
仏
内
的
可
田
口
己
巾
円
円
巾
印

』己由江口町内ロロ巾
m
y
F
F
〉
-aF-wHμ
白江田

H
∞C
∞姐同
)
-
N
一
-
∞
岨
ロ
∞
H
U
一

寸
フ
ォ
オ
ト
。
[
寸
フ
ォ
オ
ト
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
損
害
」
の
項
目
を

参
照
せ
よ
。
〕

l

重
大
な
憐
怠
(
吉
ロ
忌hm川m包-ロ-応m肉
腎
阿
潟
巾
巾
一
ロ
円
巾
)
は
フ
オ
オ
ト
で
あ
る
一
二
]
冨ζ
即ぬ

ロ巾
m肉包刷払}口
-mm阿叩ロ門丘一白円ロ巳]℃向伺印門.同)・印
C
W
H
A
Y
N
N
白・

2

[
人
が
従
事
す
る
仕
事
(
同
三
あ
る
い
は
職
業

G
E
r
g
Zロ)

に
お
け
る
]
未
熟
(
宮
6
mユ
伸
一
巾
)
は
フ
ォ
オ
卜
に
加
え
ら
れ
る
い

-B℃
巾
ユ
己
白

2]匂
月
白
ロ
ロ
ロ

B
R巳
R-
ロ
-
E
-
N
-
u
w
日・一円ロ印門・

P
ω
・

叶
一
円
ロ
凹
け
品
w
印
℃
吋
・
ロ
-
P
N
w
戸
∞
-
Y

同
∞
一
口
・
印
C
W
E
唱由・

3

信
頼
を
損
な
う
こ
と

(
F
E
Z
E巾
)
さ
え
も
、
信
頼
が
害
を
与

え
う
る
よ
う
な
仕
事
に
従
事
す
る
者
の
側
の
フ
ォ
オ
ト
で
あ
る
一
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フランス私法学史における「ブォオト」概念の成立(1)

ゎ
5
5
阻止
R
g
z
β
C
E
D
5
5
ロ
Oロ
号

σ
g
P
E
A
g
〈巾-

ER--一m
O
B
己
与
戸
一
口
出
同
・
5
-
g
g
g
∞
5
5
白
-
一
一
宮
ユ
2
-
o
g
B

E
g
g
s
-
巴
少
戸
∞
w
H
-
|
!
例
え
ば
、
ラ
パ
引
き
が
彼
の
雌
ラ

パ
を
御
す
る
力
が
無
か
っ
た
こ
と
。
同
節
。
あ
る
い
は
騎
手
が
彼
の

馬
を
御
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
。
同
節
。

4
私
達
の
も
の
で
は
な
い
物
、
あ
る
い
は
私
達
に
関
係
の
な
い
物

(
ま
た
は
私
達
に
無
縁
の
物
)
に
手
を
出
す
こ
と
も
フ
ォ
オ
ト
の
一

つ
で
あ
る
一
円
三
℃
同
巾
印
昨
日
5
5
2
2
5
8
5一
包
凹
巾
口
。
ロ

宮
司
巴
ロ

g
z・
ロ
・
日
0

・
H

吋・

8

5

重
大
な
フ
ォ
オ
ト
(
]
印

m
E
D門ぽ

E
E巾
)
は
故
意
(
己
。
]
)
で

あ
る
い
呈
出
関
口
出
口
三
宮
号
-
5
2門・。・

8"
民咽

NN由・

重
い
フ
ォ
オ
ト
(
]
田
町
田
三
叩
ゲ
ロ
丘
巾
)
は
故
意
に
比
肩
す
る
一

「出
5
2
-匂
目
立
出
品
号
-
c
n
c
g匂
出
吋
即
玄
百
円
・
ロ
・
己

w
A
Y
Y
r
u・

5wω
唱

ω
N
0・
ωAy--NNwω
・

重
い
フ
ォ
オ
ト
は
全
て
の
人
が
理
解
す
る
こ
と
を
理
解
し
な
い

こ
と
に
あ
る
一
戸
白
S
E
f出
向
丘
白
血
肉
ロ
田
口
巾
m
r
m巾ロ巳
m
y
E
巾印門

口。ロ

ES--釘
巾
吋
巾
宮
O己
。
S
D
g
-ロ
R
E
m
z
E
U
-
日0
・
5
唱
NZW

N
F
.
H・

6

人
が
、
自
己
の
物
と
同
じ
注
意
を
他
人
の
物
に
注
が
な
い
場
合

に
は
、
重
い
フ
ォ
オ
ト
が
あ
る
一
口
・

5
・
ωwωN・

7

重
い
フ
ォ
オ
ト
は
、
重
罪
(
ロ
ユ
ヨ
巾
)
に
関
し
て
は
、
故
意
に

比
肩
し
な
い
一

Z
巾
円
宮
町
帥
n
z
m
m
(わ
O吋
ロ
巳
広
)
2ぜ白

-
2回

目〕円。円安
)

]

C

白
円
三
立

E
円・

0
・
品
∞
-
∞
w

叶・

8

軽
い
フ
ォ
オ
ト

(
E
E
C門巾

-mmm円
巾
)
は
、
人
が
自
己
の
固

有
の
仕
事
(
田
町
内
包
古
田
)
に
お
い
て
犯
す
悌
怠
(
ロ
m包
釘
巾
日
巾
)
で
あ

る
一
戸
内
〈
ぽ
円
巳
匂
白
・
ロ
・

ω
h
y
y
N
N・
ω一】)・ロザ

NW
叶
N
0・
ωcwhHUJ
印・

9

最
も
軽
い
フ
ォ
オ
ト

(
p
z
g
可
r
-
m
m宵
巾
)
も
存
在
す
る
一

戸内
4
2
包
ヨ
白

n
c
q白
-
U・
タ

NW
主
(
寄
託
の
第
沼
法
文
に
関
し

て
、
注
釈
は
未
熟

(
5
6
m吋
正
巾
)
に
由
来
す
る
フ
ォ
オ
ト
は
最
も
軽

い
フ
ォ
オ
ト
と
み
な
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
)

叩
慣
行
(
]
ピ
由
同
mh
巾
)
に
従
っ
て
い
る
者
は
少
し
も
フ
ォ
オ
ト
に
は

な
い
二
山
一
口
出
戸
号
即
位
。
門
吉
正
宮
吋
一
戸

n
u
B
D
Oロ
白
}
石
田
ヨ
白
司
円
巾
印

【
古
川
山
ヨ
ロ
白
i
g
Z
5
2
白己
4
喜
一
-
ロ
-
H叶唱

N・印
NW
少
一
口
出
口
・

服
従
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
者
(
お
よ
び
服
従
す
る
の
を
免
れ

え
な
い
者
)
も
ま
た
[
フ
ォ
オ
ト
に
な
い
]
一
旦

5

2

5

ロ己
U

nc--)国
巾
印
f

門戸レ日℃同
H
1
m
w
H
I

巾
口
町
円
い
巾
印
印
巾
印
H

片・ロ・日()ゆ一戸戸一戸品川
y

裁
判
官
に
従
う
者
も
[
フ
ォ
オ
ト
に
な
い
]
一
口
・
日
0

・
H叶
wHE叶・

物
事
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
も
[
ブ
ォ
オ
ト
に
な
い
]
一

nc-℃
帥
円
白
H

・2
A口一∞
nx-
印巾己匂円。町一
σ
2・m
ロ
OD
℃C
芯
印
け
り
‘
印
(

)

W

H
H
印C
・
F
・昨日(〕申・

日
各
人
は
、
自
己
の
家
の
中
に
[
入
る
こ
と
を
]
認
め
た
者
の
フ
ォ

オ
ト
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
う
二
豆
町
二
区
立
R
2
三
円
三
百
戸

2
E
5
2
2
5
ρ
5
m
-
E己
凶
戸
胃
2
2
2
2
0
ロ
C
S
E
m
-
ロ・印。唱

]{UJ
印。・}同・門・
]
F
O
U
-

そ
の
よ
う
な
者
た
ち
[
が
入
る
こ
と
]
を
認
め
た
の
が
誤
っ
て
い

る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
二
凶
一

g
B
E
n
z
-
-
)出
B

E

E
己己円巾ロ門出印
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包

B
-
E
?
ο
ロ

az-巾田
町
白
σロ
巾
門
戸
〈
巾

-
E
g
w
5
-
Y
O凹吾
2
・

8
E巾
B-」

さ
ら
に
同
書
に
お
い
て
ロ
オ
マ
法
の
ク
ル
パ
の
個
別
具
体
的
な

類
型
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
概
観
し
て
お
く
一

4
2
未
熟
(
一
ヨ
志
ユ
巴
巾
)
。
未
熟
は
フ
ォ
オ
ト
に
数
え
ら
れ
る
一

-
B官
三
円

E
2
6
n
出口ロロ
B
R己
完
-
ロ
・
印
0

・
H
吋

w
E
N・
(
以
下
省

略
)
LJ
N
コ
悌
怠
(
ロ
m
m
z
m
g
n巾
)
。
[
フ
ォ
オ
ト
参
照
。
]
自
分
の
物

の
よ
う
に
、
物
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
者
に
つ
い
て
い
か
な
る
人
も
不

満
を
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
一

C
E
-
-
A
5包
吉
田
戸

5
5
5
m
E

F
M
F
ロロ]]目。ロ巾司巾
-mm
凹

c
g巾
円
吉
田
巾
2
・
ロ
・
日
・
ω
W
2
・
ω
L

(
な
お
、
ロ
オ
マ
法
文
の
引
用
は
現
代
風
に
改
め
て
あ
る
)

以
上
の
こ
と
か
ら
、
第
一
に
、
フ
ォ
オ
ト
の
議
論
は
契
約
上
の

フ
ォ
オ
ト
と
不
法
行
為
上
の
フ
ォ
オ
ト
と
を
厳
密
に
区
別
し
て
お

ら
ず
、
専
ら
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
契
約
上
の
フ
ォ
オ
ト
で

あ
り
、
そ
れ
と
対
応
し
て
不
法
行
為
上
の
フ
ォ
オ
ト
、
す
な
わ
ち
ア

ク
イ
リ
ウ
ス
法
の
ブ
オ
オ
ト
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
(
こ
れ
は
ロ

オ
マ
法
の
ク
ル
パ
の
議
論
、
と
く
に
階
梯
の
議
論
が
、
契
約
上
の
責

任
、
と
り
わ
け
監
護
(
ク
ス
ト
デ
ィ
ア
)
責
任
に
関
し
て
発
展
し
た

こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
が
不
法
行
為
責
任
の
ク
ル
パ
に
つ
い
て
も
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
原

田
慶
吉
「
民
法
七

O
九
条
の
成
立
す
る
迄
」
『
日
本
民
法
典
の
史
的

素
描
』
(
創
文
社
一
九
五
四
年
)
三
三
七
頁
以
下
、
石
本
雅
男
『
無

過
失
損
害
賠
償
責
任
原
因
論
』
(
法
律
文
化
社
)
第
一
巻
(
第
二
版

一
九
八
四
年
)
、
第
二
巻
ご
九
八
三
年
)
、
第
三
巻
(
一
九
八
九
年
)

と
く
に
、
ド
マ
、
ポ
チ
エ
に
関
し
て
は
三
巻
六
五
頁
以
下
、
フ
ラ
ン

ス
民
法
制
定
過
程
に
関
し
て
は
三
巻
三
七
八
頁
以
下
、
小
菅
芳
太
郎

「
ク
ス
ト
デ
ィ
ア
(
保
管
・
監
護
〉
責
任
覚
書
」
北
法
三
九
巻
五
・

六
号
こ
九
八
九
年
)
一
六
六
頁
以
下
参
照
。
ゎ
買
・
冨

R
E
E
W
F

F

令
包
・
ロ
。
き
ω)
、
第
二
に
、
こ
こ
で
は
、
厳
密
に
は
、
「
故
意
L

と
区
別
さ
れ
て
基
本
的
に
狭
義
の
過
失
と
し
て
フ
ォ
付
ト
が
理
解
、

あ
る
い
は
訳
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
第
三
に
、
ブ
ォ
オ
卜
の

概
念
が
、
例
え
ば
「
義
務
違
反
」
の
よ
う
な
包
括
的
概
念
と
し
て
で

は
な
く
、
フ
ォ
オ
ト
を
構
成
す
る
典
型
的
な
個
別
類
型
、
す
な
わ
ち
、

「
未
熟
」
、
「
僻
怠
」
、
「
軽
率
」
、
「
無
思
慮
L

と
い
っ
た
も
の
で
説
明

さ
れ
て
い
る
の
は
ロ
オ
マ
法
の
伝
統
に
由
来
す
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
ク
ル
パ
あ
る
い
は
フ
ォ
オ
ト
の
個
々
の
類
型
の
意
義
に
つ

い
て
は
後
註
(
お
)
参
照
。

ま
た
、
ド
マ
が
叙
述
の
根
拠
と
す
る
ロ
オ
マ
法
文
の
多
く
は
、
第

四
節
(
印
巾
え
・
品
)
で
は
、
学
説
嚢
纂
第
九
巻
第
二
章
「
ア
ク
ィ
リ
ウ

ス
法
に
つ
い
て
」
の
部
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ロ
オ
マ
法
の
ア
ク
イ
リ
ウ
ス
法
で
は
、
「
ク
ル
パ
」
は

当
初
は
故
意
と
過
失
と
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
(
広
義
の
寸
ク
ル
パ
」
)

が
、
し
か
し
後
に
は
故
意
と
対
置
さ
れ
て
、
か
つ
原
則
と
し
て
故
意

北法41(5-6・560)2606



フランス私法学史における「プォオト」概念の成立(1)

を
含
ま
な
い
過
失
(
狭
義
の
「
ク
ル
パ
」
)
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た

の
で
(
宍
同
印
巾
F

U白
田
刻
。
5
2
n町
内
司
ユ
〈
出
可
巾
円
宮
司
∞
円
四
-
F
N
・
〉
ロ
2
・

0
2
H
)
ω

印。印
w

』

α
E
H
Hハロロ}内巾
-
H
H

出
。
ロ
印
巾
ア
月
α
5
2門町巾印

河

R
Z
W
品
・
〉
己
出
・

(
H
U
∞
吋
)
∞

-
N
2
)
、
中
世
ロ
オ
マ
法
以
降
は
な

お
の
こ
と
故
意
と
対
比
さ
れ
る
場
合
に
は
狭
義
の
過
失
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
ド
マ
の
叙
述
で
も
故
意
あ

る
い
は
害
意
と
の
対
比
で
用
い
ら
れ
る
「
フ
ォ
オ
ト
し
は
、
フ
ラ
ン

ス
民
法
で
い
う
準
非
行
を
主
と
し
て
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
註
釈
学
派
の
ロ
オ
ラ
ン
に
お
い
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、

と
く
に
寸
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
の
フ
ォ
オ
ト

(
P
E巾白
A
E
己目巾ロロ白)」

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
(
後
述
。
戸
山
口
円
g
p
H
V
ユロ
n
f
g
己巾

己
円
。
一
円
円
一
〈
己
片
岡
1

田口
m
白一印咽

-h
・N
0
・
ω
m山
門
同
・
同
∞
叶
∞
ロ
o
h
F
O
N

巾門田凹田

口
o
g
B
B巾
三
口
。

8N)
。
な
お
、
石
本
前
掲
書
第
三
巻
三
八
九
頁

以
下
参
照
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
の
ブ
オ
オ
ト
」
の
意
味
す

る
内
容
は
、
現
代
で
は
、
「
契
約
上
の
ブ
ォ
オ
ト

(
E
Z
Z

円
。
ロ
可
即

n
Z巾]]巾
)
L

と
の
対
比
に
お
い
て
「
不
法
行
為
上
の
フ
ォ
オ

ト

(
Eロ
芯
己
色
町
円
宮
丘
町
)
」
と
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
(
ぐ
o
n白
σ三
白
町
四
吉
吋
E
E
Z
m
y
句
・
同
〕
・
司
・
・

5
∞∞
w

℃
・
品
H

・

a

・kEc--一巾
p
-巾ロ
53)
が
、
そ
の
意
味
の
他
、
一
九
世
紀
に
お
い
て

は
、
寸
非
行
の
フ
ォ
オ
ト
(
故
意
的
フ
ォ
オ
ト
一

P
ロ
S
E
R
E
Zロロ巾

-zw

p
E白色色町内
E
巳
ぽ
)
」
と
の
対
比
に
お
け
る
「
準
非
行
の
フ
ォ
オ
ト

(
非
放
意
的
フ
ォ
オ
ト
町
田
三
巾
ロ
O

ロ
'
S芯
丘
一
。
ロ
ロ
巾

-z・β
ロ
即
位
ム

2w-

g
m
z
m
)
L
の
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
(
円
、
白
ロ
足
ロ
F
E広
・
ゎ
℃
吋
・
切
出
口
弘
弓
H
門田門出口巴ロ巾門町内

丘
四
回
]
仏
タ
吋
吋
回
一
芯

H
d
m。
江
心
ロ
巾
巾
同
UH1
由
民
心
己
巾
己
巾
己
同
・
0
山門円一〈
{

}

W

O
B
O
E
-
m白
色
。
ロ
・
片
品
wω

注

(
H
U
O
∞)ロ。
N

∞
品
目
)
。
そ
し
て
と
く

に
後
者
の
場
合
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
ま
さ
に
そ
の
言

葉
の
示
す
と
お
り
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
関
わ
る
「
ク
ル
パ
」
の
個

別
類
型
を
な
す
、
「
無
思
慮
」
・
「
軽
率
二
「
僻
怠
」
・
「
未
熟
」
「
知
る

べ
き
こ
と
に
つ
い
て
の
無
知
」
等
の
総
称
と
し
て
の
「
フ
ォ
オ
ト
」

で
あ
る
。

な
お
、
ド
マ
の
法
学
史
上
の
意
義
に
つ
い
て
は
)
野
田
「
ド
マ
L

論
文
九

O
頁
参
照
。

(
お
)
ロ
オ
マ
法
学
者
が
言
う
、
「
定
型
化
さ
れ
た
故
意
」
・
「
定
型
化
さ

れ
た
過
失
L

と
い
う
の
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
行
為
の
態
様
(
事
実
)

に
お
い
て
定
型
化
さ
れ
た
意
思
の
諸
態
様
と
し
て
理
解
さ
れ
た
故

意
・
過
失
を
意
味
す
る
。

カ
ア
ザ
ア
に
よ
れ
ば
、
ロ
オ
マ
法
の
初
期
の
段
階
に
お
い
て
、
責

任
を
寸
定
型
的
に
捉
え
る
(
々
立
弘

q
g己
q
p
g
g
)
L
と
い
う
の

は
、
す
な
わ
ち
、
個
々
の
事
件
の
具
体
的
な
債
務
者
に
対
し
て
義
務

違
反
が
答
め
ら
れ
る
べ
き
か
否
か
を
個
々
の
事
件
ご
と
に
吟
味
す

る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
者
の
作
為
あ
る
い
は
不
作
為
が
一
般
的
な

経
験
に
従
っ
て
(
口
同
岳
己

R
色
釘
巾

g
m
E
B
町
内
田
町

E
ロ
閃
)
有
責

に
為
さ
れ
る
の
を
常
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
が
吟
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味
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
穴
B
R
-
同

α
5
2
n
z
g
司同日
4
包
括

nE戸
】
ロ
江
田
昨
日
間
門
町
戸
市
川
間
己
H

・N-Fmy吋
σロ
ny巾吋

E
・
〉
口
出
・
(
呂
∞
品

)ω

ロC
カ
l
ザ

l
(柴
田
光
蔵
訳
)
『
ロ

l
マ
私
法
概
説
』
(
創
文
社

一
九
七
九
年
)
二
八
九
頁
。
な
お
古
ロ
オ
マ
法
に
お
け
る
「
定
型
化

さ
れ
た
ド
ル
ス
」
に
つ
き
、
日
内
印
印
qw
叶山刊日)-回目巾吋同町円£。

-53-s

釦
]
門
司

α5-∞
ny巾
ロ
閉
山
巾
円
}
再
・
∞
円
円
)
閉
山
田
印
(
呂
町
N)ω

叶
由
民
・
)
。
こ
こ
か

ら
出
発
し
て
、
古
典
期
で
は
、
ド
ル
ス
と
ク
ル
パ
は
な
お
定
型
的
な

や
り
方
で

(
5
q℃
広
巾
Z
E貨
当
臼
田
町
)
、
経
験
的
に
み
て
故
意

や
過
失
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
行
為
の
態
様
(
包
B
R
E
E『
gmmE

m
g
M町
田
ヨ
芹
ぐ
2
Z
H
N
O色町吋司何回}三回目白山内}内色丹

σ品
目
ロ
m
g巾叩

〈
免
町
田
一
円
巾
ロ
)
に
つ
い
て
の
答
責
性
(
〈
巾

E
E君。吋己一
n
F
W
何
一
昨
)
と

し
て
理
解
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
ど
の
程
度
、
監
護
(
ク
ス
ト
デ
ィ
ア
)

と
そ
れ
に
等
置
さ
れ
る
も
の
、
お
よ
び
客
観
的
な
諸
基
準
(
。
Zφ

E
Z巾
同
ユ
芯
ユ
巾
ロ
)
に
よ
っ
て
は
か
ら
れ
る
ド
ル
ス
や
ク
ル
パ
と
並

ん
で
、
す
で
に
古
典
期
の
法
学
者
た
ち
が
真
の
有
責
責
任
(
呈
再
]
ナ

円
F
R
ω
n
F口
一
色
町
田
町
吉
口
問
)
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
か
が
問
題
と
な
る

が
、
個
別
的
な
非
難
可
能
性
(
〈
2
4司
R
P
R
w
m
X
)
の
意
味
に
お
け

る
「
ク
ル
パ
」
が
後
古
典
期
に
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
、
ま
た
古
典
期

の
法
学
者
の
諸
見
解
が
後
古
典
期
以
後
に
個
別
化
す
る
と
い
う
意

味
に
お
い
て
(
古
色
5
5
Z
E〈
5
5
-
E
q
g骨
ロ

ω
5ロ
)
解
釈

し
な
お
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
場
合
で
も
基
線

は
古
典
期
の
法
学
者
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
(
穴
宮
巾
フ

N
Z「

E
Z
}百
己
O
Z担
巾
仏

2

吋
α
5
2
n
y
g

河内山門}若心ロ巾]]巾ロ匂
O吋印
n
Eロ
m-(HSN)ω
・
吋
∞
・
呂
・
な
お
、
全
体

の
概
観
に
つ
い
て
、
関
山
田
巾
戸
初
・

-yw
切

b
F
ω
・
8
少
〉
ロ
5
・
5w

NOWNY
回
門
凶
・
戸
山
・

Ngwω
・
宮
町
内
向
・
山
口
凹
σmm・
ω・
ω品
少
〉
ロ
ヨ
-

N
C
W
N
Y
N
N・)。

ま
た
、
ク
ン
ケ
ル
に
よ
れ
ば
、
古
典
期
の
「
ク
ル
パ
」
は
、
本
来
、

不
注
意
(
明
白
宵
富
山
田
町
m
w
a
c
で
は
な
く
過
失
(
〈
q
R
Y己
舟
ロ
)
で

あ
り
、
常
に
客
観
的
な
色
彩
を
帯
び
、
特
定
の
有
責
行
為
に
結
合
し

て
お
り
、
個
別
の
具
体
的
事
案
を
眼
前
に
置
い
た
カ
ズ
イ
ス
テ
イ
ク

な
方
法
を
と
る
古
典
期
の
法
学
者
に
と
っ
て
は
過
失
的
な
出
来
事

ぬ
き
で
は
「
ク
ル
パ
L

は
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
(
関
口
口
付
色
w

d
E
m巾
E
E
w
ω
N・
8
(
E
N印
)
ω
ω
勾
a

∞
・
な
お
、
前
田
達
明
『
不

法
行
為
帰
責
論
』
(
創
文
社
一
九
七
八
年
)
三
三
頁
、
小
菅
前
掲

論
文
一
六
七
八
頁
以
下
参
照
)
。
こ
こ
で
の
「
客
観
的
な
色
彩
を
帯

び
た
有
責
な
行
為
」
と
い
う
の
は
非
難
性
を
伴
っ
た
行
為
の
態
様
と

し
て
理
解
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
ホ
ン
ゼ
ル
は
こ
の
ク
ン
ケ
ル
の
叙

述
に
つ
い
て
、
古
典
期
の
客
観
的
な
過
失
(
ぐ
巾
g
n
E
E巾
ロ
)
か
ら

後
古
典
期
の
主
観
的
過
失
へ
の
発
展
を
寸
客
観
的
|
ふ
定
型
的
過
失

(OZ巾
z
z
q宮
沢
町
巾
ロ
〈
角
田
口
町
三
舟
ロ
)
」
か
ら
寸
主
観
的
過
失
」

へ
と
至
っ
た
と
評
し
て
い
る
(
』
α
Z
H
関口口}内巾
7
H
国
O

ロ印巾
f

HNα
ヨ
-
R
Y
B
河巾
n
Z・
ι
・
〉
E2・
(
冨
∞
叶
)
∞
-NωN唱
〉
ロ
ヨ
-HH)
。

ま
た
、
ホ
ン
ゼ
ル
に
よ
れ
ば
、
監
護
(
ク
ス
ト
デ
イ
ア
)
責
任
は
、

そ
の
起
源
か
ら
し
て
過
失
(
〈
q
R
Y
E
-号
ロ
)
の
存
否
が
、
個
々
の

具
体
的
事
例
の
個
別
の
状
況
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
定
型
的
な
要
件

北法41(5-6・562)2608



フランス私法学史における「ブオオト」概念の成立(1)

の
メ
ル
ク
マ
ア
ル
(
昨
日
刊
日
比
印
n
y巾
ロ
叶
白

Z
σ
g
gロ己印ヨ
qwHHgZロ)

に
よ
っ
て
判
決
さ
れ
た
過
失
責
任
の
非
発
展
形
態
の
一
つ
(
巾
E
m

E
巾
己
主
円
}
内
包
広
司
2
5
)
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
監
護

の
義
務
違
反
(
例
え
ば
、
保
管
し
た
物
を
壊
し
て
し
ま
っ
た
場
合
)
と
い

う
客
観
的
な
事
実
を
以
て
過
失
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
契

約
法
に
お
い
て
、
債
務
に
つ
い
て
訣
け
た
と
こ
ろ
の
あ
る
と
い
う

(
非
難
性
を
伴
っ
た
)
行
為
の
態
様
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る

(
』
。

B
H
関
口
口
付
巳

H
国
O
D凹
巾

f
ω
'
N
E
)
。

な
お
、
ド
マ
の
「
フ
ォ
オ
ト
L

を
ロ
オ
マ
法
学
者
の
「
定
型
化
さ

れ
た
故
意
・
過
失
L

で
理
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
小
川
浩
三
寸
ジ
ヤ

ン
・
ド
マ
の

Z
U
岱巾

z
z
t
m
t
oロ
と

-
0
2
仏巾

E
匂。
-
K巾
(
一
)
」

北
法
三
八
巻
(
一
九
八
八
年
)
三
号
三
二
(
四
四
六
)
頁
註
(
M
M
)

参
照
。

(
却
)
野
田
「
ド
マ
L

論
文
九
三
頁
。
新
関
論
文

(H)
②
四
頁
。

(
幻
)
野
田
「
ド
マ
」
論
文
九
三
頁
参
照
。
そ
の
他
、
同
九
六
頁
註
(
五
)

に
お
い
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
何
ら
か
の
義
務
に
よ
っ
て
防
止
す
べ

き
債
務
を
負
っ
て
い
る
損
害
を
防
止
し
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の
義
務
を
敏
い
た
者
は
、
状
況
に
応
じ
て
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
う
る

J
p
g
z
u
丘
三
ぽ
回

L
-
4
N
L
P
∞w
田町内同・少閉・

∞
)
な
ど
は
、
契
約
に
関
し
て
ド
マ
が
述
べ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
こ

と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
契
約
で
は
、
違
反
さ
れ
る
義
務
(
債

務
て
あ
る
い
は
、
債
務
不
履
行
の
事
実
は
不
法
行
為
よ
り
も
明
白
と

い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
債
務
に
つ
い
て
、
紋
い
た
と
こ
ろ
の

あ
る
」
と
し
て
定
型
的
に
寸
ブ
オ
オ
ト
」
を
定
式
化
し
や
す
い
と
い

え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
注
意
し
な
い
で
、
単
純
に
、

「
無
思
慮
L

・
「
軽
率
」
等
の
非
難
性
を
伴
う
行
為
の
態
様
で
あ
る

「
プ
ォ
オ
ト
」
の
類
型
に
つ
い
て
も
、
そ
の
非
難
性
に
寸
義
務
違
反
」

を
重
ね
合
わ
せ
て
、
ド
マ
が
「
プ
ォ
オ
卜
L

を
寸
義
務
違
反
L

と
し

て
定
式
化
し
て
い
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
本
文
お
よ
び
註
に
お
い
て
引
用
し
た
箇
所
、

あ
る
い
は
ド
マ
の
叙
述
全
体
か
ら
後
人
が
読
み
込
む
も
の
と
考
え

る
の
が
よ
り
自
然
な
理
解
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
円
安

'OR-目白
n

H
富
田
]
山
内

c
m印
タ
。
。
-
n
-
F
H
)
・
ぉ
・
な
お
、
小
川
前
註
(
お
)
引
用

箇
所
参
照
。

(
却
)
ま
た
、
結
局
ド
マ
の
「
プ
ォ
オ
ト
」
の
観
念
が
広
い
も
の
で
あ
る

た
め
に
、
第
四
節
序
文
(
胃
色

E
E
Z
こ
の
部
分
の
訳
に
つ
い
て
は
、

註
(
幻
)
の
メ
ル
ラ
ン
が
引
用
し
た
ド
マ
の
叙
述
に
そ
の
前
半
部
分
が
、

ま
た
、
野
田
「
ド
マ
L

論
文
八
二
頁
に
全
訳
が
あ
る
)
で
も
、
「
フ
ォ
オ

ト
L

の
一
般
的
な
定
義
を
示
す
こ
と
が
な
く
、
例
え
ば
、
「
義
務
(
債

務
)
に
対
し
て
歓
け
た
と
こ
ろ
の
あ
る
」
、
す
な
わ
ち
「
義
務
違
反
」

と
い
う
定
式
は
前
註
で
述
べ
た
よ
う
に
少
な
く
と
も
言
葉
の
上
で

は
合
意
に
関
す
る
責
任
に
限
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
不
法

行
為
に
関
し
て
は
ロ
オ
マ
法
以
来
の
「
ク
ル
パ
L

な
い
し
「
ブ
オ
オ

ト
L

の
個
別
類
型
を
列
挙
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

第
四
節
で
ド
マ
が
問
題
と
す
る
「
フ
ォ
オ
ト
」
の
第
三
の
種
類
を
さ

ら
に
例
示
的
に
類
型
で
示
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
、
①
一
般
的
な

準
非
行
の
フ
ォ
オ
ト
、
②
動
物
責
任
に
お
け
る
保
管
・
監
護
の
フ
ォ

北法41(5-6・563)2609
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オ
ト
、
③
建
造
物
責
任
に
お
け
る
保
管
・
監
護
の
フ
ォ
オ
ト
が
あ

り
、
そ
れ
は
さ
ら
に
、
後
の
プ
ラ
ニ
オ
ル
や
マ
ゾ
オ
が
「
フ
ォ
オ
ト
」

を
先
存
債
務
あ
る
い
は
一
般
的
義
務
に
応
じ
て
区
別
し
た
よ
う
な

類
型
と
類
似
し
て
い
る
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
一

〈巾月一

n
m
L
]巾
印
[
内
田
口
門
m
w
m
]
D
Z一
口
増
。
ロ
門
匂

c-D門
己
巾
吋
即
日
)
句
。
ュ
一
回
口
×

円
。
ロ
〈
巾
ロ
巴
C
ロ
タ

2
2
E
ロ
巾
〈
。
三
円
)
日
間
ロ
ロ
ロ
ユ
ヨ
巾
ロ
日
川
町
ロ
ロ

門凶

m
E
W
8
5
5巾
回
一
宮
叶

]mmm円巾門
m
oロ

]
2
5
0
5
E
5
口
町
。
凹
巾

宮
門
ロ
ロ
巾
同
巾
ロ
巾

5
玄
関
帥
R
E
E
Z
(
H①
)

一

色

母

印

白
口
一
ヨ
白
己
凶
ヨ
白
}
阿
国
丘
町
田
町
。
三
宮
巾
一
宮
巾
門
同

0
5
5担
問
巾

(
H②
)
一

回
目
。
ロ

2
5巾

E
E
S
E佐
官

円

5
Z
S胃
邑
2
2
(日
①
)
一

回
目
ロ
ロ

σ白
立
ロ
ズ
川
口
同

β
口
一
口
ズ
山
口
出
口
巾
吋
己
一
口
巾
噂
ロ

wm門
出
口
門
匂
白
田
吋

mH)白吋
mw

g
g
z
g円
5

2昨
日
・
巾
片
山
『
叫
白
芹
己
己
門
凶
。

B
B担
問
巾

(
H
③)〉

と
こ
ろ
で
、
野
田
「
ド
マ
」
論
文
八
二
頁
は
、
第
四
節
序
論
冒
頭

で
ド
マ
が
提
示
す
る
三
種
類
の
1

フ
ォ
オ
ト
」
の
用
語
法
は
今
日
の

「
責
任
」
と
い
う
に
等
し
い
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
用
法

も
行
為
の
態
様
を
表
わ
す
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
注
意
を
要
す
る
点
は
、
そ
こ
で
の
三
種
類
の
「
フ
オ
オ
ト
L

は
損
害
を
生
じ
る
原
因
と
な
る
行
為
の
態
様
(
落
度
、
過
ち
、
罪
等
)

の
総
称
と
い
え
る
が
、
こ
の
第
四
節
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
学
で
い

う
「
準
非
行
」
に
関
し
て
議
論
を
進
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(
却
)
本
稿
で
、
客
観
的
な
寸
ブ
ォ
オ
ト
」
と
い
う
場
合
は
、
行
為
の
態

様
と
し
て
理
解
さ
れ
た
も
の
を
表
わ
す
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
こ
の

判
断
基
準
は
、
基
本
的
に
、
前
田
前
掲
書
二
九
頁
以
下
の
ロ
オ
マ
法

お
よ
び
ド
イ
ツ
普
通
法
で
の
主
観
的
過
失
概
念
と
客
観
的
過
失
概

念
と
の
区
別
の
基
準
に
従
っ
て
い
る
。

(
却
)
こ
の
過
失
概
念
の
主
観
性
・
客
観
性
を
寸
義
務
違
反
」
の
側
面
で

判
断
す
る
基
準
に
つ
い
て
も
前
註
と
同
様
、
原
則
と
し
て
前
田
前
掲

書
の
基
準
に
よ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
主
観
的
な
過
失
概
念
に
つ
い

て
は
、
個
別
具
体
的
な
評
価
に
よ
る
も
の
と
い
う
カ
ア
ザ
ァ
前
掲
書

の
判
断
基
準
に
も
従
っ
て
い
る
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
学
に
お
け

る
「
ブ
オ
オ
ト
L

の
評
価
基
準
に
つ
い
て
の
紹
介
と
し
て
吉
田
雅
章

「
フ
ラ
ン
ス
不
法
行
為
法
に
お
け
る
フ
ォ

l
ト
の
評
価
に
つ
い
て
」

阪
大
法
学
一
四
八
号
(
一
九
八
八
年
)
一
二
一
二
頁
以
下
参
照
。

ま
た
、
本
稿
で
主
観
的
責
任
論
と
い
う
場
合
に
は
、
第
一
に
、
義

務
違
反
に
関
し
て
は
道
徳
的
な
義
務
を
主
と
し
て
想
定
し
て
い
る
。

法
律
上
の
義
務
(
債
務
)
や
社
会
的
義
務
を
想
定
す
る
場
合
は
、

「
フ
ォ
オ
ト
し
が
客
観
的
な
も
の
と
な
る
程
度
が
高
い
の
に
対
し
て
、

道
徳
的
義
務
の
場
合
は
寸
フ
ォ
オ
ト
し
が
意
思
的
、
内
面
的
な
も
の

と
な
る
程
度
が
高
い
と
思
わ
れ
る
が
、
両
者
と
も
「
フ
ォ
オ
ト
」
に

基
づ
く
責
任
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
主
観
的
責
任
論
と
し

て
考
え
る
。
第
二
に
、
意
思
能
力
や
理
性
の
使
用
、
と
く
に
責
任
能

力
の
問
題
を
考
慮
し
て
い
る
場
合
に
は
、
意
思
に
関
連
し
た
責
任
論

と
い
う
意
味
に
お
い
て
主
観
的
責
任
論
と
し
た
。

(
汎
)
野
田
「
ド
マ
」
論
文
九
二
頁
註
(
七
)
。

(
ロ
)
石
本
前
掲
箇
所
。
野
田
寸
ド
マ
」
論
文
は
、
こ
の
点
を
明
確
に

し
て
取
り
扱
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
八
二
頁
以
下
、
特

北法41(5-6・564)2610



フランス私法学史におげる「フォオト」概念の成立(1)

に
八
四
頁
註
(
二
参
照
。

ド
マ
に
お
い
て
、
己
色
芹
(
匂
mロ
巳
)
と
己
2
I
n
-
-
】
(
こ
れ
は
お
n
F

H

〈
の
不
法
行
為
一
一
般

ZEm--忠
臣
)
に
含
ま
れ
る
可
能
性
も
あ

る
が
)
と
が
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
て
い
た
か
は
文
面
上
明
ら
か
で

は
な
い
。
す
な
わ
ち
問
題
は
、
故
意
に
よ
る
損
害
惹
起
行
為
で
あ
っ

て
刑
事
上
の
制
裁
が
科
さ
れ
な
い
も
の
(
フ
ラ
ン
ス
民
法
上
の
、
ま
た

は
ポ
チ
エ
の
言
う
非
行
)
が
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
か
と
い
う

こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
言

え
る
こ
と
は
、
第
八
章
序
論

(
0
0
5目
HW
戸内印

}
0
2
丘
三
-2・同
z

zーュ
F
E
4
H
H
W
円
一
円
・
〈
口
同
)
に
お
い
て
、
重
罪
(
円
ユ
自
由
)
、
軽

罪

Em--門
)
は
民
事
に
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
第
四
款
第
一
項

(印巾
2
・H
ぐ
ロ
o

H

)

に
お
い
て
ー
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
害
す
る
意
図
を

有
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
と
い
え
ど
も
、
彼
が
為
し
た
こ
と
は
害
悪

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
(
註
(
幻
)
参
照
ご
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

故
意
(
害
す
る
意
図
)
が
な
く
て
も
責
任
が
あ
る
と
い
う
点
に
の
み

力
点
が
あ
る
の
か
、
故
意
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
故
意
が
な
い
場
合
に

も
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
か
、
い
ず
れ
も
の
意

味
に
も
解
す
る
余
地
の
あ
る
叙
述
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第

四
節
が
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
を
中
心
に
根
拠
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
力
点
は
狭
義
の
ク
ル
パ
・
過
失
(
す
な
わ
ち
故
意
を
含
ま
な
い
)

に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
と
く
に
こ
の
点
を
問
題
に
し
た
。

な
お
、
「
フ
ォ
オ
ト
L

が
、
刑
事
上
の
重
罪
、
軽
罪
に
至
る
も
の

を
も
含
め
て
「
責
任
」
と
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て

の
野
田
寸
ド
マ
」
論
文
八
二
頁
以
下
の
指
摘
参
照
。

(
お
)
新
聞
論
文

(H)
②
五
頁
以
下
。

ポ
チ
エ
『
債
務
論
』
の
叙
述
は
以
下
の
と
お
り
一

一
一
六
、
非
行
(
伝
}
津
田
)
は
債
務
を
生
ず
る
第
三
の
原
因

(
S
5巾
)
で
あ
る
。
そ
し
て
、
準
非
行

Z
E
a
l色
色
町
田
)
は
、
第

四
の
[
原
因
で
あ
る
]
。

私
は
、
次
の
よ
う
な
行
為

(
Z
P
R
)
を
非
行
と
呼
ぶ
。
す
な
わ

ち
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
、
あ
る
人
が
、
悪
意
志
c-)
あ
る
い
は
筈

意
(
ヨ
包
括
ロ
石
川
)
に
よ
っ
て
、
損
害

S
O
B白
血
問
。
)
あ
る
い
は
何

ら
か
の
損
害
(
不
正
門
0
3
)
を
他
人
に
惹
起
す
る
も
の
で
あ
る
。

準
非
行
(
告
白
色
i

伝
-
X
印
)
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
人
が
、
害
意

(
ヨ
山
口
問
巳
丹
市
)
は
な
い
が
、
し
か
し
許
さ
れ
ざ
る
(
吉
巾

M
g
g宮
内
)

無
思
慮

(
g
u
E骨
足
立
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
損
害
(
不
正

吉
ユ
)
を
他
人
に
惹
起
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
一
七
、
非
行
あ
る
い
は
準
非
行
は
、
次
の
点
に
お
い
て
準
契
約

(門吉田即日

1
2
2
3
C
と
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
準
契
約
が
生
じ
る
行

為
が
諸
法
律
に
よ
り
許
さ
れ
て
い
る
行
為
で
あ
る
が
、
し
か
る
に
、

非
行
あ
る
い
は
準
非
行
を
構
成
す
る
行
為
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
(
有

責
判
決
さ
れ
る
べ
き

gロ
E
Bロ
白
百
三
行
為
で
あ
る
と
い
う
点

に
お
い
て
で
あ
る
。

一
一
八
、
私
が
非
行
お
よ
び
準
非
行
に
関
し
て
与
え
た
定
義
か
ら

次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
理
性
を
用
い
る
、
(
す
な

わ
ち
、
)
そ
れ
を
用
い
る
能
力
の
あ
る
人
し
か
存
在
し
な
い
(
考
え

北法41(5-6・565)2611 
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て
い
な
い
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
理
性
を
備
え
て
い

な
い
人
々
は
、
[
例
え
ば
]
子
供
や
狂
人
の
よ
う
に
、
宝
口
意
を
も
つ

こ
と
(
仏
巾
ヨ
包
広
三
応
)
も
無
思
慮
で
あ
る
こ
と
(
号
一
日
間

)Ea

号
ロ
円
巾
)
も
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
子
供
あ
る
い
は
狂
人
が
、
あ

る
人
に
損
害
(
門
司
門
)
を
惹
起
す
る
よ
う
な
何
事
か
を
行
な
っ
て
も
、

そ
の
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
子
供
あ
る
い
は
狂
人
本
人
の
い
か
な
る
債

務
も
生
じ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
は
、
こ
の
種
の
人
聞
が

為
す
こ
と
の
で
き
な
い
軽
率
も
害
意
も
含
ん
で
は
い
な
い
の
で
、
非

行
で
も
準
非
行
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

人
聞
が
理
性
を
用
い
る
、
し
た
が
っ
て
、
あ
る
人
聞
が
他
の
人
間

よ
り
も
理
性
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
害
意
を
持
つ
こ
と
が
で
き

る
年
齢
を
正
確
に
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
諸
般
の
事

情
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
人
が
理
性
を

用
い
る
以
上
、
そ
し
て
あ
る
人
が
他
の
人
に
損
害
を
惹
起
し
た
行
為

に
熟
慮
や
害
意
を
見
出
す
以
上
は
、
そ
の
行
為
は
非
行
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
非
行
を
犯
し
た
人
は
、
未
だ
思
春
期
に
達
し
て
い
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
そ
の
人
が
惹
起
し
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う

の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
次
の
格
言
は
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
o

Z
巾ヨ山口

gニ
コ
門
庄
一
円
己
的
出
巾

g
m
巾
H
2印
白
門
[
非
行
に
お
い
て
は
、

年
齢
は
誰
を
も
弁
護
し
な
い
。
]
。

軽
率
は
、
若
年
の
人
々
に
お
い
て
は
、
ず
っ
と
容
易
に
許
さ
れ
る
。

一
一
九
、
酪
町
(
{
〈
5
8
m
)
が
理
性
を
使
用
で
き
な
く
な
る
と
は

い
え
、
人
は
、
酪
町
状
態
に
お
い
で
あ
る
人
に
生
じ
せ
し
め
た
損
害

を
賠
償
す
る
義
務
を
負
わ
せ
ら
れ
ず
に
は
お
か
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
自
己
の
意
思
に
よ
っ
て
(
〈
C
Zロ
E
-
2
5
2円
)
そ
の
よ
う
な
状

態
に
な
っ
た
こ
と
が
彼
の
フ
ォ
オ
ト
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

点
に
お
い
て
、
酪
町
し
た
人
は
、
い
か
な
る
フ
ォ
オ
ト
も
帰
せ
し
め

ら
れ
え
な
い
子
供
や
狂
人
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

一
二

O
、
浪
費
癖
の
た
め
に
禁
治
産
者
と
さ
れ
た
人
(
ロ
ロ
吉
広
司
白

色
門
)
は
、
契
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
い
か
な
る
債
務
を
負
う
と
も

で
き
な
い
と
は
い
え
、
彼
の
犯
し
た
非
行
あ
る
い
は
準
非
行
に
よ
っ

て
惹
起
し
た
損
害
を
賠
償
す
る
債
務
を
負
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。

こ
の
相
違
の
理
由
は
明
白
で
あ
る
。
そ
の
[
禁
治
産
者
と
さ
れ
た
]

者
が
契
約
を
締
結
し
た
人
々
は
、
禁
治
産
(
口
口
町
一
口
円
。
丘
一
円
江
。
ロ
)

が
公
(
周
知
・
公
然
古
口

σ=ロ
)
[
の
こ
と
]
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が
っ

て
、
彼
ら
に
知
ら
れ
て
い
る

(gコ
ロ
己
)
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
彼
と
契
約
を
締
結
し
た
こ
と
に
つ
い
て
自
分
で
責
任
を
負
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
者
に
、
そ
の
非
行
あ
る
い
は
準
非
行

に
よ
り
何
ら
か
の
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
人
々
に
対
し
て
の
い
か
な

る
責
任
も
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
が
彼
の

禁
治
産
に
よ
り
不
利
益
を
被
っ
て
守
口
氏
ユ
コ
損
害
を
受
忍
す
る
?
)

は
な
ら
な
い
し
、
禁
治
産
が
そ
の
者
の
非
行
を
罰
し
な
い
と
い
う
こ

と
を
引
き
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
理
由
は
、
以
下
の
こ
と
を
決
定
す
る
の
に
も
役
立
つ
。
す
な

わ
ち
、

F
m
m
-
m
-
-
A
Z
F
F
ゎ。己
-
Cロ
骨
三
に
関
す
る
グ
ロ
ツ
サ
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フランス私法学史における「フォオト」概念の成立(1 ) 

(
標
準
註
釈
)
の
見
解
、
円
、
巾
m・
2
A
E
σ
。ロ
2・
品

町

内

-
P
〈
巾
号
-

c
Z・
に
関
す
る
バ
ル
ト
ォ
ル
ス
の
見
解
、
そ
し
て
句
O
R
2
s
z一号
5

8
0
σ
ロ
宮
司
町
立
匂

S
E
5
2弓
o
z
z
p
回
包
ロ
C
ロ

包

同

}
C
m
口
出
口
戸
℃
巾
門
口
口
一
白
吋
目
白
ロ
f
s
z目
白
司
巾
m
m
C
白
印
白
ロ
巾
口
出
円
角
川
口
O
ロ

℃
。
門
巾
出
門
[
た
し
か
に
身
体
上
の
罰
に
拘
束
さ
れ
う
る
が
、
し
か
し
金

銭
上
の
罰
に
は
拘
束
さ
れ
え
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
自
己
の
事
柄
を
他

人
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
]
と
い
っ
て
い
る

他
の
幾
人
か
の
権
威
者
た
ち
の
見
解
に
反
し
て
、
そ
の
者
の
非
行
あ

る
い
は
準
非
行
を
原
因
と
す
る
金
銭
上
の
罰
(
罰
金
白

B
S号

1
2
E巳
Rm)
に
つ
い
て
有
責
判
決
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
禁
治
産
と
は
、
ひ
と
え
に
そ
の
者
が
無
謀
に
契

約
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
た
め
に
確
立
さ
れ
た
[
制
度
な
]
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
者
の
無
処
罰
を
引
き
起
こ
す
た
め
に
確
立
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。

私
が
禁
治
産
者
に
関
し
て
只
今
述
べ
た
こ
と
は
す
べ
て
、
さ
ら
に

後
見
人
(
保
護
者

Z
H
2
3
)
の
支
配
(
権
)
下
に
あ
る
思
春
期
の

未
成
年
者
あ
る
い
は
思
春
期
近
く
の
者
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
私
が
準
非
行
と
呼
ぶ
無
思
慮
(
{
ヨ
℃

E
号
宮
市
)
と
い
う

フ
ォ
オ
ト
は
、
浪
費
癖
が
原
因
で
あ
る
青
年
の
禁
治
産
者
に
お
い
て

よ
り
も
、
そ
れ
ら
の
者
た
ち
に
お
い
て
よ
り
容
易
に
許
さ
れ
る
[
と

い
う
点
は
別
で
あ
る
]
。

三
二
、
非
行
あ
る
い
は
準
非
行
を
犯
し
た
人
が
、
自
身
の
惹
起

し
た
損
害
(
吉
三
)
に
つ
い
て
賠
償
の
義
務
を
負
わ
せ
ら
れ
る
の
み

な
ら
ず
、
そ
の
者
を
自
己
の
権
力
(
支
配
)
下
に
持
つ

(20町
g
g

]
町
民
宮
町

E
R巾
)
者
、
例
え
ば
、
父
、
母
、
後
見
人

(
E
H
2
3
)
、

お
よ
び
教
師
(
家
庭
教
師
望
m
n
弓
Z
Z
)
の
よ
う
な
者
は
、
非
行
あ

る
い
は
準
非
行
が
彼
ら
の
面
前
で
為
さ
れ
た
場
合
、
あ
る
い
は
一
般

的
に
い
え
ば
、
そ
れ
ら
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
そ
れ
を
し
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
義
務
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
の
者
た
ち
が
そ
れ
を
妨
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
場
合

に
は
、
そ
れ
ら
の
者
た
ち
は
少
し
も
そ
の
義
務
を
負
わ
な
い
。
F

H
C
少
門
戸
内
同
巾
河
巾
ぬ
・
]
ロ
円
・
[
ロ
・
印
0

・
口
-
E
E
Z己
E
B
ロ
ユ
ヨ
巾
ロ

℃出
5
5
2
A
E
ロ
C
ロ
胃
。
F
5
2
w
S
E
C
B

℃
g
E
Zお
ロ
。
口

問

5
5
2・
「
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
妨
げ
な
い
者
は
い
か

な
る
答
め
も
受
け
な
い
。
」
そ
の
非
行
が
、
彼
ら
の
面
前
お
よ
び

彼
ら
の
知
る
と
こ
ろ
で

S
Z
R
〈
ロ
巳
∞
ロ
)
行
な
わ
れ
た
と
い

え
ど
も
、
[
彼
ら
は
そ
の
義
務
を
負
わ
な
い
]
。
円
三
百
円

R
2
A
a

m
n
芹一印巾己目)円。
F
5
m
H
-
m
D
O
D
匂
O
門巾印
F

F
・印
C
R
-
m
。
仏
丘
斤
[
円
)

日
0

・
ロ
・

8
〕
「
知
つ
て
は
い
る
が
、
妨
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
者

に
は
ク
ル
パ
は
な
い
。
」

同
様
に
、
主
人
た
ち
(
ヨ
白
津
見
回
)
は
、
彼
ら
が
何
ら
か
の
奉
仕

の
義
務

(
8
3呂
町
)
に
用
い
る
召
使
い

F
R
i
g
R印
)
あ
る
い
は

労
働
者
た
ち

(
O
己
〈
ユ
号
∞
)
の
非
行
あ
る
い
は
準
非
行
に
よ
り
惹
起

さ
れ
た
損
害

(
Z
2
)
に
つ
い
て
責
任
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
主

人
た
ち
は
、
非
行
あ
る
い
は
準
非
行
が
前
述
の
召
使
い
あ
る
い
は
労

働
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
そ
の
主
人
の
面
前
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
主

北法41(5-6・567)2613
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人
に
よ
り
そ
の
た
め
に
雇
わ
れ
た
職
務

Q
S
R
5口
一
事
業
)
の
執

行
(
巾
同
町
民
ぽ
巾
)
に
お
い
て
為
さ
れ
た
場
合
に
は
、
非
行
あ
る
い
は

準
非
行
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
ど
も
、
責
任
が
あ

る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
主
人
た
ち
を
善
良
な
家
事
使
用

人
し
か
使
用
し
な
い
よ
う
に
注
意
深
く
す
る
た
め
に
、
確
立
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
召
使
い
あ
る
い
は
労
働
者
た
ち
が
そ
の
職
務
の
外
で

為
し
た
非
行
あ
る
い
は
準
非
行
に
関
し
て
は
、
主
人
た
ち
は
少
し
も

責
任
を
負
わ
な
い
。

一
二
二
、
以
下
の
こ
と
に
注
意
せ
よ
。
す
な
わ
ち
、
他
の
[
彼
ら

が
]
少
し
も
協
力
し
て

(gロ
gcE)
い
な
い
者
た
ち
に
よ
り
犯
さ

れ
た
非
行
に
基
づ
く
債
務
を
負
う
者
た
ち
は
、
そ
の
非
行
を
犯
し
た

者
と
は
別
(
様
)
に
そ
の
非
行
に
つ
い
て
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
で

あ
る
こ
と
を
。
非
行
を
犯
し
た
者
は
、
そ
の
[
者
が
]
惹
起
し
た
損

害
の
賠
償
の
た
め
に
有
責
判
決
さ
れ
た
金
額
の
支
払
に
つ
き
身
柄

を
拘
束
さ
れ
る
と
は
い
え
、
そ
の
非
行
が
そ
の
よ
う
な
拘
束
(
強
制

円巾円

Z
S
E
E
-ロ
符
)
の
原
因
と
な
る
性
質
の
者
で
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
者
の
非
行
に
つ
い
て
有
責
で
あ
る
物
た
ち
は
、
民
事
上
有
責
で

し
か
な
く
、
そ
し
て
彼
ら
の
財
産
の
差
し
押
え
(
印
包
包
巾
)
に
よ
っ

て
し
か
拘
束
(
強
制

2
5
2ロ
可
包
E
g
)
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
っ

て
、
彼
ら
自
身
が
投
獄
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
拘
束
さ
れ
え
な
い

の
で
あ
る
。

(
担
)
本
文
二
以
下
。
な
お
、
非
行
と
準
非
行
に
分
け
て
二
二
八
二
条
と

一
三
八
三
条
を
考
え
る
こ
と
を
サ
レ
イ
ユ
が
、
「
こ
の
こ
と
は
、
民

法
典
を
ポ
チ
エ
を
通
じ
て
説
明
す
る
こ
と
で
あ
り
、
正
文

(
芯
同
広
田
)
、
そ
れ
ら
の
価
値
、
そ
れ
ら
の
定
式
(
同
2
5巳
巾
)
を
忘
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
象
徴
し
て

い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ω白]巾同
]]2・
F
g
白
2
5巾ロ
F
ロ。
N
少
匂
-

A
F
N

巾門田・

(
お
)
福
田
伸
子
「
精
神
障
害
者
の
民
事
責
任
と
過
失
主
義
」
法
政
論
集

(
名
古
屋
大
学
)
九
六
号
ご
九
八
三
年
)
四
四
八
頁
、
新
聞
論
文

(H)
②
五
頁
参
照
。

(
お
)
新
関
論
文

(H)
②
五
頁
以
下
。

(
幻
)
司
巾
ロ
巾
F
H
N
巾門リロ巾
-
f
F
v
p
匂

-
N
C
N
O
門的・

野
田
「
ド
マ
」
論
文
八
五
頁
以
下
、
特
に
八
七
頁
註
(
二
)
は
こ

の
草
案
の
規
定
を
引
用
し
て
い
る
が
、
準
非
行
の
み
に
つ
い
て
規
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
、

ロ
オ
マ
法
以
来
の
「
フ
ォ
オ
ト
」
概
念
を
考
察
す
る
う
え
で
は
見
落

と
し
て
は
な
ら
な
い
点
と
思
わ
れ
る
(
特
に
二

O
世
紀
の
広
義
の
フ
オ

オ
ト
概
念
と
の
関
連
に
お
い
て
)
。
新
聞
論
文

(H)
②
前
掲
七
頁
は

こ
の
点
に
言
及
し
て
い
る
が
、
な
お
意
識
的
に
取
り
扱
っ
て
い
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
甜
)
司
2
2
w
H
N
R
E
o
-
-
w

門・戸田)・

2
品
巾
仲
間
・
な
ぜ
非
行

Em--Z)

も
付
加
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
説
明
が
な
く
不
明
で
あ
る
。

(
却
)
町
内
出
向
F
H
N
R
C
巾-
f
F
M
ハ
ロ
戸
℃
・
色
町
内
門
的
印
・
た
だ
し
、
国
務
院

に
お
け
る
討
議
の
過
程
で
、
草
案
一
八
条
(
民
法
典
二
二
八
三
条
に
相

北法41(5-6・568)2614



当
)
の
冒
頭
の
〈
O
ロ
〉
が
〈
Q
g
n
C
D〉
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。

PNロ
m
F

H
N
n
c
m
-
f

円・}内
HHHw

℃・

h
g
N
・

(
紛
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
新
関
論
文

(H)
②
七
頁
参
照
。

(
H
U
)

司巾ロ
2
・
河
内
円
安
比
f

F

V

ハ
ロ
戸
七
・
九
日
立
-

註
釈
学
派
に
お
け
る
寸
フ
ォ
オ
ト
」

フランス私法学史における「プォオト」概念の成立(1)

次
に
、
註
釈
学
派
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
は
民
事
責
任
を
寸
フ
ォ
オ

ト
」
に
基
づ
く
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
の
用
語
法
、

民
事
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
の
位
置
付
げ
等
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な

い
。
平
均
的
な
民
事
責
任
論
の
構
成
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ

う
る
。
民
事
責
任
を
発
生
さ
せ
る
行
為
は
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
も
の

(仏

C
B
g昌一
gzm)、
許
さ
れ
ざ
る
も
の

(
E
E芯
)
・
責
め
を
帰
せ
し
め
ら

れ
る
も
の
(
一
日
匂
c
g
Z巾
)
で
あ
っ
て
、
非
行
と
準
非
行
に
区
別
さ
れ
、
前

者
は
(
刑
事
上
の
非
行
、
す
な
わ
ち
重
罪
(
ロ
ユ
ヨ
巾
)
・
軽
罪
(
己
2
5
・
違
警
罪

(円。ロ門司
m
F
4
2
t
o
D
)
と
は
区
別
さ
れ
る
民
事
上
の
責
任
で
あ
っ
て
)
害
す
る
意

図
を
以
て
為
さ
れ
る
許
さ
れ
ざ
る
行
為
(
ロ
ロ

R
S
E
E
F
S
E
E
-
m

白

4
2
吉
R
R
E口
。
巾
口
口
町
巾
)
を
必
要
と
し
、
後
者
は
、
責
め
を
帰
せ
ら

る
べ
き
者
が
害
す
る
意
図
を
以
て
為
さ
ず
ま
た
刑
事
上
の
法
律
に
よ
っ
て

制
裁
を
受
け
な
い
が
、
損
害
を
惹
起
す
る
法
律
に
よ
っ
て
許
さ
れ
な
い
行

為

(TW凹
町
田
広
田
口
O
ロ
℃
R
5
2
匂
同
一
回
目
。
乙
で
あ
っ
て
「
フ
ォ
オ
ト
」
・

「
慨
怠
」
・
寸
無
思
慮
」
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
註
釈
学
派
に
お
い
て

は
こ
の
よ
う
な
枠
組
で
民
事
責
任
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
先

に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
枠
組
自
体
は
ポ
チ
エ
の
そ
れ
に
基
づ
い
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

以
下
、
各
々
の
法
学
者
の
「
フ
ォ
オ
ト
」
の
取
り
扱
い
を
概
観
し
て
み

る。

初
期
か
ら
中
期
の
註
釈
学
派
で
は
、
民
事
責
任
論
の
深
化
は
そ
れ

ほ
ど
み
ら
れ
な
い
。
マ
ル
ヴ
ィ
ル
に
お
い
て
は
立
法
過
程
の
議
論
の
繰
り

返
し
で
あ
り
、
ト
ゥ
リ
エ
で
は
、
基
本
的
に
ポ
チ
エ
の
枠
組
に
従
い
な
が

ら
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
に
つ
い
て
は
「
権
利
な
く
し
て
な
し
た
行
為
L

と
と
ら

え
る
が
ロ
オ
マ
法
以
来
の
議
論
の
繰
り
返
し
に
止
ま
っ
て
い
る
観
が
あ

る。
(一)同

デ
ュ
ラ
ン
ト
ン
は
基
本
的
に
こ
の
平
均
的
枠
組
に
よ
り
論
じ
て
い

る
が
、
非
行
を
「
社
会
・
誰
か
に
対
し
て
害
す
る
意
図
を
以
て
為
さ
れ
た
、

人
の
許
さ
れ
ざ
る
行
為
(
間
三
宮
口
三
笠
門
巾
)
全
て
、
準
非
行
を
「
他
人
を

害
す
る
が
、
生
一
目
す
る
意
図
な
く
し
て

(
Z
B
号
訴
包
ロ
巳
巾
口
口
町
巾
)
行
な

わ
れ
た
許
さ
れ
ざ
る
行
為
(
ロ
ロ
宮
芦
三
互
片
巾
)
」
で
あ
る
と
し
、
不
法
行

為
を
違
法
性
の
側
面
か
ら
捉
え
て
い
る
。
彼
は
、
条
文
(
し
た
が
っ
て

U
R

g
p三
巾
)
を
引
用
す
る
に
止
ま
り
「
フ
ォ
オ
卜
L

を
正
面
か
ら
論
じ
て
い

北法41(5-6・569)26日



研究ノート

な
い
が
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
を
準
非
行
に
関
し
て
使
用
し
、
一
三
八
二
・
二
二

八
三
条
の
解
釈
と
し
て
、
前
者
は
積
極
的
行
為
(
『
包
広
吉
凹

E

F

S

E
選
定

S
号
)
に
関
わ
り
、
後
者
は
意
思
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
積
極
的
行

為
・
軽
率
の
み
な
ら
ず
「
為
す
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
為
さ
な
か
っ
た
ブ
オ

オ
ト
」
す
な
わ
ち
〈
『
出
口
R
S
O苫
抽
選
定
き
号
〉
に
も
関
す
る
も
の
で
あ

料
、
と
い
う
よ
う
に
ロ
オ
マ
法
以
来
の
伝
統
的
な
「
ブ
オ
オ
ト
」
の
類
型

を
以
て
説
明
し
て
い
る
。
注
意
す
べ
き
点
は
彼
が
こ
れ
ら
類
型
化
さ
れ
た

「
ブ
ォ
オ
ト
」
を
行
為
の
事
実
と
し
て
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
て
、
意
思

の
側
面
か
ら
捉
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

日
オ
ウ
ブ
リ

1
ロ
ォ
は
平
均
的
枠
組
で
論
じ
て
い
る
。
不
法
行
為
が

成
立
す
る
た
め
に
は
、
「
損
害
を
及
ぼ
す
事
実

(
E
E斥
号
ヨ
ヨ
白
m
g
E巾)」

が
①
「
許
さ
れ
ざ
る
こ
と
」
、
②
「
加
害
者
に
責
め
を
帰
せ
し
め
ら
れ
る
こ

と
」
、
③
非
行
に
あ
っ
て
は
「
知
り
、
か
つ
害
す
る
意
図
を
も
っ
て
行
為
し

た
こ
と
へ
準
非
行
に
あ
っ
て
は
「
フ
ォ
オ
ト
、
無
思
慮
又
は
悌
古
川
」
、
の

三
つ
を
要
件
と
す
る
。
彼
ら
も
「
ブ
オ
オ
ト
し
を
正
面
か
ら
論
じ
て
お
ら

ず
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
を
準
非
行
に
関
し
て
使
用
し
て
い
る
。
二
二
八
二
・
一

三
八
三
条
の
解
釈
と
し
て
、
「
害
を
及
ぽ
し
、
行
為
者
に
責
め
を
帰
せ
し
め

る
べ
き
行
為
(
『
即
日
円
)
が
準
非
行
を
構
成
す
る
の
は
、
行
為
者
の
側
に
、
積

極
的
フ
ォ
オ
ト
で
あ
れ
、
無
思
慮
で
あ
れ
、
少
な
く
と
も
憐
怠
で
あ
れ
、

存
す
る
か
ぎ
り
で
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
他
方
帰
責
性
に
関
し

て
、
そ
の
事
実
が
彼
の
自
由
な
決
定

2
5
ロ
σ自
己
侍

R
B山
口
氏
芯
ロ
)
の

結
果
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
が
主
観
的
側
面

に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
子
供
、
狂
人
を
考
慮

し
て
い
る
(
す
な
わ
ち
責
任
能
力
の
問
題
)
文
脈
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ

も
「
定
型
化
さ
れ
た
フ
ォ
オ
ト
」
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

北法41(5-6・570)2616

側
ム
ル
ロ
ン
は
不
法
行
為
を
論
ず
る
に
「
ブ
ォ
オ
ト
」
を
前
提
と
し

て
正
面
か
ら
論
じ
、
ま
た
、
非
行
・
準
非
行
の
両
方
に
関
し
て
一
般
的
に
、

「
フ
ォ
オ
ト
は
他
人
の
権
利
を
不
当
に
傷
つ
け
る
と
こ
ろ
の
も
の
全
て
で

あ
る
。
」
と
定
義
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
フ
ォ
オ
ト
L

は
作
為
な
い

し
不
作
為
の
行
為
(
出
2
2
p
。
5
2
a
oロ
門
苫
丘
一
。
ロ
)
に
あ
り
、
い
わ
ば

客
観
的
な
事
実
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
、

1

フ
ォ
オ
ト
」
は

法
律
に
よ
っ
て
作
為
が
禁
じ
ら
れ
、
不
作
為
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

前
提
と
す
る
と
い
う
よ
う
に
違
法
性
と
関
連
づ
け
ら
れ
、
他
方
で
、
子
供

と
狂
人
の
考
慮
か
ら
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
は
損
害
回
避
の
自
由
と
手
段
と
を
前

提
と
す
る
と
い
う
よ
う
に
帰
責
性
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に

お
い
て
、
彼
の
民
事
責
任
論
は
主
観
的
責
任
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は

寸
ブ
ォ
オ
ト
L

が
損
害
を
及
ぼ
す
場
合
に
、
そ
の
「
フ
ォ
オ
ト
」
が
非
行
・

準
非
行
で
あ
る
と
し
(
両
者
の
区
別
は
故
意

(
E
R
E
-
oロ
)
の
存
否
で
あ
る
)
、

非
行
・
準
非
行
の
要
件
は
、
行
為
が
①
違
法
で
あ
る
こ
と
、
②
行
為
者
に



フランス私法学史における「フォオト」概念の成立(1)

責
め
を
帰
せ
し
め
う
る
こ
と
、
③
損
害
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
の

へ
印
)

三
点
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
点
で
、
彼
の
考
え
て
い
る
「
フ
ォ
オ
ト
」
は

非
行
、
準
非
行
よ
り
も
広
い
事
実
を
指
す
点
に
注
意
を
要
し
よ
う
。

国
ド
ゥ
モ
ロ
ム
プ
は
、
民
事
責
任
(
非
行
・
準
非
行
)
の
理
論
の
基
礎

に
関
し
て
重
要
な
の
は
、
万
人
に
等
し
く
課
せ
ら
れ
る
、
他
人
の
権
利
を

尊
重
す
る
社
会
的
義
務
官
君
。
一
『

8
2包
)
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
特
定
の

先
存
債
務

(
g
c
g
各
}
応
急

S
E
E
D
-ユ
巾
話
交
m
m
M
-
2
8
g
)
と
は

別
の
一
般
的
義
務
(
己
君
。
町

mmロ
母
国
乙
で
あ
る
と
し
、
(
民
事
上
の
)
非

行
を
「
害
す
る
意
図
を
以
て
為
さ
れ
る
違
法
か
っ
損
害
を
及
ぽ
す
行
為
で

あ
っ
て
、
刑
事
上
の
法
律
に
よ
り
抑
制
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
な
い
も
の
が

あ
る
」
と
、
そ
し
て
、
準
非
行
を
「
害
す
る
意
図
を
以
て
な
さ
れ
ず
、
ま

た
、
刑
事
上
の
法
律
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
な
い
と
い
う
二
重
の
状
況
を
伴

う
、
違
法
か
つ
損
害
を
及
ぼ
す
行
為
」
と
定
義
す
る
。
そ
し
て
、
二
二
八

一
一
・
一
三
八
三
条
か
ら
し
て
、
非
行
・
準
非
行
の
成
立
要
件
は
、
行
為
が
、

①
行
為
者
に
帰
責
し
う
る
こ
と
、
②
違
法
で
あ
る
こ
と
、
③
損
害
を
及
ぼ

す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
非
行
・
準
非
行
を
構

成
す
る
要
素
を
、
①
行
為
と
②
寸
フ
ォ
オ
卜
」
と
に
分
け
、
前
者
は
具
体

的
な
行
為
(
事
実
、
ロ
ロ
同
即
日
円
ヨ

Rmw芯
乙
で
あ
っ
て
後
者
の
結
果
で
あ

り
、
後
者
は
帰
責
性
と
い
う
要
件
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
「
フ
ォ
オ

ト
」
は
、
具
体
的
事
実
と
い
う
意
思
と
は
独
立
の
要
素
と
の
対
比
に
お
い

て
帰
責
性
に
関
連
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
主
観
的
意
味
で
あ
る
こ

と
が
比
較
的
明
瞭
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
他
面
、
従
来
の
伝
統
的
な
類
型

(
師
)

化
さ
れ
た
「
フ
ォ
オ
ト
」
の
用
法
も
散
見
さ
れ
、
ま
た
、
「
違
法
で
あ
る
と

い
う
、
損
害
を
及
ぽ
す
行
為
の
こ
の
性
格
が
、
非
行
・
準
非
行
を
生
ず
る

「
フ
ォ
オ
ト
」
・
「
僻
怠
L

・
「
無
思
慮
」
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
よ

う
に
違
法
性
と
も
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
ら
を
総
合

し
て
考
え
る
と
、
ド
ゥ
モ
ロ
ム
ブ
自
身
に
お
い
て
も
「
フ
ォ
オ
ト
L

の
位

置
づ
け
は
陵
昧
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
従
来
の
定
型
化
さ
れ
た

「
ブ
ォ
オ
ト
」
の
域
を
完
全
に
脱
し
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

的
ロ
オ
ラ
ン
は
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
の
意
味
が
唆
昧
で
あ
る
こ
と
を
'
目
覚

し
、
註
釈
学
派
に
お
い
て
も
っ
と
も
厳
密
か
つ
詳
細
に
論
じ
よ
う
と
努
め

た
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
必
ず
し
も
平
均
的
な
枠
組
に
は
固
執
し
て
い
な
い

よ
う
で
あ
り
、
条
文
上
、
ポ
チ
エ
以
来
の
非
行
・
準
非
行
の
区
別
は
な
さ

れ
て
い
な
い
点
、
ま
た
、
非
行
も
準
非
行
も
結
果
は
同
じ
で
あ
る
点
を
指

摘
す
る
。
か
く
し
て
彼
は
一
三
八
二
条
の
規
定
か
ら
出
発
し
、
「
ブ
オ
オ
ト
L

の
理
解
か
ら
議
論
を
始
め
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
法
律
は
「
ブ
オ
オ
ト
L

の

語
を
非
常
に
広
く
捉
え
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
帰
責
性
の
原
因
、
す
な
わ
ち
、

悪
意
(
号
]
)
か
ら
非
常
に
軽
微
な
無
思
慮
ま
で
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、

一
三
八
三
条
は
、
二
二
八
二
条
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
て
有
用
で
な
い
と
い

う
の
で
は
な
く
、
二
二
八
二
条
が
限
定
し
て
い
な
い
寸
ブ
オ
オ
ト
」
の
程

;jti去41(5-6・571)2617 
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度
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
(
『
回
一
昨
)
と
櫛
富
山
・
無
思
慮
を
対
比

す
る
こ
と
に
よ
り
、
軽
い
悌
怠
・
無
思
慮
を
含
む
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
本

来
い
か
な
る
種
類
の
「
フ
ォ
オ
ト
L

も
含
ま
な
い
「
行
為
」
の
語
に
よ
り

悌
怠
・
無
思
慮
よ
り
重
い
「
ブ
ォ
オ
ト
L

を
含
む
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
法
律
の
意
思
(
]
同
開
拓
自
骨
骨

ZF)
」
に
お
い
て
は
、
非
行
・
準
非
行

が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
単
な
る
「
行
為
」
で
は
足
り
な
い
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
り
、
一
三
八
二
条
は
形
式
的
に
損
害
が
「
フ
ォ
オ
ト
」
に

よ
り
惹
起
さ
れ
た
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
フ
ォ
オ
ト
」

(
刷
)

な
く
し
て
は
非
行
・
準
非
行
は
存
在
し
な
い
。
彼
は
、
極
め
て
明
確
に
不

法
行
為
の
一
般
的
要
件
を
、
①
損
害
を
及
ぽ
す
行
為
、
②
違
法
な
行
為
、

③
行
為
者
に
責
め
を
帰
せ
し
め
う
る
行
為
、
④
「
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
(
準
非

行
)
の
フ
ォ
オ
ト
」
(
同
恒
三
巾
白
C

ロ己目

B
ロ
巾
)
の
存
在
と
す
る
。
彼
は
帰
責

性
と
「
フ
ォ
オ
卜
」
と
を
分
け
て
い
る
が
、
彼
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
帰
責

性
を
判
断
す
る
に
は
「
フ
ォ
オ
ト
」
の
存
在
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
他
方
、
違
法
性
に
つ
い
て
は
寸
『
違
法
な
行
為
』
を
為
す
権
利
を
有
し

な
い
場
合
全
て
」
と
捉
え
て
「
ブ
オ
オ
ト
」
と
関
連
づ
け
て
い
な
い
、
そ

の
意
味
で
彼
の
「
ブ
ォ
オ
ト
」
は
主
観
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
ま
た
、
彼
は
「
ブ
ォ
オ
ト
」
を
意
識
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
「
フ
ォ
オ
卜
L

概
念
自
体
を
構
成
せ
ず
、
依
然
と
し
て
、
伝
統
的
な

類
型
化
さ
れ
た
寸
フ
ォ
オ
ト
」
で
捉
え
て
い
る
。
し
か
も
彼
は
そ
の
類
型

を
、
条
文
上
の
悌
怠
・
無
思
慮
の
み
な
ら
ず
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
(
準
非

行
)
の
「
フ
ォ
オ
卜
し
な
い
し
ド
マ
の
挙
げ
る
類
型
で
あ
る
寸
未
熟

2
5
u
m
'

三
巴
巾
)
」
・
「
知
る
べ
き
こ
と
を
知
ら
ぬ
こ
と
(
釘
ロ

O
Bロ
nm

母印

n
F
2
2

心
ロ
巾
で
O
ロ
己
。
芹
凹
出
4
0
5
L

も
含
め
て
理
解
し
て
い
る
。

帥
ラ
ロ
ム
ビ
エ
ル
は
、
基
本
的
に
平
均
的
な
枠
組
み
で
論
じ
て
い
る

と
い
え
る
。
彼
も
ま
た
、
「
ブ
オ
オ
ト
」
を
正
面
か
ら
論
じ
て
は
い
な
い
。

彼
は
不
法
行
為
の
成
立
に
は
①
損
害
、
②
意
図
や
動
機
(
し
た
が
っ
て
意
思
)

と
は
独
立
の
違
法
性
、
③
帰
責
性
を
要
す
る
と
し
て
、
そ
の
帰
責
性
の
中

で
、
「
フ
ォ
オ
ト
L

に
触
れ
て
い
る
が
、
伝
統
的
な
、
非
行
の
故
意

(HESt

立
。
ロ
)
と
の
対
比
に
お
け
る
準
非
行
の
類
型
化
さ
れ
た
「
フ
ォ
オ
ト
」
と
し

て
の
説
明
に
止
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
、
寸
不
作
為
の
フ
ォ
オ
ト
」
に
関
し
て
、

「
フ
ォ
オ
ト
」
が
「
法
律
上
の
義
務

(OE-m阻
止

O口
広
阿
国
広
)
」
に
対
す
る

違
反
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
が
み
ら
れ
る
。

的
ス
ル
ダ
は
、
民
事
責
任
の
構
成
要
素
を
「
ブ
ォ
オ
ト
L

と
損
害
と

考
え
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
に
関
し
て
は
、
後
め
ら
れ
る
べ
き
行
為
の
中
に
見
い

だ
さ
れ
る
行
為
者
の
意
思
を
考
慮
す
る
。
そ
し
て
、
社
会
秩
序
に
対
し
て
も

た
ら
さ
れ
た
侵
害
は
、
人
間
の
社
会
に
対
す
る
義
務
違
反

(
z
i
o
-
2
-
cロ

己
ピ
ロ
己

2
0主
で
あ
る
以
上
、
道
徳
に
反
す
る
行
為
(
己
ロ
門
笹
山
門

5
2出乙

で
あ
る
、
と
い
う
刑
法
の
考
え
方
は
民
事
責
任
の
基
礎
と
し
て
も
役
立
つ

と
考
え
、
民
事
責
任
も
同
様
に
、
人
間
の
社
会
に
対
す
る
義
務
の
違
反

(
E

北法41(5-6・572)2618



フランス私法学史における「ブォオト」概念の成立(1)

4
-
c
]
同門戸
O
ロ
auロロ門日巾〈。一叶門同巾

]
d
o
g
B巾
巾
ロ
由
。
丘
公
m)
を
構
成
す
る
、

道
徳
秩
序
に
対
す
る
侵
害
を
想
定
し
て
い
る
と
し
た
。
彼
は
こ
の
よ
う
に

「
フ
ォ
オ
ト
」
を
非
行
・
準
非
行
の
一
般
的
要
件
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
だ

が
、
こ
の
場
合
の
寸
フ
ォ
オ
ト
」
も
従
来
の
「
定
型
化
さ
れ
た
フ
ォ
オ
ト
」

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
、
彼
の
民
事
責
任
論
全
体
は

依
然
と
し
て
従
来
の
平
均
的
な
枠
組
に
従
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

同
コ
ル
メ
・
ド
ゥ
・
サ
ン
テ
ル
の
説
明
は
非
常
に
簡
単
で
あ
る
が
、

非
行
・
準
非
行
の
成
立
要
件
は
、
①
違
法
な
行
為
、
②
行
為
の
非
難
性
(
帰

責
性
)
、
③
損
害
を
及
ぽ
す
行
為
、
で
あ
り
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
は
違
法
性
と
帰

責
性
の
判
断
基
準
で
あ
る
。
彼
も
ま
た
「
フ
ォ
オ
ト
」
自
体
を
論
じ
て
は

し
な
し
。

川
町
後
期
註
釈
学
派
に
属
す
る
ボ
オ
ド
リ
H
ラ
カ
ン
テ
ィ
ヌ
リ
H
パ
ル

ド
は
、
す
で
に
註
釈
学
派
の
平
均
的
枠
組
か
ら
離
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
非
行
・
準
非
行
の
成
立
要
件
は
、
①
違
法
な

行
為
、
②
そ
の
行
為
に
つ
い
て
の
行
為
者
へ
の
帰
責
性
、
③
そ
の
行
為
に

よ
り
惹
起
さ
れ
た
損
害
、
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
非
行
性
を
「
法
律
に
よ
っ

て
許
さ
れ
な
い
こ
と
」
と
解
し
、
寸
フ
ォ
オ
ト
」
を
帰
責
性
に
関
連
し
て
論

じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
帰
責
性
は
、
行
為
(
由
巳
巾
)
が
自
由
な
意
思

(ER

g-。
Rm--可
巾
)
か
ら
生
じ
た
こ
と
を
前
提
と
し
、
そ
の
行
為
が
「
ブ
オ

オ
ト
」
を
構
成
す
る
た
め
に
は
そ
の
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
「
自
由

な
意
思
」
の
前
提
も
、
狂
人
や
分
別
の
な
い
子
供
の
無
責
を
考
慮
し
て
い

る
こ
と
が
文
脈
上
明
ら
か
で
あ
り
、
「
行
為
L

が
フ
ォ
オ
ト
を
構
成
す
る
と

い
う
よ
う
に
フ
ォ
オ
ト
を
行
為
の
態
様
と
捉
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
従
来

の

J
疋
型
化
さ
れ
た
フ
ォ
オ
ト
」
を
彼
ら
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
と
い
う

理
解
の
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
他
面
、
彼
ら
は

非
行
と
準
非
行
の
「
プ
オ
オ
ト
L

を
一
般
的
に
捉
え
て
(
貯
ロ
芯
忌

rE巾]]巾

。ロ

E
E
}
}巾
ロ
ロ
巾
)
、
「
非
行
あ
る
い
は
準
非
行
の
ブ
オ
オ
ト
は
、
法
律
に

よ
っ
て
制
裁
を
加
え
ら
れ
る
、
一
般
的
な
義
務
に
対
し
て
欽
け
た
と
こ
ろ

が
あ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
定
義
を
与
え
、
従
来
の
定
型
化
さ
れ
た
「
フ
ォ

オ
ト
」
の
諸
類
型
に
よ
る
説
明
も
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
す
で
に
、
彼

ら
が
サ
レ
イ
ユ
や
プ
ラ
ニ
オ
ル
と
時
代
を
同
じ
く
す
る
こ
と
と
無
関
係
と

は
思
わ
れ
な
い
。

出
同
じ
く
後
期
註
釈
学
派
の
ユ
ク
は
、
不
法
行
為
を
非
行
と
準
非
行

と
に
分
け
、
非
行
に
関
し
て
は
刑
事
上
の
そ
れ
と
民
事
上
の
そ
れ
と
に
分

け
て
対
比
し
て
論
じ
て
い
る
点
は
従
来
の
考
え
方
と
同
じ
で
あ
り
、
基
本

的
に
は
ポ
チ
エ
の
枠
組
み
に
拠
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
「
フ
ォ
オ

ト
」
の
理
解
に
つ
い
て
は
若
干
特
異
な
存
在
と
考
え
る
余
地
が
あ
る
よ
う

な
の
で
、
多
少
立
ち
入
っ
て
紹
介
し
て
お
く
。

彼
は
、
非
行
に
関
し
て
、
す
な
わ
ち
、
二
二
八
二
条
に
関
し
て
、
寸
フ
オ
'

オ
ト
L

に
言
及
し
て
い
る
(
ロ
B

怠ω

巾
門
品
定
)
が
、
ま
ず
、
民
事
上
の

北法41(5-6・573)2619
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非
行
を
刑
事
上
の
非
行
と
区
別
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
[
民
事
上
の
非
行
]
は
、
私
人
の
利
益
の
侵
害
お
よ
び
賠
償
債
務
を
前

提
と
し
て
い
る
の
で
、
非
行
と
い
う
性
格
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
そ
の

侵
害
と
い
う
具
体
化
し
て
い
る
行
為

(
Z
E
X
Bえ
母

互

母

B
2
m

i
♀
丘
町
。
ロ
)
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
行
為
が
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
、

す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
有
し
て
い
る
責
任
を
も
た
ら
す
精
神
の
命
令
の
ひ

と
つ
の
要
素
(
ロ
ロ
巾

p
c
F
n噂
巾
丘
町

e
z
aピロ
2
m
g
o
E
骨

-
6丘
5

5
R回
二
日
目
)
出
。

E
一
三
吋
巾
唱
。
ロ
凹
出
σ巳
広
己
目
で
白

m
g門
)
の
結
果
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。
L

そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
帰
責
性

(EHH)己
g
玄

Em)
の
要
素
で
あ
る
と
し
て
、

こ
れ
ら
の
要
素
が
い
か
な
る
要
素
の
下
に
存
在
す
る
か
の
検
討
に
移
っ
て

い
く彼
に
よ
れ
ば
、
非
行
を
構
成
す
る
諸
要
素
を
確
定
す
る
こ
と
に
戸
公

q'

E
E巾
吋
)
、
こ
の
非
行
の
要
件
に
関
す
る
主
要
な
難
点
が
あ
る
の
で
あ
り
、

そ
の
理
由
は
、
二
二
八
二
条
が
そ
の
点
に
つ
い
て
条
文
上
二
つ
の
こ
と
し

か
知
ら
せ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。
ユ
ク
は
、
そ
の
二
つ
の
要
素
を
事
実

上
の
要
素
と
主
観
的
要
素
に
分
け
て
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

「
1

[
一
つ
は
]
事
実
上
の
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
は
損
害
を
及
ぼ
す
行

為
で
あ
る
(
}
巾
貯
洋
号
ヨ
包
括

g宮
内
)
。
た
だ
し
、
単
な
る
不
作
為
(
失

念
宮
印
日
目
立

m
o
s
s
-
g目
。
ロ
)
は
、
失
念
さ
れ
た
行
為
を
為
す
債
務
が
存

在
し
た
か
ぎ
り
で
し
か
責
任
を
も
た
ら
さ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

2
[第
二
の
も
の
は
]
主
観
的
要
素
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
フ
ォ
オ
ト
で

あ
る
。
」

北法41(5-6・574)2620

さ
ら
に
続
け
て
、
彼
は
寸
ブ
オ
オ
ト
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

「
フ
ォ
オ
ト
は
、
許
さ
れ
ざ
る
行
為
(
不
法
・
違
法
な
行
為
ロ
ロ
出
口
Z

E
一
円
宮
川
)
を
犯
そ
う
と
す
る
意
図
に
、
あ
る
い
は
実
行
さ
れ
る
行
為
が
持

つ
非
行
と
い
う
性
格
を
知
っ
て
い
る
こ
と
に
、
あ
る
い
は
最
後
に
、

(
そ
の
行
為
の
)
諸
帰
結
ま
た
は
そ
の
性
格
に
気
づ
か
な
い
こ
と
に
つ
き
犯

し
た
悌
怠
に
存
す
る
の
で
あ
る
(
戸
阿
佐

c
g
n
o
g
-
m
R
己
出
口
出
コ
P

Z
三
宮
口
骨

2
5
5
2
H
2
5
白
門
広
三
一
円
一

F
O
Z
E
E
-白
g
ロロ同町・

8
5巾
己

2
2
3
2町
g
門広

]HnE巾]∞門
-
z
p
x
同門

8
5℃
]
「
。
ロ
巾
口
町
一
口

E
S
一回口

mmzm巾
ロ
ロ
凸
凹
で

Oロ
白
ヨ
目
的
防
ロ
巾
吉
田
巾
ロ
仏

mnCC41H-
一巾印

円。ロ

mmomロ円。印

OC
印巾印門担吋白円丹市黒山田
)

O

L

こ
の
こ
と
か
ら
、
ユ
ク
に
お
い
て
は
、
「
フ
ォ
オ
ト
L

が
主
観
的
に
、
意

思
(
心
理
状
態
)
と
し
て
、
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
が
、
彼
は

さ
ら
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
意
思
の
(
持
つ
)
非
行
と
い
う
要
素
は
、

行
為
そ
れ
自
体
の
非
行
と
い
う
性
格
か
ら
生
ま
れ
る
(
由
来
す
る
)
の
で
あ

り
(
円

6
m
g町
三
円
笹
山

n
E巳
骨

E
〈
O}OD鼠
色
町
ユ
〈
巾
己
ロ

g門出向
5
5

門
呂
町
三
口
氏
号
で
印

2
O
E
-
-
B巾
Bm)
、
し
た
が
っ
て
、
当
該
行
為
(
考
察
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さ
れ
た
行
為
)
が
そ
れ
自
体
と
し
て
潔
白
(
無
実
宮
口
。

ng乙
で
あ
る
場

合
に
は
、
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
持
っ
た
意
図
(
吉
芯
E
Zロ
)
も
そ

れ
自
体
同
様
に
潔
白
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
私
が
注
意
を
促
す
こ
と

は
、
二
二
八
二
条
は
、
具
体
化
し
た
行
為
を
損
害
を
及
ぽ
す
行
為
と
し
て

し
か
指
し
示
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
人
に

対
し
て
損
害
を
惹
起
し
う
る
行
為
は
全
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
法
に
反

す
る
行
為
で
あ
る
(
巾
口
一
巳

B
m
g
m
w
Cロ
p
x
gロ
昨
日
町
巾
白
己
骨
三
円
)

と
、
そ
し
て
ま
た
、
ブ
ォ
オ
卜
と
は
、
(
人
・
自
分
が
)
企
画
す
る
行
為
か

ら
、
損
害
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
[
人
が
]
知
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
あ
る

(
S
F
E巾

g
D包
印
芯
卸
印
白
〈
O
町
心
己
」
]
官
三

み
2
1
2
仏

0
5
5回
想
号
で
R
5
3
z
v
o口
町
三
耳
切
『

g己
)
と
い
う
推
論
を

せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
」

以
上
か
ら
考
え
て
、
ユ
ク
に
お
け
る
寸
プ
オ
オ
ト
」
の
観
念
は
、
行
為

者
の
心
理
状
態
で
あ
る
こ
と
が
比
較
的
明
瞭
に
表
れ
て
い
る
点
は
註
釈
学

派
の
中
で
も
特
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
、
行
為
か

ら
判
断
さ
れ
る
「
フ
ォ
オ
ト
」
で
あ
る
か
ら
、
行
為
者
の
外
的
様
態
を
問

題
に
し
て
い
る
と
い
う
理
解
も
成
立
つ
点
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ

〉つノ。
同
こ
れ
ま
で
、
註
釈
学
派
に
お
け
る
不
法
行
為
論
と
そ
こ
に
お
け
る

「
フ
ォ
オ
ト
L

の
位
置
付
け
と
概
念
を
概
観
し
た
が
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
不

法
行
為
論
は
、
論
者
に
よ
り
様
々
で
あ
り
、
一
応
平
均
的
な
ポ
チ
エ
以
来

の
枠
組
み
が
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
よ
う
。
「
ブ
オ

オ
ト
」
論
に
関
し
て
も
、
不
法
行
為
の
成
立
要
件
の
中
で
帰
責
(
あ
る
い

は
責
任
能
力
)
の
問
題
に
位
置
づ
げ
ら
れ
る
の
が
多
数
説
と
い
え
よ
う
が
、

そ
の
「
フ
ォ
オ
ト
」
概
念
自
体
に
つ
い
て
は
、
民
事
責
任
の
基
礎
と
し
て

考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
確
固
と
し
た
統
一
概
念
に
は
練
り
上
げ
ら
れ

て
お
ら
ず
、
ロ
オ
マ
法
、
ド
マ
、
ポ
チ
エ
以
来
の
、
「
無
思
慮
L

、
「
僻
怠
」

等
の
個
別
に
類
型
化
さ
れ
た
「
ブ
オ
オ
ト
L

概
念
に
固
執
し
て
い
る
状
態

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
こ

で
は
、
主
観
的
責
任
論
と
は
い
え
、
心
理
状
態
と
い
う
よ
り
も
、
(
社
会
的
、

道
徳
的
な
)
義
務
に
対
す
る
違
反
と
い
う
行
為
の
外
的
な
態
様
が
念
頭
に

お
か
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(
位
)
一
九
世
紀
半
ば
の
平
均
的
な
理
解
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
レ
ぺ

ル
ト
ワ
ア
ル
が
有
用
と
考
え
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
を
墓
に
整
理
し
た
。

以
下
の
も
の
を
参
照
し
た
。

H・
)
円
)
白

-zp
』
ロ
ユ
∞
℃
門
戸
包
巾
ロ
円
巾
の
mロ
mH・印
-
P
H
N
m
円)巾
HI件。一門町

民民山門町
O
門出
A
己
巾
巾
片
田
-
℃
グ
田
σ
m
t
D
C巾門同巾

-mm日
m
w
-

同片山。ロ門田内門
Hon-け吋{ロ巾

巾門広巾]ロ江田沼『ロ門凶巾口口巾・

g
g巾
M
M
M口
u
p
同
∞
印
∞
司
白
ユ
∞
・

〈月間
wω
同点
)Zω
〉
∞
-
F
円、同時
V

匂・

N
由

ω

2

g・
(
以
下
同
)
巳
E
P

HNmH)
巾『円
o-
『
タ
〈
河
内
出
℃
。
ロ
印
国
σ
一
口
忠
〉
で
引
用
す
る
)

北法41(5-6・575)2621



研究ノート

ど
り
白
口
。

N
L己
0
5・
ω
Z
H
)
円)-mg巾ロ
F
E
B巾
以
〈
w

H

∞
申
吋
司
白
ユ
印
ゆ

〈
HN開
ωHVCZω
〉
∞
-
口
、
吋
田
川
〉
匂
・
九
日
酌
ω

2

8
・
(
以
下
ロ
巳
-
o
p

∞己旬開
)
}
m
g
g
F

〈M
N
g宮口回国
E
g
m〉
で
引
用
す
る
)

ω
・
)
〉

-
n白同・日)巾口広巾
H

・
C-
司同・市川「
a
o口
出
口
己
ロ

ω白
百
円
唱
団
o
z
m
}
白

門出
z
n巴
。
ロ
門
ぽ
開
弘
司
ロ
丘
町
マ
出
町
円
HH戸山口
P
H
N巾
ncoロ
m
mロ
mH・白]己角川回

目
。
2
h
w
己
巾
印
印
吋
吋
巾
門
m
m
w
門
〕
。
己
口
出
-
仏
口
問
)
即
]
即
日
少
河
m同
)
巾
ユ
包
括

m
mロ
巾
吋
色
白
-
℃
町
田
Hum巴
A
C
巾
弘
己
仏
門
O
X
同日ロ
m同町
w

円。ョ巾

M
M
}ハロ・

ω
一BMJHμ
釦
H

・2
5
0
y

〈岡山
HWωHUCZω
〉切口、目、
H
m
(
V
-
J
-
H
F円山〉

円
)
・
吋
呂
町
片
目
的
(
以
下
回
県
予
定
也
巾
吋
件
。
一
円
ク
〈
河
内
田
宮
口
出
血
σ口一円
m

c
i
z一
〉
で
引
用
す
る
)
2
Z
B巾
M
M
Uロ
ロ
・
包
括
M
N

可
同
ユ
∞
昌
宏
w

〈
HN開
∞
旬
。
zω
〉
∞
-
口
、
吋
開
閉
ν帥

Z
〉円[〉℃
-H
巾
仲
間
印
・
(
以
下
回
5
M
J

mm宮
ユ

o-2・
〈
河
巾
凹
℃
O
ロ
回
同
窓
口
広
℃
皆
同
日
巾
〉
で
引
用
す
る
)

(
時
)
こ
こ
で
の
三
要
件
、
損
害
(
仏
O
B自
由
m
m
)
、
違
法
性
(
ロ
ロ
ロ
m
x
m
)
、

有
責
性

(
E
6
E
S
E
-
-広
)
は
専
ら
一
八
三
二
条
冒
頭
の
〈
寸
O
丘町田一昨

心ロ巾一円。ロ

β
5〉
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
の
整
理
は
ド
ゥ

モ
ロ
ム
プ
、
オ
ウ
ブ
リ
l
ロ
ォ
、
ロ
オ
ラ
ン
、
ム
ル
ラ
ン
、
ボ
オ
ド

リ
ー
ラ
カ
ン
テ
ィ
ヌ
リ

1
パ
ル
ド
等
の
主
要
な
体
系
書
を
参
考
に

し
た
。

(
付
)
こ
の
点
は
、
前
註
引
用
の
体
系
書
の
他
、
デ
ュ
ラ
ン
ト
ン
、
ス
ル

ダ
等
も
民
事
上
と
刑
事
上
の
非
行
・
準
非
行
を
対
比
し
つ
つ
論
ず
る

の
を
常
と
す
る
の
で
あ
え
て
付
加
し
た
。
な
お
、
野
田
「
フ
ォ
オ
ト
」

論
文
二

O
頁
以
下
参
照
。

さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
は
、
小
野
清
一
郎
(
プ

ラ
ン
ス
語
刑
法
学
に
お
け
る
責
任
論
L

(

一
)
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
九
八

号
(
一
九
六
四
年
)
一

O
頁
以
下
、
(
二
)
同
二
九
九
号
(
同
年
)

四
八
頁
以
下
、

G
-
ス
テ
フ
ア
ニ
、

G
・
ル
プ
ァ

1
ル、

B
-
プ
1

ロ
ッ
ク
著
津
登
俊
雄
、
津
登
佳
人
、
新
倉
修
訳
「
フ
ラ
ン
ス
刑
事

法
[
刑
法
総
論
]
』
(
成
文
堂
一
九
八
一
年
)
と
く
に
一
六
四
頁
以
下
。

一
九
世
紀
の
刑
事
責
任
論
に
つ
い
て
は
、
平
野
泰
樹
「
フ
ラ
ン
ス
の

刑
事
責
任
(
一
)
|
|
オ
ル
ト
ラ
ン
の
責
任
論
|
」
園
学
院
大
学

大
学
院
紀
要
一

O
号
こ
九
七
八
年
)
一
二
九
頁
以
下
、
同
「
フ
ラ

ン
ス
の
刑
事
責
任
(
二
)
|
|
新
古
典
主
義
の
成
立
過
程
と
刑
罰
論
L

(
1
)
園
学
院
法
政
論
叢
第
二
輯
(
一
九
八
一
年
)
一
七
一
頁
以
下
、

(
2
)
同
第
三
輯
こ
九
八
二
年
)
一
七
二
頁
以
下
、
同
「
フ
ラ
ン

ス
刑
法
に
お
け
る

2
-
E
E志
の
諸
相
」

(
1
)
歯
学
院
女
子
短
期

大
学
紀
要
第
二
号
ご
九
八
三
年
)
九
七
頁
以
下
、

(
2
)
同
第
三

号
(
一
九
八
四
年
)
八
三
頁
以
下
、
江
口
三
角
「
フ
ラ
ン
ス
新
古
典

派
の
刑
法
思
想
」
守
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
』
第
一
巻
(
有

斐
閣
一
九
八
三
年
)
五

O
頁
以
下
、
上
野
芳
久
寸
フ
ラ
ン
ス
刑
法

と
過
失
ー
ー
そ
の
予
備
的
考
察
|
|
」
園
学
院
法
政
論
叢
第
六
輯

(
一
九
八
六
年
)
八
六
頁
以
下
、
と
く
に
、
刑
事
責
任
と
民
事
責
任

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
上
野
芳
久
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
刑
事
過

失
と
民
事
過
失
L

(

二
国
学
院
法
政
論
叢
第
七
輯
(
一
九
八
六
年
)

五
九
頁
以
下
、
(
二
)
同
第
八
輯
(
一
九
八
七
年
)
四
五
頁
以
下
参

照
。
な
お
、
最
後
の
、
刑
事
責
任
と
民
事
責
任
と
の
関
係
に
つ
い
て

の
上
野
論
文
(
二
)
八

O
頁
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
過
失
の
定
義
規

北法41(5-6・576)2622
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定
が
な
く
、
い
く
つ
も
の
過
失
形
態
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
状

況
を
フ
ラ
ン
ス
実
定
法
上
の
特
殊
性
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ

の
点
は
注
目
に
値
す
る
。

(必
)
U包
EN--NmH)巾
HIE-円巾
w
〈同州巾加古。ロ印同ぴ己芹
m〉ロ。

N日

(
M

叩
)
広
巾
5
・〈
m
g
H
5ロ印回
σ宗
門
巾
〉
口
。
∞
∞
・
同
書
は
、
「
準
非
行
が
存
在

す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
フ
ォ
オ
卜
で
あ
る
か

L
E
F
-
-

2
0

虫

2
g
)
と
題
し
て
、
さ
ら
に
フ
ォ
オ
卜
に
関
し
て
、
(
判

例
を
)
類
型
ご
と
に
分
け
て
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ブ
オ

オ
ト
と
は
、
①
積
極
的
行
為
(
町
長
吉
田
一
三
権
利
行
使
)
、
②
無
思

慮
(
百
℃

E
号
ロ
ロ
巾
)
、
③
悌
怠
な
い
し
不
作
為
(
コ
mmロ
m
g
n
m
。
c

c
g
B
E
oロ
)
で
あ
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
ブ
ォ
オ
ト
の
(
非
行
を

も
含
め
た
)
包
括
的
定
義
は
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(
幻
)
呂
田

ri--巾
咽
〉
口
問
]
可
印
巾

E
g
o
E
r
r
-白
色
印
ロ
ロ
回
目
印
。
ロ
仏
ロ

(い

O門凶巾わ一〈{]白ロ

(UCロ印巾一
-
q
m円山?門・
ωwNom己・]{∞
C

叶匂]{∞山山内門

出
的
・

(

日

切

)

吋

O
z
-
-
-
2
1
ロ
ロ
〈
巾
吋
尚
一
巾
タ
円
巾
弘
司
o
x
n
-
i
-

出口-〈白ロ円
]
.
0
円円凶円
A
U

己
z
n。仏
mu-TH]ケ
ロ
。
]
戸
ωlHH印・

(
的
)
吋
，

o
c
-
-
-
2
1
ロロ
4-
巾南町巾
F

ロ
。
己
申
・
新
聞
論
文

(H)
②
一
七

頁
以
下
参
照
。

(
印
)
、
H，
o
c
-
-
-
q
l
o
c
J
H
R
m
H
2・
ロ
。
己
申
一

(
日
)
ロ
ロ

E
口同
o
p
n。
z
g
丸
町
己
H・c~門町
E
口
明
白
政
印
戸
山
町
〈
白
ロ
門
}
巾
円
。
仏
町

円
一
三
「
円
〈
ロ
戸
品
。

m己・

5
主

w口。

guw
匂・

2
∞

(臼
)
U
Z
E
ロ
Z
P
ロ。品甲山
y

日)・白∞坦

片
岡
i

白
口
同
曲
目
的

(
臼
)
ロ
ロ
司
白
HMgp
ロ。吋

HNw
同)・

su・

(
M
)
〉ロ
σ円
山
、
旦
初
出
F
円
。
己
吋
印
【
凶
巾
己
吋
O
R
n
一
三
-
明
日
ロ
m白
F
A
F
m己・

同∞ご
-
F

門
戸
〉
間
食
品
巾
門
町
立
町
・

(
日
)
〉
ロ
σ「
可
巾
門
間
山
田
F
申
立
A
Y
U

吋印印・

(
回
)
〉
ロ
σ弓
巾
門
別
白
F
町
立
少
匂
・

2
一
ア
申
立
A
Y

同)・叶

2
2
8・

(
日
)
冨
O
R
Z
P
H
N
S
P
E
C
S
m
nユ
広
田
田
口
吋
円
巾
仏
巾
5
巳
巾
日
巾

巾
H
m
H
5
2
色
町
。
。
仏
巾

Z
白句。
}mop
∞
-
m仏
-
E
S目
寸
戸
口
0
5
8・

匂・∞∞
φ

新
聞
論
文

(H)
②
二

O
頁
参
照
。

(臼

)
ζ
O
R
-
o
p
ロ
。
尽
き

U
-

∞虫

(
印
)
冨
O
R
-
c
p
ロ。

5
8・
℃
・
混
血
巾
同
凹
・

(
印
)
忌
O
R
-
o
p
D
0
5
U
H
℃
・
∞
∞
吋
一
「
フ
ォ
オ
ト
は
、
そ
れ
が
損

害
を
及
ぼ
す
も
の
で
な
け
れ
ば
、
少
し
も
義
務
を
負
わ
せ
な
い
。
例

え
ば
、
狩
猟
で
、
私
が
あ
な
た
の
馬
を
殺
す
意
図
で
射
っ
た
。
し
か

し
、
命
中
し
な
か
っ
た
。
私
は
あ
な
た
に
い
か
な
る
損
害
賠
償
の
義

務
も
負
わ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
私
は
い
か
な
る
損
害
も
あ
な
た
に
与
え

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

フ
ォ
オ
ト
は
、
行
為
者
が
意
図
を
も
っ
て
損
害
を
与
え
た
場
合
に

非
行
で
あ
り
、
[
意
図
の
な
い
]
反
対
の
場
合
に
準
非
行
と
な
る
。

要
す
る
に
、
三
つ
の
要
件
が
同
時
に
生
じ
た
場
合
に
し
か
、
非
行

あ
る
い
は
準
非
行
は
存
在
し
な
い
。
人
の
不
満
を
い
う
行
為
が
、
①

違
法
で
あ
る
こ
と
、
②
そ
の
行
為
者
に
帰
せ
し
め
う
る
こ
と
、
③
損

害
を
及
ぼ
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
」

こ
こ
に
付
け
ら
れ
た
表
題
が
「
フ
ォ
オ
ト
は
す
べ
て
義
務
を
負
わ
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せ
ら
れ
る
の
か
」
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は

「
フ
ォ
オ
卜
」
と
い
う
行
為
が
す
べ
て
非
行
あ
る
い
は
準
非
行
に
あ

た
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、

「
フ
ォ
オ
ト
」
は
非
行
あ
る
い
は
準
非
行
よ
り
も
広
い
と
考
え
ら
れ

る
が
、
新
聞
論
文
(
日
)
二

O
頁
に
「
ム

l
ル
ロ
ン
は
・
・
・
他
人

に
損
害
を
与
え
る
行
為
全
て
が
フ
ォ

1
ト
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い

と
す
る
。
」
と
し
て
い
る
点
、
あ
る
い
は
右
に
挙
げ
た
三
要
件
が
満

足
さ
れ
た
場
合
に
限
り
ブ
ォ
オ
ト
が
あ
る
と
し
て
い
る
点
は
誤
解

と
忠
わ
れ
る
。
ム
ル
ロ
ン
に
お
い
て
は
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
は
行
為
で

あ
る
が
、
権
利
の
通
常
の
行
使
で
は
な
い
点
で
あ
ら
ゆ
る
「
行
為
」

よ
り
も
狭
く
、
損
害
を
及
ぽ
さ
な
い
行
為
も
含
む
点
に
お
い
て
非
行

あ
る
い
は
準
非
行
よ
り
も
広
い
「
行
為
」
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
理

解
す
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
ム
ル
ロ
ン
の

寸
ブ
オ
オ
ト
」
の
位
置
付
け
は
、
註
釈
学
派
に
お
い
て
は
特
異
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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ス
ル
ダ
を
引
用
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
「
ブ
オ
オ
卜
」
と
は
結
局
行

為
を
為
す
権
利
の
な
い
こ
と
と
損
害
を
防
止
す
べ
き
義
務
を
怠
っ

た
こ
と
を
い
う
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
心
理
問
題
で
は
な
く
行
為
の
客

観
的
性
質
で
決
ま
る
旨
指
摘
し
て
い
る
。
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(
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2
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関
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仏
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∞
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4
。一吋

m
mロ
m吋白]印白ロ
n
z
oロロ
m
匂
同
門
]
同
一
o
r

そ
の
箇
所
に
付
さ
れ
た
註
に
お
い
て
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
第
一
論
文

と
概
説
書
を
引
用
し
て
い
る
。

(η)
出口
n
-
n
0
5
5巾ロ
g
H
R
P
m
o
ュρ
ロ
巾
除
問
)
吋
白
巳
o
c
m
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h
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昨
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以
w
H
ν
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口。品
O
N
2
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花
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出
R
W
ロ
。
品
。
少
同
)
・
印
忠
一
野
田
寸
フ
ォ
オ
ト
」
論
文
一
一
ご
頁

註
(
一
)

(
乃
)
出
己
門
唱
ロ
。
品
。
デ
同
)
・
日

2
・

(
制
)
出
口
円
・
ロ
。
品
言
"
℃
印
2
1
E印

補
論
|
|
「
物
・
他
人
の
所
為
に
基
づ
く
責
任
L

論

次
に
、
サ
レ
イ
ユ
と
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
議
論
に
移
る
前
に
、
彼
ら
の
議
論

と
関
係
す
る
範
囲
で
、
一
三
八
四
条
の
寸
物
の
所
為
に
基
づ
く
責
任
(
一
項
、

後
の
無
生
物
責
任
ご
と
「
他
人
の
行
為
に
基
づ
く
責
任
(
こ
こ
で
は
と
く
に

三
項
の
主
人
・
使
用
者
の
責
任
)
」
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。

付
一
三
八
四
条
一
項
末
尾
の
寸
自
己
の
保
管
下
に
あ
る
物
の
所
為

(
同
色
丹
)
に
よ
り
惹
起
し
た
損
害
」
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
う
と
い
う
文
言

に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
一
一
二
八
四
・
二
二
八
五
条
は
草
案
で
は
一
ヵ
条

に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
後
続
の
二
項
以
下
の
「
他
人
の
所
為
に

基
づ
く
責
任
」
と
「
動
物
所
有
者
の
責
任
」
の
前
触
れ
的
規
定
で
あ
る
と

い
う
の
が
一
般
的
理
解
で
あ
り
、
「
物
の
所
為
に
基
づ
く
責
任
」
の
一
般
的

規
定
と
し
て
独
立
し
た
存
在
価
値
を
持
っ
と
す
る
の
は
ロ
オ
ラ
ン
の
少
数

説
で
あ
っ
た
。

口
寸
他
人
の
行
為
に
基
づ
く
責
任
」
に
関
す
る
一
三
八
四
条
の
規
定

は
、
ド
マ
の
影
響
の
強
い
不
法
行
為
に
関
す
る
規
定
の
中
に
あ
っ
て
異
色

で
あ
り
、
ポ
チ
エ
の
影
響
が
決
定
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

川
ポ
チ
エ
は
彼
の
『
債
務
論
』
の
非
行
・
準
非
行
に
関
す
る
項
で
既

に
「
他
人
の
行
為
に
関
す
る
責
任
」
に
関
し
て
一
般
的
に
述
べ
て
い
た
。

彼
は
そ
こ
で
父
・
母
・
後
見
人
・
(
家
庭
)
教
師
の
子
供
の
行
為
に
つ
い
て

の
責
任
と
主
人
の
使
用
人
・
労
働
者
の
行
為
に
つ
い
て
の
責
任
と
を
分
け
、

前
者
に
つ
い
て
は
、
監
護
責
任
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
父
母
ら
が

子
供
ら
の
非
行
・
準
非
行
を
妨
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
に
か
か
わ
ら

ず
そ
れ
を
し
な
い
場
合
に
は
そ
れ
を
理
由
と
し
て
責
任
を
負
い
そ
れ
が
不

可
能
な
場
合
に
は
免
責
さ
れ
る
、
と
定
式
化
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
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に
つ
い
て
は
、
使
用
人
・
労
働
者
の
非
行
・
準
非
行
が
職
務
の
執
行
に
お

い
て
行
な
わ
れ
た
以
上
は
、
主
人
の
面
前
で
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
場

合
と
い
え
ど
も
、
主
人
は
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
厳
格
に
定
式

化
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
主
人
の
責
任
の
根
拠
は
寸
選
任
上
の
過
失

(
町
三
宮
芯
ミ
除
問
誌
、
。
一
自
由
巳
〈
由
回
目
円
y
o
w
)
」
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
ポ

チ
エ
の
意
識
に
お
い
て
は
そ
の
厳
格
な
責
任
は
「
職
務
の
執
行
」
に
限
定

さ
れ
て
い
た
。

同
こ
の
よ
う
な
ポ
チ
エ
の
論
述
に
従
っ
て
二
ニ
八
四
条
は
起
草
さ
れ

た
。
立
法
委
員
、
弁
士
等
の
立
法
理
由
説
明
に
よ
れ
ば
、
主
人
が
使
用
人
・

被
用
者
の
非
行
・
準
非
行
を
妨
げ
え
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
免
責
さ
れ
な
い
厳
格
な
規
定
の
根
拠
は
、
基
本
的
に
ポ
チ
エ
の
見

解
に
従
い
「
誤
っ
た
選
任

(
5
2〈包凹
n
g
w
)
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の

他
、
「
監
督
不
十
分

E
m
p
E
骨

2
2巴
E
R巾
)
」
と
い
う
理
由
づ
け
、

(
剖
)

報
償
責
任
的
な
理
由
づ
け
、
保
証
の
責
任
と
い
う
理
由
づ
け
も
散
見
さ
れ

る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
「
誤
っ
た
選
任
」
・
「
監
督
不
十

分
」
も
ロ
オ
マ
法
以
来
の
「
選
任
上
の
過
失
」
・
「
監
督
上
の
過
失
(
円
三
百
-

s
i
m
H
Eロ仏
O
)
」
と
い
う
ク
ル
パ
の
類
型
を
受
け
継
い
だ
定
型
化
さ
れ
た

「
フ
ォ
オ
ト
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

付
註
釈
学
派
に
お
い
て
は
、
「
他
人
の
行
為
に
基
づ
く
責
任
L

は
不
法

行
為
の
一
般
原
則
(
一
三
八
二
・
二
二
八
三
条
)
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な

く
、
選
任
あ
る
い
は
監
督
に
つ
い
て
の
自
己
責
任
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

一
般
原
則
と
区
別
さ
れ
る
点
は
、
「
フ
ォ
オ
ト
の
推
定
(
胃

mgBH邑
oロ
骨

P
E巾
)
」
で
あ
る
。
問
題
は
、
第
一
に
そ
の
「
フ
ォ
オ
ト
の
推
定
」
の
法
的

性
質
が
何
で
あ
る
か
、
第
二
に
そ
れ
を
基
礎
付
け
る
責
任
の
根
拠
は
何
か
、

と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
学
説
は
父
・
母
・
教
師
・

親
方
に
課
さ
れ
る
そ
れ
を
「
(
免
責
の
た
め
の
)
反
証
を
許
す
推
定

(胃

m
g
B宮山
O
ロ
L

ミ
ミ
的
芯
ミ
ど
さ
)
」
、
主
人
・
使
用
者
に
-
課
さ
れ
る
そ
れ

を
「
(
免
責
の
た
め
の
)
反
証
を
許
さ
な
い
推
定
・
覆
し
え
な
い
推
定

(胃

m
g目
立
芯
ロ
冶
ミ
的

h
H
S
Vミ
一
匂
吋
巾
凹

o
g℃
巳
C
口
町
広
『

g
m白豆巾)」

と
解
す
る
こ
と
に
一
致
し
て
い
た
。
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
学
説
は
、

父
・
母
・
教
師
・
親
方
の
責
任
の
根
拠
は
「
監
督
不
十
分
(
忌
岡
田
三
号

E
3巾
己
]
同
ロ
門
巾
)
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
一
致
し
て
い
た
が
、
主
人
・

使
用
人
の
責
任
の
根
拠
に
関
し
て
は
二
つ
に
分
か
れ
て
い
た
。

こ
の
「
(
免
責
の
た
め
の
)
反
証
を
許
さ
な
い
フ
ォ
オ
ト
の
推
定
L

を
課

さ
れ
る
主
人
・
使
用
者
の
責
任
の
根
拠
が
大
問
題
で
あ
る
。
第
一
の
見
解

は
「
誤
っ
た
選
任
」
で
あ
る
と
し
こ
れ
が
通
説
と
い
え
る
。
こ
の
見
解
は

主
人
・
使
用
者
の
寸
自
由
な
選
任
(
ロ

σ
5
n
g
w
)
し
を
前
提
と
す
る
。
主

人
・
使
用
者
は
、
使
用
人
・
被
用
者
の
選
任
に
あ
た
り
、
そ
れ
ら
の
者
た

ち
の
誠
実
さ
お
よ
び
能
力
、
す
な
わ
ち
第
三
者
に
対
し
て
損
害
を
与
え
る

こ
と
な
く
職
務
を
執
行
す
る
適
性
を
有
す
る
か
否
か
を
慎
重
に
確
認
し
な
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し
た
が
っ
て
、
使
用
人
・
被
用
者
が
そ
の
「
ブ
ォ
オ
ト
自

に
よ
り
損
害
を
惹
起
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
誠
実
さ
・
職
務
執
行

能
力
を
欠
く
、
不
器
用
ま
た
は
軽
率
な
者
を
選
任
し
た
こ
と
に
「
フ
ォ
オ

ト
し
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
見
解
が
挙
げ
る
根
拠
は
、
①
ポ
チ
エ

の
見
解
、
②
立
法
者
の
理
由
説
明
、
③
す
で
に
ロ
オ
マ
法
に
も
こ
の
理
由

(
2
-
E
5
巾ロ

m
g号
)
が
存
在
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
第
一
一
の
見
解
は
、
「
誤
っ
た
選
任
」
と
並
ん
で
「
監
督

不
十
分
」
と
い
う
理
由
が
存
在
す
る
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
一
の

見
解
が
挙
げ
る
「
自
由
な
選
任
」
は
主
人
・
使
用
者
の
要
件
と
し
て
重
要

な
要
素
で
あ
る
が
唯
一
の
要
素
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
だ
け
で
は

不
十
分
で
あ
り
、
さ
ら
に
優
る
と
も
劣
ら
ず
決
定
的
な
要
素
と
し
て
「
主

人
・
使
用
者
が
使
用
人
・
被
用
者
に
対
し
て
有
す
る
指
揮
・
命
令
・
監
督

の
権
利
し
な
い
し
「
従
属
関
係
」
が
必
要
で
あ
る
。
ス
ル
ダ
は
こ
の
権
利

か
ら
第
三
者
の
利
益
の
た
め
に
、
使
用
者
が
彼
の
被
用
者
に
よ
り
惹
起
さ

れ
る
可
能
性
の
あ
る
損
害
の
発
生
を
防
止
す
る
義
務
が
生
じ
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
被
用
者
の
寸
フ
ォ
オ
ト
」
が
使
用
者
に
遡
る
の
で
あ

る
と
説
明
し
て
い
た
。

こ
の
見
解
に
は
、
実
際
の
訴
訟
で
は
、
主
人
・
使
用
者
の
家
事
使
用
人
・

被
用
者
に
対
す
る
法
律
上
の
権
限
(
指
揮
・
命
令
・
監
督
権
)
の
存
在
が
主

人
・
使
用
者
の
責
任
の
存
在
を
左
右
す
る
、
重
要
な
点
あ
る
い
は
争
点
で

け
れ
ば
な
ら
ず
、

あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

事
実
、
判
例
は
、
一
九
世
紀
の
初
め
か
ら
第
二
の
見
解
に
対
応
す
る
判

断
基
準
を
定
式
化
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
判
例
の
立
場
で
あ
る
と

い
〉
え
ヲ
。
。

以
上
が
主
人
・
被
用
者
の
責
任
に
関
す
る
学
説
で
あ
る
が
、
責
任
の
根

拠
と
し
て
「
誤
っ
た
選
任
」
は
異
論
が
な
く
、
唯
一
、
「
監
督
不
十
分
L

に

関
し
て
論
争
が
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

国
最
後
に
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
概
念
と
の
関
連
で
指
摘
を
し
て
お
け
ば
、

こ
の
「
他
人
の
行
為
に
基
づ
く
責
任
L

論
に
関
し
て
も
、
「
フ
ォ
オ
ト
L

の

前
提
で
あ
る
「
自
由
な
選
任
し
と
「
主
人
・
使
用
者
の
権
威
・
権
利
L

に

対
応
す
る
義
務
(
監
護

2
2
2
=
g
n巾
の
義
務
)
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
に
対

す
る
落
度
と
し
て
の
「
誤
っ
た
選
任
L

と
「
監
督
不
十
分
し
と
い
う
「
プ
オ

オ
ト
」
の
類
型
が
主
観
的
責
任
の
観
点
か
ら
「
軽
率
」
あ
る
い
は
「
解
怠
L

と
同
様
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
注
意
を
要
す
る
の
は
、
家
事
使
用
人
ま
た

は
被
用
者
の
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
の
発
生
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
「
定

型
的
に
」
こ
の
責
任
が
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
寸
反
証
を
許
さ
な
い
フ
ォ

オ
ト
の
推
定
し
と
い
う
法
技
術
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、

「
誤
っ
た
選
任
」
と
「
監
督
不
十
分
L

と
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
定
型
的
な

寸
フ
ォ
オ
ト
L

で
あ
る
。
し
か
も
、
ロ
オ
マ
法
以
来
の
伝
統
に
忠
実
な
学
説

に
よ
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
疑
い
の
余
地
の
な
い
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
考
え
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ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

(
剖
)
野
田
良
之
寸
自
動
車
事
故
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
民
事
責
任
法

(
こ
」
法
協
五
七
巻
(
一
九
三
九
年
)
二
号
二

O
九
頁
以
下
。

ロ
オ
ラ
ン
の
見
解
に
つ
い
て
は
詳
し
い
紹
介
が
な
い
の
で
付
加

し
て
お
く
、
円
白

Z
E
E
-
門

-
N
0
・ロ

0
8由
一
「
民
法
二
二
八
四
条
の

文
言
で
は
、
人
は
自
己
の
保
管
の
下
に
有
す
る
物
の
所
為
に
よ
っ
て

惹
起
さ
れ
た
損
害
に
つ
い
て
責
め
を
負
う
。
一
三
八
六
条
は
こ
の
原

則
を
建
造
物
に
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
建
造
物
の

所
有
者
は
、
そ
の
建
造
物
の
崩
壊
が
保
全
の
不
十
分
の
結
果
に
よ
っ

て
、
あ
る
い
は
そ
の
構
造
上
の
暇
疲
に
よ
っ
て
生
じ
た
場
合
に
は
、

そ
の
崩
壊
に
つ
い
て
責
め
を
負
う
』
と
。
こ
の
規
定
か
ら
、
あ
る
物

を
保
管
す
る
者
に
課
せ
ら
れ
る
責
任
の
本
性
吉
田
片
足
巾
)
が
理
解
さ

れ
る
。
保
全
の
不
十
分
お
よ
び
構
造
上
の
回
収
庇
が
ブ
オ
オ
ト
に
あ
た

る
。
す
な
わ
ち
、
所
有
者
が
責
め
を
負
う
の
は
こ
れ
ら
の
フ
ォ
オ
ト

の
た
め
で
あ
る
。
一
般
的
な
文
言
で
、
人
は
自
己
の
保
管
の
下
に
有

す
る
物
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
と
し
て
い
る
一
三
八
四
条
を
同
じ

意
味
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
が
責
任

を
負
う
の
は
、
私
た
ち
が
物
の
保
管
に
お
い
て
悌
怠
あ
る
い
は
無
思

慮
を
犯
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
フ
ォ
オ
ト
の
な
い
責
任

な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
原
則
の
適
用
で
あ
る
。
二
ニ
八
四
条
と
同

様
に
一
三
八
六
条
も
準
非
行
を
、
す
な
わ
ち
、
損
害
を
惹
起
し
た
者

の
悌
怠
あ
る
い
は
軽
率
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
及
ぼ
す
行
為
(
事

実
旨
芹
印
己
0
5
5印
m
g
E
B
)
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
疑
う
こ
と
は
で
き
ま
い
。
し
か
し
、
あ
る
物

を
保
管
し
て
い
る
者
が
フ
ォ
オ
ト
に
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
か
ど
う

か
は
ま
だ
分
か
ら
な
い
。
法
律
は
そ
の
難
点
を
建
造
物
に
関
し
て
は

解
決
し
て
い
る
。
法
律
は
、
建
造
物
の
所
有
者
が
そ
の
崩
壊
に
よ
り

生
じ
た
損
害
に
つ
き
責
任
を
負
う
場
合
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
原
告
が
証
明
す
べ
き
こ
と
は
何
も
な
い
。

た
だ
し
、
被
告
に
は
反
証
が
[
認
め
ら
れ
て
お
り
て
こ
れ
は
推
定

に
関
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る

a
E
u
Sロ
2
・
ロ
ロ

0
4
8戸
σs

g
E
弔
問
回
目
円
ユ
印

F
H∞吋印
w

N

岨
吋
∞
)
)
。
何
か
他
の
も
の
、
例
え
ば

爆
発
す
る
も
の
に
関
す
る
と
き
に
は
、
何
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
機
械
を
保
管
し
て
い
る
者
が
フ
ォ
オ
卜
に
あ

る
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
フ
ォ
オ
ト
の
推
定
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
原
告
に
は
損
害
の
事
実
を
除
く
と
証
明
す
べ
き
こ
と
は

何
も
な
く
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
自
身
が
非
難
さ
れ
る
べ
き
フ
ォ
オ
ト

が
な
い
こ
と
を
証
明
す
べ
き
で
あ
る
の
は
被
告
で
あ
る
。
逆
に
、

プ
オ
オ
ト
の
推
定
が
な
い
と
す
れ
ば
、
原
告
が
、
物
を
保
管
し
て
い

る
者
の
フ
ォ
オ
ト
に
よ
っ
て
損
害
が
惹
起
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
問
い
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ

る
。
破
鍍
院
は
、
民
法
二
二
八
二
条
、
一
三
八
三
条
の
一
般
原
則
を

適
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
判
決
し
た
。
す
な
わ
ち
、
フ
ォ
オ

ト
が
責
任
の
要
件
で
あ
り
、
機
械
を
保
管
し
て
い
る
者
が
フ
ォ
オ
ト
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在
犯
し
た
こ
と
の
証
明
責
任
が
原
告
に
課
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
(
棄
却
、
民
事
部
一
八
七
O
年
七
月
一
九
日
己
丘
一
。
N
・

5
p

y
g
H
)
。
同
旨
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
一
八
七
二
年
四
月
一
六
日
(
可

g
r『庄内
Y

H

∞吋
N
唱

N
-
]戸
、
日
品
)
)
。

破
段
院
は
、
二
二
八
四
条
も
一
三
一
八
六
条
も
引
用
せ
ず
、
一
三
八

三
条
を
拠
り
所
と
し
て
い
る
。
こ
の
[
二
二
八
三
条
の
]
領
域
で
は
、

先
の
問
い
に
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
し
か
し
難
点
は
、
ま
さ
し
く
、

他
人
の
行
為
に
基
づ
く
責
任
を
取
り
扱
う
一
三
八
四
条
乃
至
二
二

八
六
条
が
一
三
八
二
条
お
よ
び
一
三
八
三
条
の
一
般
準
則
を
修
正

し
て
い
る
か
否
か
を
知
る
こ
と
に
あ
る
。
破
段
院
が
、
明
白
に
、
付

け
加
え
て
い
る
こ
と
は
、
非
行
あ
る
い
は
準
非
行
に
よ
っ
て
侵
害
さ

れ
た
と
主
張
す
る
者
以
、
原
告
の
資
格
に
お
い
て
、
そ
の
旨
を
証
明

す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
証
明
を

し
な
い
場
合
に
は
、
彼
の
請
求
は
、
被
告
が
免
責
の
抗
弁
(
ロ
ロ
巾

宗
門
岳
民
C
ロ

号

ロ
σ
巾
「
丘
一
。
ロ
)
の
基
礎
と
す
る
事
実
を
証
明
す
る

ま
で
も
な
く
、
棄
却
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
損
害
を
及
ぼ
す

行
為
(
事
実
)
を
一
三
八
二
条
お
よ
び
一
三
八
三
条
で
観
る
者
に

と
っ
て
は
、
そ
れ
は
疑
い
の
余
地
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
[
し
か
し
]

蒸
気
機
関
の
爆
発
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
損
害
が
そ
れ
ら
の
規
定

の
適
用
下
に
お
か
れ
る
か
ど
う
か
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
。

破
毅
院
は
、
そ
れ
を
肯
定
的
に
判
決
し
た
三
自
己
の
被
っ
た
損

害
の
賠
償
を
訴
求
す
る
者
は
、
事
故
に
加
え
て
、
責
任
が
あ
る
と
し

て
彼
が
所
有
者
に
帰
す
る
フ
ォ
オ
卜
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
O

L

破
棄
院
が
示
す
唯
一
の
理
由
は
、
『
同
様
な
出
来
事
は
、
偶
発

事
故
あ
る
い
は
不
可
抗
力
の
結
果
で
あ
り
う
る
の
で
、
必
然
的
か
つ

そ
れ
自
体
と
し
て
、
フ
ォ
オ
ト
あ
る
い
は
被
告
の
怠
慢

(-RRぽ
)

を
意
味
し
な
い
が
故
に
、
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

実
際
、
そ
れ
は
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
破
棄
院
が
少
し
も
触
れ

て
い
な
い
法
的
な
難
点
が
あ
る
。
機
械
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
損
害

は
物
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
損
害
で
あ
り
、
こ
れ
は
直
接
的
な
準
非

行
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
三
八
四
条
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た
責
任
の

事
例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
条
文
は
法
律
が
有
責
で
あ
る
と
し

て
宣
言
し
て
い
る
者
に
対
し
て
フ
オ
オ
ト
の
推
定
を
設
げ
て
お
り
、

こ
れ
は
原
告
に
証
明
を
免
除
し
、
そ
の
証
明
の
負
担
を
被
告
に
転
換

し
て
い
る
二
三
八
四
条
が
物
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
損
害
に
つ
い

て
の
責
任
に
関
す
る
唯
一
の
法
律
の
規
定
で
あ
る
か
否
か
迷
う
こ

と
な
く
こ
の
よ
う
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
[
の
規
定
〕
、
一
三
八
六
条
が
存
在
す
る
。

こ
れ
は
、
損
害
が
建
造
物
の
崩
壊
に
よ
っ
て
生
じ
た
場
合
に
、
原
告

に
証
明
責
任
を
負
わ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
告
は
建
造
物
の
崩

壊
が
構
造
上
の
回
収
庇
あ
る
い
は
保
全
の
不
十
分
に
よ
っ
て
生
じ
た

こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
建
造
物
に
つ
い
て
は
そ
う
で

あ
る
と
し
て
も
、
一
般
に
構
造
上
の
回
収
庇
あ
る
い
は
保
全
の
不
十
分

に
よ
っ
て
同
様
に
生
じ
る
蒸
気
機
関
の
爆
発
に
つ
い
て
も
同
じ
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
?
類
似
は
明

白
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
類
似
は
一
三
一
八
四
条
に
よ
っ
て
確
立
さ
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れ
た
原
則
を
退
け
る
の
に
十
分
で
あ
ろ
う
か
?
一
三
八
六
条
か

ら
一
般
原
則
を
作
り
出
す
こ
と
は
、
一
三
八
四
条
か
ら
保
管
さ
れ
て

い
る
物
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
関
す
る
規
定
を
消
し
去
る
こ
と

で
あ
る
。
二
二
八
四
条
は
ブ
ォ
オ
ト
の
推
定
を
確
立
し
、
他
方
、
一

三
八
六
条
は
証
明
を
原
告
の
負
担
と
し
て
い
る
。
私
は
、
条
文
に
従

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
二
ニ
八
四
条
は
一

般
準
則
と
し
て
維
持
し
、
二
二
八
六
条
を
建
造
物
に
し
か
適
用
す
る

べ
き
で
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
解
釈
は
さ
ら
に
衡
平
や
諸
事
実
と
も

調
和
す
る
。
機
械
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
事
故
は
日
常
的
で
あ
り
、

そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
機
械
の
不
完
全
さ
か
ら
(
プ
リ
ユ
ツ
セ
ル
、
一
八
七

三
年
一
月
一
二

H
H
v
g片ユ印

F
z
a岨
凶
咽
呂
町
)
、
あ
る
い
は
労
働
者

の
僻
怠
か
ら
し
か
生
じ
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
立
法
者
は
フ
オ
オ

ト
を
推
定
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
機
械
の
不
完
全
さ
は
科
学
の
不

完
全
さ
か
ら
生
じ
う
る
と
い
う
こ
と
は
真
実
で
あ
り
、
科
学
の
不
完

全
さ
は
所
有
者
に
帰
せ
し
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
は
、

衡
平
の
考
慮
の
余
地
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
で
あ
る
人
よ
り

も
む
し
ろ
機
械
の
所
有
者
が
損
害
を
負
担
す
る
の
が
正
し
い
の
で

は
な
い
の
か
?
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
シ
レ
イ
判
例
集
区
戸
-

M
叫

呂
町
の
破
棄
院
判
決
に
関
す
る
評
釈
を
参
照
せ
よ
)
。
L

ロ
オ
ラ
ン
は
、
二
二
八
四
条
第
一
項
に
関
し
て
も
、
条
文
か
ら
出

発
し
て
一
三
八
二
|
一
三
八
六
条
の
諸
規
定
相
互
間
の
関
係
を
画

定
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
文
面
上
条
文
へ
の
固
執
が

み
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
増
加
傾
向
に
あ
る
蒸
気
機
関
な
ど
機
械
の
保

管
に
係
わ
る
、
直
接
的
な
準
非
行
で
は
な
い
事
故
の
類
型
(
後
の
「
物

の
所
為
に
基
づ
く
責
任
」
)
に
つ
い
て
寸
フ
ォ
オ
ト
」
の
原
理
に
基

づ
く
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
「
フ
ォ
オ
ト
の
推
定
L

に
よ
る
挙
-
証
責

任
の
転
換
が
認
め
ら
れ
る
理
由
の
中
に
、
衡
平
や
科
学
の
不
完
全
さ

な
ど
諸
々
の
現
実
問
題
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

(
位
)
出
巾
H
M
1
2
F
m
oロ
冨
白

N
g一
己
門
戸
叶
円
白
山
忠
吾
m
oユ
心
己
巾
巾
門

同
)
吋
同
門
{
門
】
口
白
色
町
]
出
回
1
m
E
U
O
口出血
σ口町一行
m
n
-
Jふ}巾門凶
m]山門門戸同巾]}巾由同

円
。
ロ
門
司
恒
三
己
巾

}
F
L
o
g巾
戸
品
。

E
・
5
h
w
口。

2
0
巾
門
凹
(
以
下
、

単
に

ζ
白
N
g
E唱

-u品。
2
・
で
引
用
す
る
)
富
田

N
S
Z己
巾
件
、
円
ロ
ロ
P

5
・
品
。
邑
・

5
2・
ロ
。
コ
。
丘
団
・
(
以
下
、
単
に
冨
白

N
g
E
I

吋

5
n
L
-
由
。
包
で
引
用
す
る
)

フ
ラ
ン
ス
民
法
の
父
・
母
・
主
人
・
使
用
者
・
教
師
・
親
方
等
の

責
任
に
関
す
る
一
三
八
四
条
の
規
定
起
源
に
つ
い
て
は
、
ロ
オ
マ

法
、
フ
ラ
ン
ス
各
地
の
慣
習
法
な
ど
に
あ
る
と
言
わ
れ
、
諸
説
分
か

れ
て
い
る
が
、
二
二
八
四
条
の
規
定
に
対
し
て
直
接
に
影
響
を
及
ぼ

し
た
の
は
ポ
チ
エ
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
と

い
っ
て
良
い
。

一
三
八
四
条
の
起
源
に
関
し
て
、
〉
l

問
。
以
内
白
丘
町
仲
間
耐
。
σ巾ス

ぐニ]巾ロ
3
・

u
g
x
叶。ョ白

-
D
2
山
口
門
町
三
円
四
円
。
一
円
門
司
白
ロ

2
2

(。
σロ
m同門目。ロ凹)品。

m巳・]石叶
A

戸
口
o

h

F

(

)

。目)・
N

∞
品
巾
丹
田
・

父
・
母
の
責
任
に
関
し
て
、
冨
白

N
E
E
-
、H
，
Eρ
品
。
注
ロ
。

吋

ωN
・]巾出口(い由同・
σ。ロロ目。
H
J

円
)
叶
。
ユ
門
戸
〈
戸
片
・

k
r
F
m
m
w
o
g
紅
白
'

zcロ印
w
R
E
O
-
(以
下
、
単
に
著
者
名
の
み
で
引
用
す
る
)
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フランス私法学史における「ブォオト」概念の成立(1)

主
人
・
使
用
者
の
責
任
に
関
し
て
は
、
本
稿
で
紹
介
す
る
プ
ラ
ニ

オ
ル
も
独
自
の
見
解
と
い
っ
て
良
い
が
、
他
の
代
表
的
な
民
法
学
者

の
見
解
に
つ
い
て
は
、

ζ
白
N
E
E
-吋
E
P
品。

E
・
ロ
。
∞
日
戸

(川出号。ロロ

-R-
ロ。
H
O
N
-

参
照
。
な
お
、
使
用
者
責
任
に
つ
い
て
は
、

本
邦
で
は
、
勝
本
正
晃
「
仏
蘭
西
民
法
に
於
け
る
使
用
者
の
責
任
」

『
民
法
研
究
・
第
一
巻
』
(
一
九
三
二
年
)
所
収
三
五
頁
以
下
に
フ
ラ

ン
ス
古
法
の
状
況
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ド
マ
の
紹
介
と

い
っ
て
よ
い
。
そ
の
意
味
で
、
ポ
チ
エ
の
本
格
的
な
紹
介
が
欠
け
て

い
る
と
い
え
る
状
況
で
あ
る
。

(
出
)
句
2
E
2・
0
℃
-
n
一円ロ
O
H
M
-
-
H
N
N

ポ
チ
エ
の
叙
述
に
つ
い
て
は

註
(
却
)
参
照
。

(
剖
)
一
三
八
四
条
の
起
草
過
程
に
つ
い
て
は
、
勝
本
前
掲
論
文
二
ハ
頁

以
下
に
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
は

必
要
な
限
り
で
、
注
意
す
べ
き
点
の
み
に
つ
い
て
私
な
り
に
要
約
し

て
お
く
。

(
出
)
共
和
暦
二
一
年
霜
月
二
日
(
一
八
O
三
年
二
月
二
四
日
)
ビ
ゴ
・

プ
レ
ア
ム
ヌ
ウ
に
よ
り
国
務
院
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
草
案
で
は
第

五
項
の
免
責
の
た
め
の
反
証
が
主
人
と
使
用
者
に
も
認
め
ら
れ
て

い
た
が
、
共
和
磨
一
一
一
年
霜
月
一
六
日
(
一
八
O
四
年
一
月
七
日
)
護

民
院
立
法
部
の
審
議
に
お
い
て
、
主
人
と
使
用
者
に
は
免
責
の
た
め

の
反
証
を
認
め
な
い
と
す
る
修
正
の
提
案
を
受
け
た
。
そ
の
修
正
の

提
案
理
由
は
、
第
三
項
に
お
い
て
、
主
人
と
使
用
者
が
、
彼
ら
の
家

事
使
用
人
や
被
用
者
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ら
の
者
た
ち
を
そ
の
た
め
に
雇
っ
た
職
務
の
執
行
に
お
い
て
惹
起

さ
れ
た
場
合
に
し
か
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
し
て
い
る
以
上
、
主

人
と
使
用
者
に
関
し
て
規
定
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
全
て
第
三
一

項
の
中
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
主
人
と
使
用

者
に
第
五
項
規
定
の
抗
弁
(
例
外
、

2
2宮
古
口
)
を
認
め
る
こ
と
は
、

そ
の
結
果
と
し
て
、
損
害
が
家
事
使
用
人
や
被
用
者
に
よ
り
そ
の
職

務
に
お
い
て
惹
起
さ
れ
た
場
合
で
さ
え
主
人
が
そ
の
場
に
居
合
わ

せ
な
か
っ
た
と
い
う
一
事
を
以
て
免
責
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
危
険
で
あ
り
、
か
つ
草
案
起
草
者
の
意
思
に
も
反
す
る
で
あ
ろ
う

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
国
務
院
と
護
民
院
の
協
議
の
後
、
修
正
が

採
用
さ
れ
た
。

(
剖
)
例
え
ば
、
国
務
院
に
お
け
る
ト
レ
ヤ
ア
ル
の
理
由
説
明

q
B
2
w

H
N
巾門戸
H

巾
一
「
円
以
口
円
・
℃
・
品
目
∞
)
護
民
院
に
お
け
る
プ
ル
ト
ラ
ン
・

ド
・
グ
ル
イ
ユ
の
理
由
説
明
(
司
g
m
F
河
内

n
c
m
-
f
け
出
口
・
匂
・
お
酌
)

な
ど
に
み
ら
れ
る
。
プ
ル
ト
ラ
ン
・
ド
・
グ
ル
イ
ユ
は
、
当
該
規
定

が
従
属
者
た
ち
に
つ
い
て
の
保
証
(
担
保
、
間
白
『
白
星
巾
)
を
宣
言
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
主
人
と
使
用
者
の
責
任
は
衡
平
に
基
づ

く
も
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
判
例
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
厳
格
な
責

任
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
家
事
使
用
人
や
被
用
者
が
そ
の
た
め

に
雇
わ
れ
た
職
務
に
お
い
て
惹
起
さ
れ
た
損
害
の
発
生
を
妨
げ
る

の
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
明
が
主
人
と
使
用
者
に
認
め
ら

れ
な
い
理
由
は
、
そ
の
損
害
の
最
初
で
真
の
原
因
が
主
人
や
使
用
者

の
為
し
た
寸
誤
っ
た
選
任
L

に
あ
る
か
ら
だ
と
し
て
い
る
一
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「
主
人
は
、
悪
し
き

(
E
m
n
F白
ロ
凹
)
、
不
器
用
な
(
虫
色
白
骨

a
g
)

あ
る
い
は
軽
率
な

({HH62己
g凹
)
者
に
彼
の
信
頼
を
お
い
た
こ
と

に
対
し
て
自
ら
を
径
め
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
し
か
も
第
三
者
た

ち
が
、
依
然
と
し
て
、
彼
ら
の
被
っ
た
損
害
の
最
初
の
原
因
で
あ
り
、

真
の
源
で
あ
る
思
慮
に
欠
け
た
信
頼

R
O
E
-
何百円巾

E
n
o
s
E
m
-

芯
巾
)
の
被
害
者
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
が
正
当
な
の
で
し
ょ
う
か
。
」

(
釘
)
こ
の
点
は
、
立
法
府
に
お
け
る
護
民
官
タ
リ
プ
ル
の
理
由
説
明
に

お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る

(pwD2・河内
nc巾一アけ

U
Q
H
H
-
U
・
お
由
)

が
、
彼
は
、
そ
の
厳
格
な
責
任
が
規
定
さ
れ
て
い
る
理
由
を
、
主
人

や
使
用
者
た
ち
に
、
彼
ら
に
課
せ
ら
れ
る
義
務
の
厳
格
さ
を
想
起
さ

せ
る
こ
と
に
よ
り
彼
ら
の
被
従
属
者
達
に
対
す
る
細
心
な
注
意
を

自
覚
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

(
槌
)
プ
ル
ト
ラ
ン
・
ド
・
グ
ル
イ
ユ
は
、
註
(
剖
)
で
紹
介
し
た
箇
所

の
直
前
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
一
「
実
際
、
主
人
賠
償
す
べ

し
と
有
責
判
決
さ
れ
る
害
悪
(
自
由
]
)
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
は
、

主
人
が
利
益
を
引
出
す
、
そ
の
業
務
(
奉
仕
)
で
は
な
い
の
か
(
弓

巾
え
!
日
匂

2

2
丘町

2
Z
8
2
R巾
己
O
R
r
自
己
可
巾
官
。
宮
内

心
巳
白
官
。
。
ロ
X

Z
自由
}
A
Z
6
ロ
]
巾
円
。
ロ
仏
国
ヨ
ロ
巾
卸
芯
匂
白
『
巾
己
)
」

(
司
巾
ロ
ぬ
?
尻
町
円
ロ
巳
ァ
。
匂
-
n
x
u
h
F
吋由・)

こ
の
点
は
、
後
の
報
償
責
任
論
に
拠
る
学
説
が
指
示
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
ま
た
、
危
険
説
を
と
る
サ
レ
イ
ユ
も
、
そ
の
論
拠
の
一
つ

と
し
て
、
こ
の
箇
所
を
挙
げ
て
い
る
白
色
色
目
町
田
-TW間同
2
E巾ロ門的

己
巾
同
門
田
〈
山
口
wHV
・
ωNw
ロ
印
N)
。

(
的
)
例
え
ば
、
後
の
保
証
説
が
引
用
す
る
の
が
、
ト
レ
ヤ
ア
ル
の
以
下

の
箇
所
で
あ
る
一

1

父
、
教
師
、
主
人
の
責
任
は
一
種
の
保
証
で
あ
る
。
」
(
司
巾

R
F

HN巾門口巾ロ・。日
)
-
n
芹・円)・品由叶印・)

し
か
し
、
こ
の
見
解
は
、
ト
レ
ヤ
ア
ル
の
文
字
面
に
固
執
し
す
ぎ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ト
レ
ヤ
ア
ル
自
身
は
必
ず
し
も
保
証
の
観
点

か
ら
理
論
を
構
築
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
責
任
の
根
拠
を
結
局
は

J
謀
っ
た
選
任
」
あ
る
い
は
「
僻
怠
L

と
い
う
フ
ォ
オ
ト
に
求
め
て

い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
「
願
わ
く
は
そ
の
責
任
の
負
担
が
家
長

た
ち
を
よ
り
思
慮
深
く
(
立

5
買
己
己
巾
ロ
円
巾
)
そ
し
て
よ
り
注
意
深

く
(
立

5
白
丘
町
ロ
片
山
田
)
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
し
と
述
べ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
ポ
チ
エ
と
同
様
の
考
え
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
(
わ
℃
吋
・
司
己
主
巾
円
¥
吋
門
白
-
門
巾
己
巾
m
o
u
-
-
m
m
H
Z
C
ロ印唱ロ
o
H
N
H

な
お

註
(
却
)
参
照
)
。

(
卯
)
辺
見
出
コ
閉
山
mH)
巾
吋
宮
町
少
な
河
巾
告
。
ロ
印
白
σ
口洋
m
n
-
i
z
-
-
-

ロ
。
ミ
印

ムゴ一、吋。己]}{巾吋咽

F
H
H
w
ロ
o
N
∞
ω
・ロ
O
B
O
E
S
σ
巾噌円・

ω
Y
ロ。印∞∞

2
0
・

E
S自
立
巾
円
巾
w
同
・
戸
田
口
こ
が
ユ
-
Z
E
w
ロ
o
H
W
ω
。
己
吋
色
白
ゲ
円

Nw
口。∞∞
A
F

一
〉
己
}
U

「M
H
2
刻印
CW
円-
h
f

口
。
主
A
Y
U
-

叶印町一戸、白ロ可巾コ
F

F
N
0
・ロ。日印。
l

日印
N
一円。
-
5
2
己巾

ω
白
ロ
門
巾
吋
吋
タ
円
・
印
w
D。一∞回口【凶「山、

l

円
、
同
門
出
口
江
口
巾
ユ
巾
回
同
H・仏巾
-
F
A
F

ロ
。
日
∞
由
一
刊
一
回
En-
円
∞
w

ロ。九日仏
ω

l
A
F

品品

(
引
)
盟
百
日
HW
同
州

muqz-吋巾唱
E
H
山巾凹℃
C
ロ
印
同
区
一
一
広
三
三
日
ペ
ロ
。
む
∞

品目山
0
・
w
、叶
CE--
一巾門司同
-
H
H
W
D
-
N
∞ω
・
一
ロ
ロ
門
田
口

g
p
門-Hω
唱
コ
。
叶
NhH
一
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フランス私法学史における「ブォオト」概念の成立(1)

戸田
5
5玄
m
B
L・
4w
回
己
吋
可
国
立
・
ロ
∞

P

R
∞
w
ロ
向
日
o-05σ
巾唱け-

ωグ
ロ
。

E
Y
E
N一
ωoE吋
門
古
?
同

-
N唱口。
ω
坦

()ωwUH∞
-
〉
ロ
σ円
可
巾
門

岡山田
F
円
・
デ
ロ
。
主
吋
一
戸
田

C
R
E
w
F
N
0・
ロ
。
印
∞
∞
一
。
。

-
5
2
仏巾

ω白口一円巾吋
H

，m-
円
・
印
・
ロ
。

ω
品
印
一
回
出
己
【
片
山
、
l

問、山門担ロ門戸口巾ユ巾
l

回国叶【凶巾
w

円-

品
・
ロ
。
ロ
印
N

・
出
口
円
唱
門
・
∞
唱
口
。

ιtw

(
位
)
ロ

c
Eロ
Z
P
円
-
E唱
口
。
叶
忠
一
口
巾
Bo-05σ
ク
円
・

ωゲ
ロ
。

2
0一

(Uo-52
己巾

ω田
E
R
E
-
円
・
印
唱
え

ω白
σ一
∞
〈
円

F
2
5ロ
ゲ
け

M0・

ロ
。
印
、
吋
(
〕
凹
凹
・
一
切
白
己
門
町
可

1戸
山
門
白
ロ
江
口
巾
H-一巾
1∞白吋門同巾岨円
-PDO]{ω
印
N一

回
口
♂
円
∞
・
口
。

hEhF一

(
m
m
)

主
人
・
使
用
者
の
要
件
と
し
て
「
指
揮
・
監
督
・
命
令
権
L

を
挙

げ
る
見
解
と
し
て
、

ω
c
z
E白
?
ロ
o
g印
四
円
印

-
F同
2
5
E宵
巾

wDO切

∞
t
H
H
Z。片町田。
cm
わ出凹印

-nF4wN印
。
2
・
H∞∞∞・

ω-H∞
∞
叶
・
戸
中
印
吋
・

ま
た
、
〉
ロ
σミ
RHNmHF
ロ
。
£

F
U・
叶
品
回
は
、
主
人
・
使
用
者

の
責
任
の
根
拠
に
つ
い
て
あ
ま
り
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
被

用
者
の
要
件
と
し
て
、
寸
従
属
・
依
存
の
関
係
に
あ
る
こ
と

(
E
E

C
ロ

E
U匂
。
ユ
己
巾
庶
匂
巾
ロ
己
白
ロ
ロ
巾
)
L

を
考
え
て
い
る
の
で
、
こ
の

見
解
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

(
叫
)
戸
白
5
5
σ
お
『
巾
唱
口
。
ω

∞
1HH・
第
二
の
見
解
の
有
力
な
主
張
者
で
あ

る
ラ
ロ
ム
ビ
エ
ル
に
よ
れ
ば
、
主
人
・
使
用
者
を
真
の
主
人
・
使
用

者
た
ら
し
め
る
寸
従
属
関
係
(
印
ロ
ぴ
。
丘
E
2
E
D
)
し
お
よ
び
寸
権
威

(
山
口
言
ユ
広
)
L

の
基
礎
を
与
え
る
の
が
こ
の
権
利
で
あ
り
、
こ
れ
は

一
三
八
四
条
に
よ
り
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ

し
、
そ
の
権
利
あ
る
い
は
従
属
関
係
と
い
う
の
は
、
事
実
上
の
そ
れ

で
は
な
く
、
法
律
上
の
そ
れ
を
彼
ら
は
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
主
人
・
使
用
者
が
使
用
人
・
被
用
者
の
執
行
す
る
業

務
に
つ
い
て
の
知
識
を
有
し
、
ま
た
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が

現
実
に
可
能
で
あ
っ
た
か
否
か
を
、
す
な
わ
ち
事
実
上
の
指
揮
・
命

令
・
監
督
権
行
使
の
可
能
性
を
考
慮
す
べ
き
で
は
な
く
、
専
ら
法
律

上
の
権
利
・
権
限
の
有
無
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て

し
た
。

(町

)ω
。
z
E出
デ
ロ
。
∞
∞
印
・

(
何
)
例
え
ば
、
門
出
印
印
・

2
-
5・
呂
田
。
日
呂
町
唱

ω・
5
C
-
H・∞日日ニ

ハリ白印印
-

H

・巾門】品同町一〈吋・戸市山∞。唱

0
・円∞∞
0

・
H

・
ω由

N-n白印∞
-n-〈
-N印

on円・

5
g
w
ω
-
E∞吋
-H・
8
叶・

0

5
宅
-H-NN印
・
そ
し
て
、
こ
の

最
後
の
破
毅
院
判
決
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
判
決
理
由
を
、
す
な

わ
ち
主
人
・
使
用
者
の
要
件
を
定
式
化
し
て
述
べ
て
い
た
一

寸
民
法
二
二
八
四
条
が
使
用
者
に
課
す
る
責
任
は
、
単
に
彼
ら
が

そ
れ
ら
の
被
用
者
を
選
任
し
た
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
が
そ
れ
ら

の
被
用
者
を
そ
の
た
め
に
雇
っ
た
職
務
を
執
行
す
る
方
法
に
つ
き

命
令

Z
E
R印
)
お
よ
び
指
示
(
日
ロ
2
2
2
Z
D
)
を
被
用
者
に
与
え

る
権
利
を
も
ま
た
想
定
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
・
・
・
、
そ
れ
な
く
し

て
は
真
の
使
用
者
が
存
在
し
な
い
、
権
威

(
2
5ユ
お
)
と
従
属
関

係
(
印
ロ
σ
o
a
z
R
Eロ
)
を
基
礎
，
つ
け
る
の
が
こ
の
権
利
で
あ
る
が
ゆ

え
に
・
・
・
L

(
貯
)
こ
の
論
争
を
紹
介
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
第
一

の
見
解
の
有
力
な
主
張
者
で
あ
る
ド
ゥ
モ
ロ
ム
プ
は
、
監
督
不
十
分

北法41(5-6・587)2633
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が
主
人
・
使
用
者
の
責
任
(
の
根
拠
)
に
つ
い
て
は
無
関
係
で
あ
る

と
し
、
主
人
・
使
用
者
の
責
任
を
監
督
不
十
分
に
結
び
つ
け
た
ス
ル

ダ
を
非
難
し
、
さ
ら
に
ス
ル
ダ
と
同
じ
立
場
を
と
る
判
例
に
対
し
て

反
対
の
立
場
を
と
る
。
本
文
で
触
れ
た
よ
う
に
、
主
人
・
使
用
者
に

対
し
て
一
三
八
四
条
に
規
定
さ
れ
た
責
任
の
法
律
上
の
推
定
は
、
彼

ら
が
彼
ら
の
使
用
人
・
被
用
者
を
選
任
し
た
こ
と
に
お
い
て
フ
ォ
オ

ト
を
犯
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
あ
り
、
こ
の
理
由
が
フ
ォ
オ
ト
の
推

定
を
受
け
さ
せ
る
の
に
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
彼
の
見
解
に
よ
れ

ば
、
監
督
不
十
分
が
、
主
人
・
使
用
者
の
責
任
の
根
拠
と
な
ら
な
い

こ
と
は
、
次
の
二
点
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
第
一
に
、
そ
の
監
督
と
い

う
の
は
ほ
と
ん
ど
常
に
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味

は
、
お
そ
ら
く
、
常
に
随
伴
し
て
い
な
け
れ
ば
実
際
上
の
監
督
は
不

可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
(
巴
巾
g
o
Z
B
σ
巾
・
ロ
。

E
c
n
o
-
5
2
号

ω出
5
2吋
ク
ロ
。

ω自

σ一
回
〈
日
目
)
。
そ
し
て
第
二

に
、
実
際
に
は
、
裁
判
に
お
い
て
原
告
は
主
人
・
使
用
者
に
対
し
て

彼
ら
の
監
督
不
十
分
を
援
用
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
が
立
証

さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
立
証
は
主
人
・
使
用
者
の
責
任
を
ま
す
ま

す
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
責
任
を
加
重
す
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
二
二
八
四
条
の
責
任
と
い
う
よ
り
も
む
し

ろ
一
三
八
二
条
ま
た
は
一
三
八
三
条
に
規
定
さ
れ
た
「
自
己
の
行
為

に
基
づ
く
責
任
」
の
成
立
原
因
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ

に
そ
う
い
う
理
由
で
、
実
際
に
は
、
二
二
八
四
条
に
規
定
さ
れ
た

「
フ
ォ
オ
ト
の
推
定
」
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
い
か
な
る
証
明

も
必
要
な
い
の
に
対
し
て
、
監
督
不
十
分
は
、
事
実
上
証
明
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
ド
ゥ
モ
ロ
ム
プ
は
、
こ
の

点
に
関
連
し
て
第
二
の
見
解
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
使
用

人
・
被
用
者
が
損
害
を
惹
起
す
る
行
為
を
妨
げ
る
こ
と
が
不
可
能
で

あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
り
主
人
・
使
用
者
が
免
責
さ
れ

る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
、
一
三
八
四
条
に
規
定
さ
れ
た

「
フ
ォ
オ
ト
の
推
定
L

は
、
こ
の
場
合
に
は
、
損
害
を
惹
起
し
た
行

為
が
使
用
人
・
被
用
者
に
よ
っ
て
、
彼
ら
が
そ
の
た
め
に
一
履
わ
れ
た

職
務
の
執
行
に
お
い
て
為
さ
れ
て
い
る
以
上
免
責
を
認
め
て
い
な

い
の
が
実
状
で
あ
る
(
巴
巾
E
C
Z
B
Z
-
口。
E
H
)
0

ま
た
、
使
用
人
・

被
用
者
に
よ
る
損
害
を
惹
起
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
単
に
主
人
・
使

用
者
が
不
在
ま
た
は
不
知
で
あ
っ
て
、
か
つ
命
令
も
指
示
も
与
え
な

い
の
み
な
ら
ず
、
主
人
・
使
用
者
の
禁
止
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
禁
止

の
命
令
の
非
常
に
明
白
な
無
視
に
よ
り
主
人
・
使
用
者
の
面
前
で
行

な
わ
れ
た
場
合
に
も
ま
た
主
人
・
使
用
者
は
責
任
を
負
う
と
い
う
こ

と
が
、
判
例
・
学
説
上
明
ら
か
で
あ
る
(
巴
巾
50-05σ
巾w
D
O
E
N
)
。

こ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
、
第
二
の
見
解
が
主
張
す
る
監
督
不
十
分
と

い
う
理
由
が
、
「
反
証
を
許
さ
な
い
フ
ォ
オ
ト
の
推
定
」
を
説
明
す

る
に
つ
き
難
点
が
あ
る
と
批
判
し
た
う
え
で
、
ド
ゥ
モ
ロ
ム
ブ
は
、

主
人
・
使
用
者
の
責
任
を
、
父
、
母
、
教
師
、
親
方
の
責
任
か
ら
区

別
す
る
根
拠
は
明
ら
か
に
「
誤
っ
た
選
任
」
に
あ
る
の
だ
と
結
論
づ

け
る
。
さ
ら
に
、
第
一
の
見
解
の
有
力
な
論
者
の
一
人
で
あ
る
ロ
オ

ラ
ン
は
、
ド
ゥ
モ
ロ
ム
ブ
よ
り
も
さ
ら
に
極
端
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ

北法41(5-6・588)2634



フランス私法学史における「フォオト」概念の成立(1)

ば
、
主
人
・
使
用
者
の
責
任
の
根
拠
は
、
伝
統
的
な
理
由
(
主
と
し

て
ポ
チ
エ
の
見
解
)
、
法
典
起
草
者
の
見
解
に
従
え
ば
、
人
が
他
人
を

選
任
し
た
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
判
例
が
、
そ
れ
ら

の
伝
統
や
条
文
に
反
し
て
、
指
揮
・
監
督
権
の
存
在
と
い
う
別
の
原

理
を
創
り
だ
し
た
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
と
し
て
、
判
例
と
そ
れ

に
賛
同
す
る
学
説
(
ラ
ロ
ム
ビ
エ
ル
)
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て

よ
り
実
質
的
な
批
判
は
、
次
の
二
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第

一
に
、
二
二
八
四
条
の
規
定
す
る
主
人
・
使
用
者
の
責
任
に
関
し
て

重
要
で
あ
る
の
は
、
「
ブ
オ
オ
ト
の
推
定
」
、
す
な
わ
ち
法
律
が
絶
対

的
に
主
人
・
使
用
者
を
有
責
と
す
る
点
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ

の
責
任
の
根
拠
が
、
指
揮
・
監
督
上
の
誤
り
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
よ
う
な
「
フ
ォ
オ
ト
の
推
定
し
は
反
証
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
り
(
こ
の
点
は
ド
ゥ
モ
ロ
ム
プ
と
共
通
で
あ
る
)
、

し
た
が
っ
て
、
非
常
に
し
ば
し
ば
使
用
人
・
被
用
者
に
よ
っ
て
、
惹

起
さ
れ
た
損
害
に
つ
い
て
主
人
・
使
用
者
の
責
任
が
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
第
二
に
、
法
律
は
、
使
用
者
と
主
人
を
同
列

に
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
責
任
の
原
理
は
同
一
か

っ
唯
一
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
、
主
人

も
使
用
者
に
他
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
の
に
、
使
用
者
に
つ
い
て
主

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
指
揮
・
監
督
権
と
い
う
別
の
原
理
を
適
用

す
る
こ
と
に
な
る
、
と
考
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら

ロ
オ
ラ
ン
は
、
主
人
・
使
用
者
に
対
し
て
絶
対
的
に
発
生
す
る
責
任

は
「
他
人
を
あ
る
職
務
に
選
任
し
た
こ
と
」
に
十
分
な
根
拠
が
あ
る

の
で
あ
り
、
指
揮
・
監
督
権
の
存
在
(
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
前
提
と

す
る
「
従
属
関
係
の
存
在
し
も
)
は
根
拠
と
し
て
全
く
重
要
で
な
い
と

い
う
こ
と
を
強
く
主
張
す
る
(
円

2
5ロ
グ
ミ
日
∞
)
。

以
上
の
よ
う
な
第
一
の
見
解
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
、
第
二
の
見

解
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。
第
二
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
ド
ゥ

モ
ロ
ム
プ
が
想
定
し
て
い
る
の
は
、
事
実
上
指
揮
・
監
督
が
不
可
能

で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
彼
の
理
解
に
は
混
同
が
あ
る
の
で
あ
る
と

い
う
。
第
二
の
見
解
の
言
う
指
揮
・
監
督
権
と
い
う
の
は
事
実
上
の

そ
れ
で
は
な
く
、
使
用
者
が
事
実
上
被
用
者
に
対
し
て
有
効
に
指

揮
・
監
督
権
を
行
使
す
る
能
力

(naRZ)、
適
性
(
告
片
山
吉
己
巾
)
、

方
法
・
手
段
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
法
的
に
指

揮
・
監
督
権
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
使
用
者
と
し

て
の
法
的
な
権
限

S
E
R
-門
巾
)
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
法

的
な
従
属
関
係
(
凹
ロ
σ。
丘
山
口
三
日
O
D
)
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
る
と
い
う
(
ロ
♀
巾
由
o
z
m
わ出回出

-nz・
包

0
2・
zgwmv・

5
∞吋
-
r
h
E
F
h℃
叶
戸
田

5
5玄
巾
吋
巾
咽
口
。
口
・
)
。

そ
し
て
ま
た
、
使
用
者
の
監
督
不
十
分
は
主
人
・
使
用
者
の
責
任

の
根
拠
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
ド
ゥ
モ
ロ
ム
プ
自
身
が
被
用
者
を

定
義
す
る
際
に
は
、
被
用
者
が
使
用
者
に
対
し
て
従
属
し
て
い
る
と

い
う
状
況

Z
D巾
巳
E

丘一
o
ロ
印
己
σ
O
E
C
D
m
巾
)
を
想
定
し
て
い
る

(巴巾
E
C
E
B
σ
タ
ロ
。
色
申
)
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
巴
巳
l

g
p
ω
ロ
匂
立
m
B
g
p
ε
月四回℃
C
ロ
回
国
ず
己
目
片
的
唱
え

aH・)
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研究ノート

括

最
後
に
、
サ
レ
イ
ユ
と
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
「
フ
ォ
オ
ト
」
論
な
い
し
「
危

険
責
任
」
論
争
の
前
の
、
フ
ラ
ン
ス
私
法
学
に
お
け
る
民
事
責
任
論
と

「
ブ
ォ
オ
ト
」
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
。

第
一
に
、
民
事
責
任
の
要
件
と
し
て
自
明
の
ご
と
く
考
え
ら
れ
て
い
る

た
め
か
、
寸
フ
ォ
オ
ト
」
自
体
を
正
面
か
ら
論
ず
る
も
の
は
極
の
て
少
数
で

あ
る
。第
二
に
、
と
く
に
ポ
チ
エ
の
影
響
が
著
し
い
フ
ラ
ン
ス
民
法
学
の
民
事

責
任
論
の
枠
組
み
は
、
民
事
責
任
の
前
提
と
し
て
「
理
性
」
あ
る
い
は
「
自

由
な
意
思
」
の
存
在
を
要
求
す
る
点
に
お
い
て
、
主
観
的
な
責
任
論
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
主
と
し
て
責
任
能
力
の
な
い
者
を
考
慮
す

る
た
め
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
幼
児
や
精
神
異
常
者
以
外
は
「
理

性
」
や
寸
分
別
L

を
持
つ
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、

「
ブ
オ
オ
ト
」
は
必
ず
し
も
い
わ
ゆ
る
主
観
的
な
、
あ
る
い
は
侶
別
具
体
的

に
評
価
さ
れ
る
心
理
状
態
を
表
す
の
で
は
な
く
、
客
観
的
に
一
般
的
、
社

会
的
な
評
価
に
よ
り
非
難
さ
れ
る
べ
き
行
為
の
態
様
を
表
す
可
能
性
が
大

き
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
フ
ォ
オ
ト
」
が
、
違
法
性
要

件
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
違
法
な
行
為

(Ex--znx巾
)
あ
る
い
は
準
非
行

(
告
白
回
目
!
忌
宮
)
と
同
義
で
用
い
ら
れ
た
り
、
帰
責
要
件
と
結
び
つ
け
ら
れ

て
行
為
(
内
包
片
)
の
意
思
的
側
面
と
考
え
ら
れ
た
り
す
る
議
論
の
不
一
致
を

も
た
ら
し
た
こ
と
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
は
、
後

述
す
る
サ
レ
イ
ユ
の
「
フ
ォ
オ
ト
」
を
心
理
状
態
と
と
ら
え
る
旧
学
説
に

対
す
る
批
判
が
フ
ラ
ン
ス
の
「
フ
ォ
オ
ト
」
学
説
よ
り
も
む
し
ろ
ド
イ
ツ

の
責
任
論
を
主
と
し
て
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
関
連

す
る
の
で
あ
り
、
注
意
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
註
釈
学
派
に
お
け
る
「
フ
ォ
オ
ト
1
論
の
未
成

熟
は
、
伝
統
的
な
、
ロ
オ
マ
法
以
来
の
ク
ル
パ
の
個
々
の
類
型
で
あ
る
「
無

思
慮
」
、
「
縦
断
怠
L

、
「
選
任
上
の
過
失
」
、
「
監
督
上
の
過
失
L

、
「
保
管
上
の

過
失
」
な
ど
を
受
付
継
い
だ
ド
マ
や
ポ
チ
エ
の
議
論
に
対
し
て
自
明
の
ご

と
く
に
考
え
、
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
も
な
く
維
持
し
て
い
た
こ
と
に

原
因
が
あ
ろ
う
。

そ
れ
ら
を
い
わ
ば
「
科
学
的
に
L

検
討
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
次
章
以

下
で
み
る
サ
レ
イ
ユ
と
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
民
事
責
任
論
で
あ
る
。

(
未
完
)
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